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決算特別委員会次第 第１日

令和元年９月１１日（水）

１．委員長の互選

２．議席の指定

３．副委員長の互選

４．議案上程（議案第６５号及び第６６号）

補足説明、監査委員総括意見、質疑、討論、表決

出席委員（１７人）

１番 中 田 謙 三 ２番 笹 川 圭 光 ３番 畠 山 富 勝

４番 伊 藤 宗 就 ５番 鈴 木 元 章 ６番 佐々木 克 広

７番 船 木 正 博 ８番 佐 藤 巳次郎 ９番 小 松 穂 積

１０番 佐 藤 誠 １１番 中 田 敏 彦 １２番 進 藤 優 子

１３番 船 橋 金 弘 １５番 三 浦 利 通 １６番 安 田 健次郎

１７番 古 仲 清 尚 １８番 吉 田 清 孝

欠席委員（なし）

議会事務局職員出席者

事 務 局 長 畠 山 隆 之

副 事 務 局 長 岩 谷 一 徳

局 長 補 佐 三 浦 大 作

主 席 主 査 吉 田 平

説明のため出席した者

市 長 菅 原 広 二 副 市 長 船 木 道 晴

教 育 長 栗 森 貢 監査委員（議会選出） 米 谷 勝

監査委員（非常勤） 鈴 木 誠 総務企画部長 柏 崎 潤 一

市民福祉部長 山 田 政 信 観光文化ｽﾎ゚ ﾂー部長 藤 原 誠
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産業建設部長 佐 藤 透 教 育 次 長 目 黒 雪 子

企画政策課長 伊 藤 徹 総 務 課 長 鈴 木 健

総務課危機管理室長 三 浦 幸 樹 財 政 課 長 佐 藤 静 代

税 務 課 長 菅 原 章 税務課債権管理室長 佐 藤 淳

福 祉 課 長 小澤田 一 志 介護サービス課長 平 塚 敦 子

生活環境課長 伊 藤 文 興 健康子育て課長 鎌 田 栄

観 光 課 長 三 浦 一 孝 男鹿まるごと売込課長 湊 智 志

文化スポーツ課長 原 田 徹 農林水産課長 武 田 誠

建 設 課 長 畠 山 喜 美 会 計 管 理 者 菅 原 長

学校教育課長 加 藤 和 彦 監査事務局長 高 桑 淳

選管事務局長 （総務課長併任） 農委事務局長 （農林水産課長併任）

○事務局長（畠山隆之君） おはようございます。

間もなく決算特別委員会が開会されますが、委員会条例の規定により、委員長が決

まるまで年長委員が委員長の職務を行うことになってございます。本日、佐藤巳次郎

委員が年長委員でありますので、暫時の間、委員長の職を務めていただきたいと思い

ます。佐藤委員、よろしくお願いします。

午前１０時０１分 開 会

○年長委員（佐藤巳次郎君） おはようございます。

これより決算特別委員会を開会いたします。

委員会条例の規定により、委員長が決まるまで、暫時、委員長の職務を行いますの

で、よろしくお願いいたします。

この際、議事の進行上、仮議席を指定いたします。仮議席は、ただいま着席の議席

を指定いたします。

これより本日の議事に入ります。

委員長の互選を議題といたします。

お諮りいたします。互選の方法については、会議規則第１２５条の５項の規定によ

り、指名推選といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）
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○年長委員（佐藤巳次郎君） ご異議なしと認めます。よって、互選の方法は指名推選

によることに決しました。

お諮りいたします。指名の方法については、当席において指名することにいたした

いと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○年長委員（佐藤巳次郎君） ご異議なしと認めます。よって、当席において指名する

ことに決しました。

委員長には伊藤宗就君を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま当席において指名いたしました伊藤宗就君を、委員長

の当選人と定めることにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○年長委員（佐藤巳次郎君） ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしま

した伊藤宗就君が委員長に当選されました。

以上、告知いたします。

委員長交代のため、暫時休憩いたします。

午前１０時０２分 休 憩

○委員長（伊藤宗就君） 皆さん、おはようございます。

ただいま決算特別委員長に指名いただきました伊藤宗就です。皆様方からご協力を

いただきながら委員長の職務を務めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

午前１０時０３分 再 開

○委員長（伊藤宗就君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議事の進行上、議席を指定いたします。議席は、ただいま着席の議席を指定いたし

ます。

次に、副委員長の互選を議題といたします。

お諮りいたします。互選の方法については、会議規則第１２５条第５項の規定によ

り、指名推選にいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（伊藤宗就君） ご異議なしと認めます。よって、互選の方法は指名推選によ
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ることに決しました。

お諮りいたします。指名の方法については、当席において指名することにいたした

いと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（伊藤宗就君） ご異議なしと認めます。よって、当席において指名すること

に決しました。

副委員長には安田健次郎君を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま当席において指名いたしました安田健次郎君を、副委

員長の当選人と定めることにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（伊藤宗就君） ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました

安田健次郎君が副委員長に当選されました。

以上、告知いたします。

暫時休憩いたします。

午前１０時０４分 休 憩

午前１０時０５分 再 開

○委員長（伊藤宗就君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

これより、議案第６５号平成３０年度男鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について

及び議案第６６号平成３０年度男鹿市特別会計歳入歳出決算の認定についてを一括し

て議題といたします。

当局の補足説明を求めます。菅原会計管理者

○会計管理者（菅原長君） おはようございます。

それでは私から、議案第６５号平成３０年度男鹿市一般会計歳入歳出決算について、

補足説明をさせていただきます。

恐れ入りますが、男鹿市一般会計歳入歳出決算書の３ページをお願いいたします。

平成３０年度男鹿市一般会計歳入歳出決算書の歳入でありますが、款ごとの収入済

額、不納欠損額、収入未済額と主な内容について申し上げます。

１款市税の収入済額は３３億３，０７７万２３９円、不納欠損額は１，４８９万円、
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収入未済額は１億４，５１８万４９８円であります。

２款地方譲与税の収入済額は１億８，０６０万７，９４５円、以下、収入済額で、

３款利子割交付金は３６９万円、４款配当割交付金は３９３万４，０００円、５款株

式等譲渡所得割交付金は３５３万３，０００円、６款地方消費税交付金は５億２，２

１８万円であります。

４ページをお願いいたします。

７款ゴルフ場利用税交付金は６０８万８，４２５円、８款自動車取得税交付金は３，

６４６万５，０００円、９款国有提供施設等所在市助成交付金は９４７万４，０００

円、１０款地方特例交付金は８９７万円、１１款地方交付税は６７億５５６万２，０

００円、１２款交通安全対策特別交付金は２５８万６，０００円、１３款分担金及び

負担金は１，４１３万１，１４４円で、老人ホーム入所者負担金などであります。

５ページをお願いいたします。

１４款使用料及び手数料は、収入済額が１億９，４０６万８，７１１円で、保育料、

市営住宅使用料などであります。収入未済額は４６３万４，４２０円で、市営住宅使

用料、保育料などであります。

１５款国庫支出金は１８億７，２３２万５，１１５円で、自立支援給付費負担金、

生活保護費負担金、滝川河川改修事業費補助金などであります。

１６款県支出金は１１億９９４万２，０６５円で、自立支援給付費負担金、国民健

康保険基盤安定負担金など民生費県負担金、石油貯蔵施設立地対策等交付金などであ

ります。

１７款財産収入は５，１２８万９，８０７円で、市有土地及び建物貸し付け収入、

土地及び流木売払収入などであります。収入未済額は１，１１４万６，９５８円で、

市有土地貸し付け収入であります。

１８款寄附金は６，１９１万９，０００円で、なまはげの里男鹿応援寄附金などで

あります。

１９款繰入金は３億７，６２６万９，３１７円で、財政調整基金繰入金、地域振興

基金繰入金などであります。

２０款繰越金は１億４，１９８万７，４２６円で、前年度からの事業費繰越金であ

ります。
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次の６ページをお願いいたします。

２１款諸収入は、収入済額が４億４，０２１万４，０５０円で、男鹿市中小企業振

興資金預託金、漁業振興資金貸付金などであります。不納欠損額は２９１万２，８４

３円、収入未済額は７，６０１万３，４５７円で、公金着服事件に係る弁償金、生活

保護費返還金などであります。

２２款市債は１４億２，１５３万７，０００円であります。

以上、歳入合計は、予算現額が１６５億６４３万８，９５５円に対しまして、調定

額は１６７億５，２３０万３，７５１円で、うち収入済額は１６４億９，７５４万４，

２４４円となり、調定額に対する収入率は９８．４８パーセントとなっております。

不納欠損額は１，７８０万２，８４３円、収入未済額は２億３，６９７万５，３３３

円となったものであります。

次の７ページをお願いいたします。

歳出でありますが、款ごとの支出済額及び翌年度繰越額と主な内容について申し上

げます。

１款議会費は、支出済額が１億７，７１４万４，９０６円。

２款総務費は１９億８，３３２万１，２５４円で、市単独運行バス運行業務、町内

会交付金などであります。

３款民生費は５１億３，４４０万５，１２５円で、障害者自立支援のための介護及

び訓練等給付費、保育園指定管理料、生活保護費などであります。

４款衛生費は１４億１，７７９万８，８０１円で、男鹿地区衛生処理一部事務組合

及び八郎湖周辺清掃事務組合負担金、一般廃棄物収集運搬業務委託料、男鹿みなと市

民病院事業会計負担金及び補助金などであります。

８ページをお願いいたします。

５款労働費は、支出済額が３，０９５万３，１４３円で、サンワーク男鹿トレー

ニングセンター指定管理料、男鹿市シルバー人材センター補助金などであります。

６款農林水産業費は１０億２，０６３万３，７９４円で、園芸メガ団地整備事業費

補助金、経営体育成基盤整備事業費負担金などであります。翌年度繰越額は４，２２

５万５，０００円で、ため池等整備事業費負担金、経営体育成基盤整備事業費負担金、

間伐材有効活用事業費補助金などであります。
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７款商工費は７億９，３４５万８，７３２円で、ふるさと納税謝礼品返礼等業務、

男鹿市中小企業振興資金預託金、温浴ランドおが並びに夕陽温泉ＷＡＯ及びかんぽの

郷コテージ村指定管理料などであります。

８款土木費は１４億１，０６４万６，９３４円で、道路補修及び道路改良工事、滝

川河川改修工事などであります。翌年度繰越額は２，１５２万９，２３０円で、社会

資本整備総合交付金事業、滝川河川改修事業などであります。

９款消防費は８億９，２２５万７，４８５円で、男鹿地区消防一部事務組合負担金、

小型動力ポンプ積載車購入費などであります。

次の９ページをお願いいたします。

１０款教育費は、支出済額が１０億９，５１２万３，２１５円で、男鹿南中学校屋

上防水改修工事、体育施設指定管理料などであります。

１１款災害復旧費は１億７，０１９万４，５３７円で、翌年度繰越額は２，９７９

万円で、現年公共土木施設災害復旧事業であります。

１２款公債費は２０億４７５万５，４０６円、１３款諸支出金は６万８，７８５円

であります。

以上、歳出合計は、予算現額１６５億６４３万８，９５５円に対しまして、支出済

額は１６１億３，０７６万２，１１７円で、執行率は９７．７２パーセントでありま

す。翌年度繰越額は９，３５７万４，２３０円となっております。

この結果、収入済額から支出済額を引きました歳入歳出差引残額は３億６，６７８

万２，１２７円となり、うち１億７，０００万円を財政調整基金に繰り入れしたもの

であります。

歳入歳出の詳細につきましては、１１ページからの事項別明細書に記載のとおりで

あります。

以上で、平成３０年度男鹿市一般会計歳入歳出決算について説明を終わらせていた

だきます。

続きまして、議案第６６号平成３０年度男鹿市特別会計歳入歳出決算について、補

足説明をさせていただきます。

恐れ入りますが、男鹿市特別会計歳入歳出決算書の３ページをお願いいたします。

平成３０年度男鹿市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書であります。
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まず、歳入でありますが、１款国民健康保険税は、収入済額が６億５，３０４万８，

９０４円、不納欠損額が７８６万８，９８４円、収入未済額は１億２，６９２万１，

４９２円であります。

２款使用料及び手数料は、収入済額が３７万７，１４０円、３款県支出金は３１億

７，２８９万５円で、保険給付費等交付金などであります。

４款財産収入は１万８，００４円で、財政調整基金利子であります。

５款繰入金は３億４，９１２万８，６２５円で、一般会計繰入金であります。

６款繰越金は１億１，５９０万９，４７２円、７款諸収入は３９２万４，５７３円

であります。

以上、歳入合計は、予算現額が４１億７，９３９万４，０００円に対しまして、調

定額は４４億３，００４万１９９円で、うち収入済額は４２億９，５２９万６，７２

３円となり、調定額に対する収入率は９６．９６パーセントであります。不納欠損額

は７８６万８，９８４円、収入未済額は１億２，６９２万１，４９２円となっており

ます。

次の４ページをお願いいたします。

歳出でありますが、１款総務費は、支出済額が７，５３６万１，７６１円、２款保

険給付費は３０億８，０８２万７，７６１円、３款国民健康保険事業費納付金は８億

３，０３８万９，０８９円、４款共同事業拠出金は４９０円、５款保健事業費は１，

７０７万５，８９１円、６款基金積立金は１万８，００４円であります。

５ページをお願いいたします。

８款諸支出金は５，８１８万４，５４８円であります。

以上、歳出合計は、予算現額４１億７，９３９万４，０００円に対しまして、支出

済額は４０億６，１８５万７，５４４円で、執行率は９７．１９パーセントとなって

おります。

この結果、歳入歳出差引残額は２億３，３４３万９，１７９円となり、うち１億１，

７００万円を財政調整基金に繰り入れしたものであります。

歳入歳出の詳細につきましては、次の６ページからの事項別明細書に記載のとおり

であります。

次に、２７ページをお願いいたします。
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続きまして、平成３０年度男鹿市診療所特別会計歳入歳出決算書であります。

まず、収入でありますが、１款診療収入は、収入済額が５２９万２，５６４円、２

款国庫支出金は４３５万１，０００円で、へき地診療所運営費補助金であります。

３款繰入金は９１５万６，０００円で、一般会計繰入金などであります。

４款繰越金は２４８万８，６５４円、５款諸収入は３万６，７２０円であります。

以上、歳入合計は、予算現額２，３７０万５，０００円に対しまして、調定額、収

入済額ともに２，１３２万４，９３８円となり、調定額に対する収入率は１００パー

セントであります。

２８ページをお願いいたします。

次に、歳出でありますが、１款総務費は、支出済額が１，８７３万５，９４０円で

あります。

歳出合計は、予算現額２，３７０万５，０００円に対しまして、支出済額は１，８

７３万５，９４０円で、執行率は７９．０４パーセントであります。

以上の結果、歳入歳出差引残額は２５８万８，９９８円となったものであります。

歳入歳出の詳細につきましては、次の２９ページからの事項別明細書に記載のとお

りであります。

次に、３７ページをお願いいたします。

続きまして、平成３０年度男鹿市介護保険特別会計保険事業勘定歳入歳出決算書で

あります。

まず、歳入でありますが、１款保険料は、収入済額が９億４，７０８万２，４３２

円で、不納欠損額は２３２万５，２４０円、収入未済額が８７２万３，６４６円であ

ります。

２款使用料及び手数料は、収入済額が１０万１，８２０円、３款国庫支出金は１３

億６，５２２万７，２２５円で、介護給付費負担金、財政調整交付金などであります。

４款支払基金交付金は１２億８，７０９万３，９９９円で、介護給付費交付金など

であります。

５款県支出金は７億１，２４７万２，０１２円で、介護給付費負担金などでありま

す。

６款財産収入は１万３，２３１円、７款繰入金は７億４，７３４万６，６３５円で
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あります。

次の３８ページをお願いいたします。

８款繰越金は５，６０８万９，６２２円、１０款諸収入は１０２万６，００４円で

あります。

以上、歳入合計は、予算現額が５１億８３６万３，０００円に対しまして、調定額

は５１億２，６７２万６，７６６円、うち収入済額は５１億１，６４５万２，９８０

円で、調定額に対する収入率は９９．８パーセントであります。不納欠損額は２３２

万５，２４０円、収入未済額は８７２万３，６４６円であります。

次の３９ページをお願いいたします。

歳出でありますが、１款総務費は、支出済額が１億１，５９９万７，０２１円、２

款保険給付費は４６億４，９４１万５，１７４円、４款基金積立金は１万３，２３１

円、５款地域支援事業費は１億３，６６５万２，３７３円であります。

次の４０ページをお願いいたします。

７款諸支出金は７，４１３万２，６０６円であります。

以上、歳出合計は、予算現額５１億８３６万３，０００円に対しまして、支出済額

は４９億７，６２１万４０５円で、執行率は９７．４１パーセントであります。

この結果、歳入歳出差引残額は１億４，０２４万２，５７５円となり、うち７，１

００万円を財政調整基金に繰り入れしたものであります。

次に、４１ページをお願いいたします。

続きまして、平成３０年度男鹿市介護保険特別会計介護サービス事業勘定歳入歳出

決算書であります。

まず、歳入でありますが、１款サービス収入は、収入済額が５２３万３００円であ

ります。

歳入合計は、予算現額５４８万８，０００円に対しまして、調定額、収入済額とも

に５２３万３００円で、収入率は１００パーセントであります。

４２ページをお願いいたします。

次に、歳出でありますが、１款諸支出金は、支出済額が５２３万３００円で、歳入

の全額を保険事業勘定に繰り出ししたものであります。

歳出合計は、予算現額５４８万８，０００円に対しまして、支出済額は５２３万３
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００円で、執行率は９５．３パーセントであります。

歳入歳出同額のため、差引残額はないものであります。

歳入歳出の詳細につきましては、次の４３ページからの事項別明細書に記載のとお

りであります。

次に、７７ページをお願いいたします。

続きまして、平成３０年度男鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書でありま

す。

まず、歳入でありますが、１款後期高齢者医療保険料は、収入済額が２億１，６６

３万９，０６７円で、不納欠損額は３万９，４８０円、収入未済額５６万４，３３３

円であります。

２款使用料及び手数料は５万９，３６０円、３款繰入金は１億４，５１０万９，８

１７円、４款繰越金は１８８万４，８９６円、５款諸収入は２９万３，４００円であ

ります。

以上、歳入合計は、予算現額３億６，１４４万８，０００円に対しまして、調定額

は３億６，４３６万７，３５３円、うち収入済額は３億６，３９８万６，５４０円で、

調定額に対する収入率は９９．９パーセントであります。不納欠損額は３万９，４８

０円、収入未済額は５６万４，３３３円であります。

７８ページをお願いいたします。

次に、歳出でありますが、１款総務費は、支出済額が１，８９５万９，７０７円、

２款後期高齢者医療広域連合納付金は３億４，１１８万６，０００円、３款諸支出金

は２７万９，７００円であります。

以上、歳出合計は、予算現額３億６，１４４万８，０００円に対しまして、支出済

額は３億６，０４２万５，４０７円で、執行率は９９．７２パーセントであります。

以上の結果、歳入歳出差引残額は３５６万１，１３３円となったものであります。

歳入歳出の詳細につきましては、次の７９ページからの事項別明細書に記載のとお

りであります。

恐れ入りますが、１ページにお戻り願います。

１ページは各会計の歳入歳出決算総括表であります。

歳入では、一般会計・特別会計の収入済額の合計額は、上の表の左から４列目の下
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段で、２６２億９，９８３万５，７２５円。

歳出では、支出済額の合計額は、下の表の左から３列目下段で、２５５億５，３２

２万１，７１３円。

歳入歳出差引残額の合計額は、下の表の左から７列目の下段で、７億４，６６１万

４，０１２円となったものであります。

以上で、平成３０年度男鹿市一般会計及び特別会計歳入歳出決算について説明を終

わらせていただきますが、ご認定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○委員長（伊藤宗就君） 次に、監査委員から決算審査における総括意見を求めます。

鈴木代表監査委員

○監査委員（鈴木誠君） 皆さん、おはようございます。

それでは、平成３０年度の男鹿市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見及び基

金運用状況審査意見並びに健全化判断比率意見について、ご報告をさせていただきま

す。

はじめに、一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見及び基金運用状況審査意見に

ついてでございます。

お手元に配付しております決算及び基金運用状況審査意見書の１ページをお開き願

います。

審査の対象でございますが、平成３０年度一般会計歳入歳出決算と四つの特別会計

の歳入歳出決算及び三つの基金の運用状況を審査いたしました。

審査の方法といたしましては、市長から提出されました平成３０年度一般会計・特

別会計歳入歳出決算書等に基づいて、各課局所等から提出されました資料について、

関係職員の説明を聴取し、決算の計数は正確であるか、予算の執行が適正かつ効率的

に行われているかといった点に主眼を置いて審査いたしました。また、基金について

は、各基金の運用状況報告書の計数を関係書類により照合し、内容の確認と基金が適

正に運用されているかという観点から審査いたしました。

次に、２ページをご覧ください。

審査の結果でございますが、審査に付された各会計歳入歳出決算書、同事項別明細

書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に準拠して作成されて

おり、その計数は、関係諸帳簿、その他証書類と照合した結果、誤りのないものと認
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められました。また、各予算の執行及び関連する事務処理は、おおむね適正に行われ

ているものと認められました。

審査過程で見受けられた事務手続等において留意すべき点については、審査時に担

当職員に口頭で指導し、または是正の検討を要望しております。定額の資金を運用す

る基金は、それぞれの設置目的に沿って運用されており、計数的にも正確であると認

められました。

それでは、審査の概要をご説明いたします。

先ほどの補足説明と重なる部分もございますが、ご了承願いたいと思います。

３ページをご覧ください。

一般会計及び特別会計を合わせた決算総額でございますが、予算現額２６１億８，

４８３万７，０００円に対し、歳入が２６２億９，９８３万６，０００円、歳出が２

５５億５，３２２万２，０００円で、歳入歳出差引額が７億４，６６１万４，０００

円の黒字となっております。

また、決算総額を前年度と比べると、歳入では１３億８，９９８万１，０００円、

率にして５パーセント、歳出では１４億８，３３３万７，０００円、率にして５．５

パーセント、それぞれ減少し、歳入歳出差引額では９，３３５万６，０００円、率に

して１４．３パーセント増加しております。

４ページをお開き願います。

普通会計における平成３０年度の財政指標でございます。

（１）の実質収支比率は、財政運営の健全性を判断するために用いられる指標で、

おおむね標準財政規模の３パーセントから５パーセント程度が望ましいとされており

ます。本年度は３．３パーセントで、前年度より０．７ポイント上昇しております。

（２）の財政力指数は、財政力の強弱を判断するために用いられる指標で、１に近

いほど財政力が強く、財源に余裕があるとされております。本年度は０．３５１で、

前年度より０．００５ポイント低下しております。

（３）の経常収支比率は、財政構造の弾力性を判断するために用いられる指標で、

８０パーセントを超えると財政構造が硬直化傾向にあるとされております。本年度は

９５．４パーセントで、前年度より２．４ポイント低下しております。

（４）の実質公債費比率の３カ年平均は、公債費による負担の度合いを判断するた
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めに用いられる指標で、公営企業の公債費への一般会計繰出金等を含めた実質的な公

債費の標準財政規模に対する比率をあらわしたもので、１８パーセント以上の団体は、

地方債の起債に当たり許可が必要となります。２５パーセント以上の団体は、一定の

地方債の起債が制限されることになります。本年度は１０．２パーセントで、前年度

より０．５ポイント低下しております。

５ページをご覧ください。

３の市債現在高の状況でございますが、平成３０年度末現在高は、１５１億９，４

７３万円となっており、前年度末現在高と比べて４億７，９８４万１，０００円、率

にして３．１パーセント減少しております。

４の基金現在高の状況でございますが、平成３０年度末現在高は、一般会計及び特

別会計を合わせて２６億４，１６４万６，０００円となっており、前年度末現在高と

比べて２億９，８４３万５，０００円、率にして１２．７パーセント増加しておりま

す。

６ページをお開き願います。

一般会計の概況でございますが、一般会計決算額は、歳入が１６４億９，７５４万

４，２４４円、歳出が１６１億３，０７６万２，１１７円で、歳入歳出差引額は３億

６，６７８万２，１２７円となり、このうち翌年度へ繰り越すべき財源２，８０９万

５，２３０円を差し引いた実質収支では、３億３，８６８万６，８９７円となってお

ります。

当年度の決算額を前年度と比べると、歳入は８億４５９万４，６１７円、率にして

４．７パーセント、歳出は８億６，７４９万１，６３３円で、率にして５．１パー

セント、それぞれ減少しております。

実質収支３億３，８６８万６，８９７円につきましては、地方自治法第２３３条の

２の規定により、財政調整基金へ１億７，０００万円を繰り入れ、残る１億６，８６

８万６，８９７円が翌年度に繰り越されます。

１１ページをお開き願います。

歳入のうち、市税の状況でございますが、市税の収入済額は３３億３，０７７万２

３９円で、歳入総額に占める割合は、１０ページの表の一番上の方に記載しておりま

すが、２０．２パーセントとなっております。これは、前年度と比べて１，４４０万
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９，７０７円、率にして０．４パーセントの増収となり、収入率は９５．４パーセン

トで、前年度より０．２ポイント上昇しております。

市税につきましては、自主財源の根幹をなすもので、その確保が行財政運営にとっ

て極めて重要であり、その収入率も年々上昇しておりますが、市民の納税の公平性を

確保するためにも、引き続き収入未済額の解消に努めるよう望むものであります。

１３ページをお開き願います。

上の表は、当年度の市税の減免状況でございます。減免の件数は４０８件で、金額

は７９２万３，３００円となっております。いずれも市税条例に基づいて処理されて

おり、適正なものと認められました。

また、市税の不納欠損処分額は下の表のとおりでございます。事由別では、執行停

止が５１人で１３５万８，４０１円、即時消滅が６０人で４３８万３，９６２円、時

効が３５１人で９１４万７，６３７円となり、合計が４６２人で１，４８９万円と

なっております。いずれも地方税法に基づいて処理されており、適正なものと認めら

れました。

２８ページをお開き願います。

税外収入未済額の状況でございますが、市税以外の収入未済額は９，１７９万４，

８３５円となっており、前年度と比べて３８７万４，８７０円減少しております。

これら収入未済額の収納整理に当たっては、未納者の実態の的確な把握に努め、滞

納とならないよう随時適切な納付指導を行うとともに、所管課と債権管理室の連携を

密にしながら、収入未済額の減少につながるよう、なお一層の努力を望むものであり

ます。

４４ページをお開き願います。

一般会計から他会計等への繰出金等の状況でございますが、主な支出先は、繰出金

では国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険などで、金額は表に記載のとおりでご

ざいます。

また、負担金補助金では、男鹿地区消防一部事務組合へ７億２，５７２万３，００

０円、男鹿みなと市民病院へ５億１，０６５万９，０００円、下水道事業へ４億８，

３０８万９，０００円となっており、その他、八郎湖周辺清掃事務組合、男鹿地区衛

生処理一部事務組合などで、金額は表に記載のとおりでございます。
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４５ページをご覧ください。

負担金補助及び交付金の状況でございますが、支出総額は４４億２，３９９万３，

５７４円となり、前年度と比べて２億９，０９４万５，８２２円、率にして６．２

パーセント減少しております。下段の方になりますけども、補助金は、特定の事業等

を行うものに対して、公益上の必要性がある場合に交付するものであり、交付決定に

当たっては、事業内容が補助目的に適合するか、補助金の額が妥当かなど十分に点検

を行うとともに、事業実績について効果の検証を行い、効果が低いものや期待できな

いものについては減額・廃止等を検討する必要があります。

次のページになりますけども、平成３０年度から、第４次行政改革大綱に基づいて

実施期間や補助金の額等について見直しが行われ、その結果が平成３１年度当初予算

に反映されており、今後も継続して適正な見直しを行うよう要望するものであります。

４７ページをご覧ください。

指定管理の状況でございますが、１０件で、支出済額は５億９，３８３万６，５７

４円となっております。指定管理者制度による公の施設の管理に当たっては、本来の

目的である民間事業者のノウハウを活用することによって、住民サービスの向上や管

理運営経費の節減が図られるよう、市が定期的に業務実施状況や管理経費の収支状況

の確認、改善事項の指導を行うとともに、指定管理の目的が確実に果たされているか、

十分に検証することを望むものであります。

次に、特別会計の概要についてご説明いたします。

４９ページをお開き願います。

はじめに、国民健康保険特別会計の決算の概要でございますが、歳入決算額は４２

億９，５２９万６，７２３円、歳出決算額は４０億６，１８５万７，５４４円で、歳

入歳出差引額は２億３，３４３万９，１７９円の黒字となっております。当年度の実

質収支２億３，３４３万９，１７９円につきましては、地方自治法第２３３条の２の

規定により、財政調整基金へ１億１，７００万円を繰り入れ、残る１億１，６４３万

９，１７９円は翌年度に繰り越されます。

５１ページをご覧ください。

国民健康保険税の収入状況を記載しておりますが、保険税は国民健康保険事業運営

の根幹をなすものであり、被保険者間の税負担の公平を確保する観点からも、滞納額
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の縮減に引き続き努力されることを望むものであります。

次に、５２ページをお開き願います。

国民健康保険税の減免状況につきましては、上の表のとおりでございますが、いず

れも国民健康保険税条例に基づいて処理されており、減免は適正なものと認められま

した。

また、不納欠損処分につきましては、下の表のとおりでございます。いずれも地方

税法に基づいて処理されており、適正なものと認められました。

５５ページをお開き願います。

診療所特別会計の決算の概要でございますが、歳入決算額が２，１３２万４，９３

８円、歳出決算額が１，８７３万５，９４０円で、歳入歳出差引額は２５８万８，９

９８円の黒字となっております。当年度の実質収支２５８万８，９９８円は、全額が

翌年度に繰り越されます。

５８ページをお開き願います。

介護保険特別会計保険事業勘定の決算の概要でございます。歳入決算額は５１億１，

６４５万２，９８０円、歳出決算額は４９億７，６２１万４０５円で、歳入歳出差引

額は１億４，０２４万２，５７５円の黒字となっております。当年度の実質収支１億

４，０２４万２，５７５円につきましては、地方自治法第２３３条の２の規定により、

財政調整基金へ７，１００万円を繰り入れ、残る６，９２４万２，５７５円は翌年度

に繰り越されます。

６０ページをお開き願います。

介護保険料の収入状況でございますが、収入済額のうち、特別徴収分は８億８，０

９８万４００円、普通徴収分は現年度分、滞納繰越分を合わせて６，６１０万２，０

３２円で、合計では９億４，７０８万２，４３２円となっております。

不納欠損額は２３２万５，２４０円で、介護保険法に基づいて処理されております。

６４ページをお開き願います。

介護保険特別会計介護サービス事業勘定でございますが、これは居宅介護支援事業

等の運営に係る勘定科目でございます。

決算の概要でございますが、歳入決算額は５２３万３００円で、歳出決算額も同額

となっております。
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６６ページをご覧ください。

後期高齢者医療特別会計の決算の概要でございますが、歳入決算額は３億６，３９

８万６，５４０円で、歳出決算額は３億６，０４２万５，４０７円となり、歳入歳出

差引額は３５６万１，１３３円の黒字となっております。当年度の実質収支３５６万

１，１３３円は、全額が翌年度に繰り越されます。

７１ページをお開き願います。

財産に関する調書のうち、一般会計の（４）の基金でございますが、八つの積立基

金の平成３０年度末現在高の合計は２１億５，７８６万２，０００円で、前年度末と

比べまして１億４，０４０万７，０００円増加しております。このうち、財政調整基

金は１億５，５７３万４，０００円、過疎地域自立促進基金は５，２００万６，００

０円、それぞれ増加し、地域振興基金は６，００６万１，０００円減少しております。

７３ページをお開き願います。

平成３０年度基金運用状況審査意見でございます。

地方自治法第２４１条第５項の規定による、定額の基金を運用するための基金運用

状況を審査した結果、各基金運用状況報告書の計数は正確であり、適正なものと認め

られました。

７６ページをお開き願います。

むすびでございますが、朗読させていただきます。

平成３０年度一般会計・特別会計歳入歳出決算審査の概要は、次のとおりである。

一般会計及び４特別会計を合わせた決算総額は、歳入が２６２億９，９８３万６，

０００円、歳出が２５５億５，３２２万２，０００円となり、実質収支は一般会計が

３億３，８６８万７，０００円、特別会計が３億７，９８３万２，０００円で、総額

７億１，８５１万９，０００円となった。

また、一般会計及び特別会計を合わせた平成３０年度末市債残高は１５１億９，４

７３万円、基金残高は２６億４，１６４万６，０００円となっている。

一般会計決算の歳入を見ると、総額が１６４億９，７５４万４，０００円で、前年

度より８億４５９万５，０００円、４．７パーセント減少しており、減少額の大きい

主なものは、繰入金３億４，３５８万１，０００円、県支出金３億１，９６３万７，

０００円、国庫支出金３億８１０万２，０００円などであり、増加した主なものは、
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諸収入１，７１３万７，０００円、市税１，４４１万円、財産収入１，３３２万１，

０００円などである。

また、歳出は、総額が１６１億３，０７６万２，０００円で、前年度より８億６，

７４９万２，０００円、５．１パーセント減少しており、減少額の主なものは、商工

費５億６，６５７万２，０００円、民生費３億１９５万９，０００円、総務費１億８，

６４６万４，０００円などで、増加した主なものは、公債費２億９，１３９万２，０

００円、災害復旧費１億３，１６５万円などである。

普通会計における財政指標を見ると、財政構造の弾力性を判断するための経常収支

比率は９５．４パーセントで、前年度より２．４ポイント低下したものの、財政構造

の硬直化が懸念される状況は、依然変わっていない。

公債費による負担の度合いを判断するための実質公債費比率は１０．２パーセント

で、前年度より０．５ポイント低下しており、ここ数年、わずかながら改善される傾

向が続いている。

本市においては、今後、人口が大幅に減少すると見通されており、また、若者を中

心とした雇用の場の確保等が進まず、地域経済の低迷からも脱し切れずにいることな

どから、主要な自主財源としての市税をはじめ、歳入の伸びを見込むことは難しいと

思われる。

歳出面では、社会保障費や老朽化が進む公共施設等の修繕・更新費の増大への対応

が求められるなど、厳しい行財政運営を強いられることは必至である。

このような状況を踏まえ、最少の経費で最大の効果を挙げる行政を確立していくた

めには、経費の一層の節減に努めながら、施策・事業の選択と集中による重点化等を

さらに進めることが重要である。

こうした中で、平成３０年度から、第４次男鹿市行政改革大綱に基づいて、行政運

営の質の向上や、財政の健全化の確保などを目指す取り組みが進められている。

このうち、行政評価については、試行的に実施されているが、施策・事業等の効果

について、厳正かつ客観的に評価を行い、その結果を予算編成や制度の新設・改善等

に的確に反映させることによって、限りある財源を効率的・効果的に生かすとともに、

行政に対する市民の理解を増進するためにも有効であり、早期にその仕組みを確立し、

本格実施することを望みたい。
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本市では今、これまでの閉塞感を打ち破るように、男鹿のナマハゲのユネスコ無形

文化遺産登録や、複合観光施設オガーレの稼働、あじさいで広く知られるようになっ

た雲昌寺を拠点とした新たな観光ルートの創出など、観光分野を中心として、かつて

ないほどの追い風が吹いており、農業・水産業や食品加工など、関連する地域産業の

新たな展開や、関係人口の一層の拡大等に向けた取り組みの促進が大きく期待される。

一方、ＪＲ男鹿駅周辺の活性化に向けた整備や、ごみの減量化など、喫緊の課題へ

の対応が求められている。

こうした課題の解決に当たっては、職員一人一人が、これまでの行政における固定

観念や前例踏襲から脱却し、自由な発想に基づいて対応策を打ち出すとともに、既存

の枠組みにとらわれない新たな手法等によって、自ら率先して、スピード感をもって

行動していくことを期待したい。

また、行政をより効果的に進める上で、市民・団体等に対する説明責任を十分に果

たすことはもとより、パートナーとしての関係を構築することがますます重要となっ

ており、オール男鹿体制による協働をさらに拡げていくことによって、迫り来る人口

減少社会にあっても、地域を支え、その活力を維持・向上させることができる、持続

可能な行政運営につなげていくことを望みたい。

以上でございます。

次に、平成３０年度男鹿市健全化判断比率審査意見書をご覧ください。

本意見書は、昨年度までは「財政健全化審査意見書」としておりましたが、「健全

化判断比率審査意見書」とすることがより適切であることから、名称を変更したもの

でございます。

それでは、１ページをお開き願います。

審査の対象でございますが、平成３０年度の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実

質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審

査いたしました。

審査の結果でございますが、一つ目の実質赤字比率につきましては、早期健全化基

準比率は１３．２８パーセントとなっておりますが、一般会計等の実質収支が黒字で

あるため、比率は生じておりません。

二つ目の連結実質赤字比率につきましては、男鹿市の全会計を対象とした実質赤字
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額または資金の不足額の標準財政規模に対する比率で、早期健全化基準比率は１８．

２８パーセントとなっておりますが、連結実質収支が黒字であるため、比率は生じて

おりません。

三つ目の実質公債費比率につきましては、一般会計等が負担する元利償還金などを

含めた実質的な公債費の標準財政規模に対する割合の３カ年平均値を指標化し、市の

実質的な借金返済の負担の重さをあらわす比率で、平成３０年度決算では、早期健全

化基準比率２５．０パーセントに対して、１０．２パーセントとなっておりまして、

前年度決算と比べて０．５ポイント低下しております。

四つ目の将来負担比率につきましては、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債

の標準財政規模に対する比率で、これらの負債が将来、財政を圧迫する可能性が高い

かどうかを示す指標であります。平成３０年度決算では、早期健全化基準比率３５０

パーセントに対して、９０．５パーセントとなり、前年度決算と比べて１５．２ポ

イント低下しております。

これらの算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されている

ものと認められました。

以上、平成３０年度男鹿市一般会計・特別会計の歳入歳出決算及び基金運用状況並

びに健全化判断比率に係る審査意見を述べさせていただきました。どうかよろしくお

願いいたします。

○委員長（伊藤宗就君） 以上で、補足説明及び監査委員からの総括意見が終わりまし

た。

質疑につきましては、慣例により、はじめに一般会計についての質疑を行い、一般

会計の質疑が終了してから特別会計の質疑に入りたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

これより一般会計についての質疑に入ります。

質疑ありませんか。３番畠山富勝君の発言を許します。３番

○３番（畠山富勝君） おはようございます。

私からは、地域振興基金等々合わせての基金状況についてお尋ねいたします。

地域振興基金、現在高、３０年度のあれでは１０億ちょっととなっておりますけれ

ども、繰入金のところで３億７，６００万ちょっと繰り入れて、そして１０億に基金
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がこのようになったと、こういうふうに理解しているわけですけれども、あれですか、

まあそれでいいあんだすよね。それで、確か地域振興基金については、１３億と、１

３億とこう記憶しているわけですけれども、その１３億の中で果実運用型だと。いや、

これは元金さ手つけてはだめだよというものではないわけですよね。だけれども、基

本的には果実運用型なんだと。で、その果実運用でそれぞれ利活用してる団体がおる

わけですけれども、この果実運用で活動している組織・団体がどれぐらいいて、全体

の金額がどれぐらいなのかなと。いつも言ってるんですけども、地域振興基金が何億

も取り出されているということで、今度、ハード面については、まあ確かにオガーレ

の部分もあると思いますけれども、実際に、そうすれば３億７，６００万を繰り入れ

て１０億であったとすればですよ、何ぼ使ったこと、１３億からとこうなれば、まあ

そのとき使った金だとすれば、もう地域振興基金が、俺はちょっとよく財政のことよ

くわからないのでね聞いてるんですけども、だとすれば、もうその時点でもう６億か

７億よりなかったんだけれども、繰り入れして３億７，０００万ちょっと繰り入れし

たんだから、結論としては１０億なんだと。１０億何ぼだかと、そういうふうに私は、

もし違ってあったらそれを教えていただきたいですけども、その中で、その果実運用

型というのが、その果実として使われた事業、あるいはまた団体、そして継続的にそ

の果実を運用している団体が幾らぐらいいるのかなと。そこのところをお尋ねしたい

と思います。

それから、もう一点については、各種の指定管理に対して、まあ市の方から補助的

なもの、管理料としてやってるんですけども、この中で地域振興公社では３，０００

万、２，０００万と、まあおおざっぱな話ですけども行っておりますけれども、なま

はげ館そのものはもちろん指定管理料は行ってないわけですけども、地域振興公社と

いう中でですね、なまはげ館そのものの出資金は、確か３億というのが定期を組んで

るわけですけれども、まあ合併して、市町村が、自治体が合併したけれども、株式会

社なので何もあえて、当時若美の観光何だかっていう会社とは合併しねばさねえって

もいい、よかった、しなければならないんだということではないわけですね。そして、

市の、なまはげ館の方では３億の証券、いわゆる定期を組んでるけれども、旧その会

社なるものは、どのような形でその証券というのが残ってるのか、それとも現金で取

り扱われて合併なされたのか。そして、それを合わせた金額がどれぐらいになるのか。
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地域振興公社ということでなったのでね、その辺のところをお尋ねしたいと思います。

○委員長（伊藤宗就君） 伊藤企画政策課長

○企画政策課長（伊藤徹君） 私からは、地域振興基金についてお答えいたします。

こちら、地域振興基金活用事業ということで、平成２４年度から果実運用で事業を

実施しておりまして、これまで、平成２４年度には２団体で、交付した補助金として

は９７万７，５４７円ですが、基金の繰り入れとしては５０万円でございました。平

成２６年度が２団体で、基金としては１５万５，０００円、それから、平成２８年度

が３団体で６０万円、平成２９年度が２団体で４０万円、平成３０年度が２団体で３

９万５，０００円となっております。この地域振興基金活用事業は、基本的に単年度

の補助ということにしてございまして、継続的に受けているという団体はないもので

あります。

以上でございます。

○委員長（伊藤宗就君） 藤原観光文化スポーツ部長

○観光文化スポーツ部長（藤原誠君） 私の方から、地域振興公社につきまして、出資

額につきましては、全部で６５０株、３億２，５００万円で、そのうち市が６００株、

３億円・・・すみません、出資額が３，２５０万円で、市の出資額が３，０００万円

の６００株であります。で、合併時の、若美との合併時の額の取り扱いについては、

ちょっと今、私記憶ございませんので、後ほど調べて答弁させていただきますのでよ

ろしくお願いいたします。

○委員長（伊藤宗就君） ３番

○３番（畠山富勝君） だからね、その果実運用、果実運用だけでは、もちろん果実運

用ではこの元金っていうすか、これには手をまず、果実運用活動に対して元金では、

元金に手つけるっていうことは、本来まかりならない行為だと思うんですよ。果実運

用の活動する団体に対しての取り崩しはだすよ。ですから、ここに億という金が基金

から出てるということは、主に今、ハード部分でも、さっきも言ったとおり、オガー

レでは使えた経緯がありますけれども、そのほかに使われた、どういうものに使われ

て、この本来あるべき姿からこの運用なされたのかと、ここのところを聞きたいわけ

です。もちろん、この金をこういうふうに事業に使うということは、取りも直さず

やっぱり行政も大変なんだなと。我々素人で一番わかりやすい見方というのは、この、
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こういう基金に手をつけてまでも事業しなければならないということがすごく大変な

中身なんだなと。まあ一昨日の予算特別委員会で財政云々ということでのお話もあり

ましたけれども、一概に、その財調が何というすか、ためていいと、いいあんだかと

いうことで、かつてそういう論もありました。１８億前後あったときに。そのときに、

やっぱりどんどん使えとね、これをためたって何ともならねえというような質疑も

あったように記憶しておりますけども、今は年間の決算の中においての約１割と。そ

うすれば、男鹿の場合だば財調まず十六、七億なければならない勘定なんですけれど

も、じゃあその積算根拠はどっから来てるんだかというと、今から四、五年前かな、

総務省の官僚が、そうある、これが望ましいと言ったので、その１割ということが今

日までそれを目安としてるわけなんです。ですから、その財調、それはあくまでも目

安だからどんどんどんどん使えと、その投資すれということにもならないと私は思う

わけですね。今の財政指標でもあらわしたとおり、それからまた、その何ですか、意

見書の中でも、このいろいろな仕組みが組み合わさっての財政の組み立てと、予算の

組み立てになっているわけです。先ほどみたいに実質赤字比率云々っていったって、

一般会計が黒字だから生じない。これは当た前の話なんですね。一般会計が黒字にな

るっていうことは愚の骨頂なわけです、年間の。まあ昔は、工事とか何か差金という

のもかなり差あったから剰余金も出てきたんですけども、それにしても、予算を組み

立てて黒字だというのはこれあり得ない話で、実質赤字比率なんていうのはそれは生

じないのはと思いますけれども、それにしても、財政課長が一昨日申し上げましたよ

うに、やっぱりこれは、また今日の監査委員も申し上げましたように、基本的には市

民の自主財源に伴う財政力指数だと思うんですよ。これが上がらないとね、これが上

がることによって財調というのは、いやいや基本的なこれぐらいあるべき姿なんだけ

れども、まあちょっと財調は取り崩すかとなってもいいんだけども、全くそういう要

素が見られない。見られない中ではね、この財調というのはもうちょっと私は伸ばし

ていかなければならないと。でしょう。例えば、震災で耐震補強やった。耐震補強

やったとき、じゃあ国から、みんな国は耐震補強ね検査してやれやれって言ったった

けども、どれぐらいの金来たすか。ほとんど来ねえすべ。そのとき男鹿市では、県の、

県から市町村の積立金を借りて、確かに対処したやに思います。それを借りたのだっ

て、無利子だけれども、今どれぐらい返還なされ、どれぐらい借りて、どれくらい返
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還なされていってるのかなと思いますよ。ですから、今の言ったその地域振興基金ひ

とつとっても、いろいろな波及というのが財政を、財政のそのあり方を見るときには

目安、一つの目安としてまあ論されるわけなんですけども、この財政、だから地域振

興基金ね、地域振興基金が１０億だと、１３億あったのが今戻して１０億だとね。そ

の、だからその中身ちょっと、そこまでいった中身ちょっと詳しく教えてもらえない

すか。

○委員長（伊藤宗就君） 伊藤企画政策課長

○企画政策課長（伊藤徹君） 地域振興基金についてお答えいたします。

これまで元金の方取り崩して活用されてきたもの、まあ主なところといたしまして

は、複合観光施設整備施設充当分ということになってございます。こちらの方で２億

円以上充当しております。そのほかといたしましては、昨年度の男鹿駅周辺土地利用

基本計画策定業務、それから男鹿版ＤＭＯ推進事業、それから販路拡大支援事業と

いったところに取り崩してございまして、合計で２億８，３６８万４，１４０円をこ

れまで取り崩してございます。

○委員長（伊藤宗就君） さらに質疑。３番

○３番（畠山富勝君） ですよね。１３億のうち、まあ２億は、オガーレについてのこ

れはまず議会で特別な、いやローンもありますけども、特別それについてだから将来

的にこういうこういうふうになるんだとね、自主財源も乏しいんだと、それでいい

あんだかというような論というのは、あんまりなかったです。ただ、その憶測的なも

のとかで男鹿市が二分されてきたああいう結果があるわけですけども、で、それでな

おかつ、その周辺の開発についてまだそれに手をつけてきたと。いや戻したから、あ

る程度戻したからいいあんだべということにはならないわけなんですよね。しかも、

この果実運用については、まあ二、四、一、二億、二億で２４年、２６年、２８年、

２９年、まあ３０年と、２、３団体となってるけども、私は、この今、ゼロ金利とか

マイナス金利と言われるときに、大した金額でない。ですけれども、ですけれども、

行政はやれないんだけれども、何とかひとつそういう若者の活動、若者でねえ、あの

人方のそういう活動を何とかね補助してやりたいという部分の微々たるその金の中で

の支援金だと私は思っております。同じ補助金でも中身の違う補助金であると。それ

さえもままにならないと。申請が来ねえからそれでいいあんだかと、へばそれまで
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なんですけども、こういうふうに分母、いわゆる元金に手をつけてしまえば、少ない

利息でも、少ない利息でもね、なお手つければ果実が運用されにくいと、そう思いま

すけども、どういう考えですか。それで今、１０億の考え、それをどういうふうにま

た今後これについて考え、元の１３億にしていくのかね。

あわせて、そういう補助金、私は前から補助金というのはね、これだけでなくても

行政でやる補助金というのは、いわゆるバブルの時代、その前からずっとこの背中に

ついたこぶなんだすよ、はっきり言って。もらってしまえば既得権を得たと。本来は

補助金要綱等があって、それで審査すると。そして、あげて、もらってしまえば、あ

と恒久的なものだと考え、でない、やっぱりある短いスパンの中でどういう活動して

いくんだかと。将来性を見据えたその時代背景の中でどういう活動をしていくんだか

という、そういうものでなければ、補助金というのはやっぱり、ある一定の時期見直

していかなければならないのは当然な話だと私は思います。だって、例えば合併した

ときにも、あめとむちでもねえったって、算定替え交付金だってこのとおりだ。１０

年、そして５年で、関係者的に打ち切られるんだよって、前からしゃべってる。備蓄

の固定資産税だって、最初から評価額下がっていくんだから、これ歳入入ってこない

のも当然だ。そういうふうなものがあって、男鹿市ではもうこの先見込めないんだと。

そういう中で、なおかつ依然として補助金だ、ずっともらえば取られたの削られたの

と。もうちょっとやっぱり考え、それぞれが考えていかなければならない。旧男鹿市

では、その町内交付金なんてそういう制度はなかったです。ただ、合併のときに最後

の最後まで残ったのが、この町内交付金をどうするかと。男鹿市では市政協力員とい

うものを設けて、それにやって、そのもらったその地域ではどう使おうと、それはそ

の人方に任せてきた。いわゆる、だから監査の場合だって、そんなに補助金団体に対

して、むたりむたり監査入るわけでない。補助金要綱にのっとって出したんだから、

やっぱりその自主性、主体性というものを重んじねえばならない。国の会計監査だっ

て、むたり入るわけでねえすべ。それと同じで、やっぱり自主性、主体性というもの

を、そしてそれを期待するわけですよ。だけども、何にもそのね旧態依然とした考え

方、活動であれば、それは毅然とした気持ちで私は対処していかなければならないと

思うすよ。各種団体で今まで何々団体でね、何々団体さやって、そしてあれだすよ、

ああ、今度こういうわけだからあれだで、ちょっと削ってけれってあって削れば、あ



- 27 -

あんだすか、いがったすな、どうもという人いねえすよ。なぜ減らすあんだと。だす

よ。だからちゃんと分け、そういう分けっていうものを、きちっとした理論をもって

やっぱり対処していってもらいたいと。

で、あの、それからちょっと私、通告しないもんでね、通告、申しわけないですけ

ども、通告してないのでわからねえばわからねえでいいあんだけども、話ちょっと変

わりますけど、近年のその季節の折り目の中で、道路にいろいろな動物、野生の動物

がこうちょっと死骸が見受けられると。ああいうのは、どういうふうな処分。市の方

に通告は行ってると思いますけれども、その対処方法はどうなってるか、３回目だか

ら続けて言うでも、なってるんだかなと。話に聞けば１匹処分するに３，０００円だ

と、話は聞いておりました。せば何ぼぐらいの通告があって、その３，０００円、１

匹、いや一事件に対して３，０００円なのか。何ぼぐらい行ってるのかなと。という

のは、今この補助金団体にも絡んでくるんですけども、動物保護法からいけば、これ

れっきとした交通事故だすよ、これね。それを業者でなくて、例えば交通安全協会で

も地域の管轄する地域の方々で、これを処分してもらえねえがと。そうすれば、今ま

で３，０００円なの１，０００円でも２，０００円でもやるというその地域の人方で

も、あるいはまた交通安全協会、どっかの老人クラブでも、それ財源とする場合もあ

るし、そういうふうに時代背景に沿ったその活動することによって、この補助金とい

うのはなお一層生きてくるあんでねえがなと、そういう考えのもとで今話してるんで

すけども、それについて。

○委員長（伊藤宗就君） 伊藤企画政策課長

○企画政策課長（伊藤徹君） 私からは、地域振興基金関係についてお答えさせていた

だきます。

この基金についてどのように考えているかというご質問でございました。それで、

まあこれまでも地域振興に資する事業で、どうしてもここぞというときには財源とし

て活用させていただいた経緯もございます。で、現在もまた男鹿駅周辺整備事業関連

におきましては、予算上財源として活用させていただいてる部分ではございます。た

だ、これはどんどん使っていくのかという考えではございませんで、そのほか合併特

例債など有利な起債が活用できる部分につきましては、この後の基金繰り入れから市

債の方へ財源を変えていきたいと考えているところでございまして、できるだけやは
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り大事に、この基金というのは長くもっていきたいと考えているところであります。

また、補助金との関係もございましたけれども、この地域振興基金活用事業につき

ましては、要綱にのっとりまして毎年事業を募集いたしまして、その内容をプレゼン

によってこちらの方で審査すると。毎年１件ずつ審査して、適当と認めたところに補

助金として支出しているというものでございます。今後とも、できるだけ長く、この

地域振興基金活用事業に果実運用型として活用していきたいという考えでございます

ので、どうかよろしくお願いいたします。

○委員長（伊藤宗就君） 伊藤生活環境課長

○生活環境課長（伊藤文興君） 動物の死骸の件についてお答えいたします。

生活環境課では、動物の死骸等回収について、清掃業者、一般廃棄物の収集業者を

お願いして回収をしております。まあこの件につきましては、まあ道路管理者等が行

うものではございますが、動物等の死骸を放置しておきますと生活環境等へ悪影響が

あるということで、速やかな対応をするために、私どもの方で清掃業者にお願いして

おります。件数は、平成３０年度で、道路上の小動物、タヌキ、アナグマ、ネコ、犬、

カラス等でございますが、２５回の処理をしておりまして、額としましては、単価が

まちまちでございます。２，０００円から３，０００円程度お支払いしておりまして、

総額６万３，０００円の支出となっております。

以上です。

○３番（畠山富勝君） 終わり。

○委員長（伊藤宗就君） ３番畠山富勝君の質疑を終結いたします。

○委員長（伊藤宗就君） ほかに質疑ありませんか。１６番安田健次郎君の質疑を許し

ます。

○１６番（安田健次郎君） 勝手な憶測で通告者がいると思って、いるはずだったと

思ったんで遠慮してたんですけど、私もちょっと、今、昼から通告しようかなと思っ

てたんで、ちょっとちぐはぐな質問になるかもしれませんけどもお許し願いたいと。

重要な決算、１年間のね決算審査に当たって、まさかあんまり質問ないのもちょっ

と気になるなっていう立場で質問しますけども、歳入で先ほどの説明聞きましたら、

不納欠損が結構、私は出てるように感じました。過去よりは減ってるんですけど。で、

監査委員の報告聞きますと、まあ適正に処理されてると。これに基づいてそのとおり
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だと思うんですね。それは年限の問題もあるし、特別な事情もあるんでしょうし、そ

れは法令に遵守して不納欠損なり未収金の取り扱いはしてると思うんです。でも額か

ら見るとね、やっぱり財政難だ、財政難だって言いながら、ちょっとやっぱり気にな

る課題じゃないかなと。で、過去にまあ税務課の方も、いわゆる回収指示っていうか

ね、県の意向に基づいた徴収の方の許可をしたはずなんですけども、しかしやっぱり

まだこういう状態だということで、私が聞きたいのは、この特性ね。なぜ、またこう

依然として未収が残ってるのか。で、中身まだ、私、昼から見ようと思ったんだけど

も、やっぱり一番大きいのは固定資産税ですよね。それから国保税でしょう。市民税

はその割にないんだけども。で、こういう税務課でどういう分析してね、なぜこう

なってるのかな、もっと集められないのかなとか、例えば原因として何なのかと、こ

こら辺もっと決算上ね説明していただかないと、なかなか私掌握できないので、この

点についての状況なり、今までの検証なり、きちっとこの場で説明していただきたい

なというふうに思います。

二つ目はね、農業予算の今、町の主要な施策のあれ持ってないんだけども、ちょ

こっとまあ二、三行、農業振興の特性が書いてありました。いやあ、何かハウスに補

助したり、まあ大きく言えば農業に対する団地化の執行をやったと。それぐらいの、

まあいっぱい書くのもなんでしょうけれども、スペースがあって、農林水産課では全

部書き連れられないとは思うんだけども、しかしやっぱり予算総体に見てね、振興費

の中身、これちょっとね気になったんですよ。で、確かに１０億単位の農林関係予算

なんだけども、ほとんどが土地改良区関係。それから、まあいろんな分野、細かいの

がいっぱいあったんだけどもね、農地費とかね、こういう分野が多くて、本当に市長

がよく言っている、この間の若美の運動会でも言ってましたね。農家の方々がささい

な作物でも出してくださればなという話をなされて、何回か聞いてるんだけども、し

かし、市でもこの間の、今年の予算の審議の際に、いわゆる大農家のみじゃなくて、

いわゆる中小・零細農家の振興もやるという話をしてるんですね、方向として。私聞

いてますけども。だとすればね、この決算の審査なんだけれども、どうも中身見てね、

去年のこの決算見てもね、そういう振興費が私非常に少ないと思う。しゃべってるこ

とに対してどれだけ、じゃあその中小農家を育成するためのプランなりね、いろんな

ことやったかっていうとね、まあ従事者待ちっていうかね、ベンチャー企業やる人も
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いると思うんだけども、自立者待ちではね、今なかなかそういかないんじゃないかと。

まあ、じゃあ何でもかんでも手取り足取りやれるのかっていう、これもまた異論ある

と思うんですよ。ただ、しかしやっぱり姿勢としてね、何らかの形で農協とあたりと

ね、まあ農協さんもなかなか大変でしょうけれども、いずれにしてもやっぱりオガー

レのためにやるだけじゃなくてね、今年は国際農業家族農業年になって１０年間が始

まりましたよね。国でも、ある程度の予算出てくると思うんだけども、やっぱりいち

早くそういうのをキャッチしながらね、対策室っていう大げさなことは言わなくても、

私は本当はやるべきだと思ってるんだけどね、やっぱりそういう本当に振興するん

だったらそこに対するきちっとした予算をね、やっぱり私は置くべきじゃないかなと

いうふうに思うんです。で、まあ言葉とね、こういう数字とちょっと裏腹な、この決

算書見てね非常に私、裏腹だなと思ったんです。で、監査委員の報告を見てもね、お

おむね順調だという言い方をしてますよね、冒頭で。おおむねっていう言葉がつくっ

ていうのは、適正に処理されてるって。おおむね適正と適正、確実に処理されてるっ

て、言葉が違うんだけどもね、おおむねっていうことは何かにまだ不備なところがあ

るっていう、冒頭の決算書、先ほどね見たんだけども、そういう言い方しざるを得な

いっちゅうとこから見るとね、そういう点ではやっぱりこの施策のあり方についてね、

私はもう一つつけ加えますけども漁業も含めて、これもね、まああの砂金でも掘れば

いいって、すぐ掘れるかっていう話も市長なされてるわけだけれどもね、しかし、砂

金でも掘ってもらわなければ漁業できない零細漁業もいるわけですよ。そういうのも

含めてね、港をつくる。まあ県営が主体だからね、港をつくるそのものは大きな手助

けになるんだけれども、しかしやっぱり育てる、つくり育てるっていう言葉どおりの

漁業をやるとしたらね、それに見合う対応っちゅうのは、この決算上もあらわれてこ

ないといけないと思うんですよ、私はね。どうもそれを見ると、数字的には稚魚の放

流、まあこの間はフグとかタイのまあ豊かな海づくりでやったようだけど、もう少し

やっぱり漁業振興だったらね、もう少し漁業振興のためにね、手立てっていうのは数

字上あらわれてこなきゃいけないんじゃないかなっちゅうことをちょっとお聞きした

いなと思います。

それからね、もう一つ、ちょっとど忘れしたんだけども、この間、補正予算、どっ

かで漁業振興資金の貸付っていう言葉が出たようなんだけども、これ基金の中に漁業
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振興資金貸付っていうのはないんだけども、いつつくってあったのか、ちょっとこの

際教えてもらえればありがたいなというふうに思います。

それからもう一つ、土木関係のことでね、滝川河川、まあ今年で全部終了したよう

で、３億ほど終わって、あと残り幾らか少々あるのかな。ただ、県でも昔調査したと

思うんだけども、何回か県会でね何回もしたんだけども、もっと先の方っていうか、

浜間口方面の方の改修要望も住民からは出てたはずなんですが、向こうの方の改修な

どはあとこれから、今回打ち切られれば全然手つけられないのかどうかね。その点に

ついてもお聞かせ願えればなというふうに思います。

それからね・・・ちょっとすみません、申しわけないです・・・もうちょっとね、

ちょっとね、いっぱいねメモしたんだけども、ちょっとど忘れしちゃった。昼から通

告しようかなと思ってたもんだからね。ちょっと若干あっちこっち気になる点、

ちょっと聞いていきます。

建設課長にちょっと聞くんだけども、１１０ページにね、いろんな道路橋梁費って

いうのがあるわけだけどもね、この中で、修繕費とか何かっていうのは十分わかるん

だけど、消耗品費ってどういう部類のやつでこんな金額が出てくるのかな。ちらっと、

不勉強なもんで、普通まあ修理費とか工事費とかって十分わかるども、道路橋梁の中

で消耗品って何だかなと思って、ちょっとここをお知らせ願いたいと思います。

それからね、農業総務費の中で公園管理費ってあるんだけども、これどこの公園管

理なのかね。ちっちゃな、ちっちゃな金なんだけども、たった６万円ほどで公園管

理ってば、どこのこと指してるのか、ちょっと教えていただかなければわからないな

と思います。

それからね、同時に消防設備保守点検って、農林漁業関係の中でどういうところで

消防関係でお願いしなきゃならないのがあるのか。ちらっと、ずらっと見ていったら

気になりましたんで、まあ前もって建設課へ行って、農林課へ行って聞けばよかっ

たんだけれども、この際ちょっとつけ加えて聞いておきたいなというふうに思います。

まあとりあえず、ちょっと準備が不備なっちゃったんで、以上で質問しておきます。

○委員長（伊藤宗就君） 菅原税務課長

○税務課長（菅原章君） それでは私の方からは、平成３０年度に向けての税の動きと

いいますか、その辺のところをちょっとお話したいと思います。
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特に国保の方と、あと固定資産税の方という話でしたけれども、国保のところの所

得に関する部分は市民税の方と重なりますので、ちょっとそちらの方申し上げますと、

平成２９年分ですね、３０年度課税の分につきましては、こちらは米価上昇等により

まして農業所得が大変、この年はよかったと。ただ、今年度についてはちょっと、あ、

３０年分については農業の方がちょっと非常によくない状態ではありますけれども、

そういったことがありました。で、あとそうですね、給与所得とかこういったものは

大体ほぼ同等な形で進んできております。そういうことも踏まえますと、まあ国保の

方の所得割分に関しましては、今後も大体同じような傾向が進むのかなという考えで

おります。

固定資産税につきましては、平成３０年度で評価替えがございました。その影響が

ありまして、少し額的に、そうですね、少し増となっている部分もあるんですけれど

も、こちらの方が、まあ土地の方の価格は年々下落がやはり進んでおりますので、そ

こら辺の調整も入りますと、やはり減になっていくという見込みでございます。

私からは以上でございます。

○委員長（伊藤宗就君） 佐藤税務課債権管理室長

○税務課債権管理室課長（佐藤淳君） 私の方からは、不納欠損の額がいまだにまずこ

の結構な額であるということで、その辺についてちょっとお答えさせていただきます。

不納欠損につきましては、今年度、前年度よりも額的にはかなり下がっております。

例えば固定資産税であれば、ピーク時、平成１９年ですけども、６，５００万ほどの

不納欠損がありました。それから、それをピークにだんだん下がりまして、今年度、

まず１，２００万程度まで下がったということであります。あと、国民健康保険税に

関しましては、ピーク時がですね平成２４年度、８，６００万ほどの不納欠損をして

おります。今年度は、その１割程度まで下がったということであります。原因としま

しては、まあ当然ながら法に基づいた督促あるいは電話催告、あと、まあ平成２０年

あたりからは債権関係の差し押さえ等、やれることはこうやってきております。

で、国民健康保険税に関しましては、やはりその反応のない方、納付に反応ない方

につきましては、折衝等を行うんですけども、なかなかこう何と言いますか、反応と

いうか折衝できない方もおりますので、やはりそこら辺が、現在ここら辺まで来てい

るわけでありますけども、少数おるというふうに考えております。
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あと、固定資産税に関しましては、やはり最近、まあ大口の法人関係も少なくは

なってきてるんですけども、やはり死亡者といいますか、相続人が不明というような

方も結構出ております。空家もふえてきております。そこら辺で、かなり額的には

減ってきてるんですけども、そこら辺が最近の未納の原因の一つだと考えております。

以上であります。

○委員長（伊藤宗就君） 武田農林水産課長

○農林水産課長（武田誠君） 私からは、農業関係と漁業関係についてお答えいたしま

す。

はじめに、農業総務費、決算書にありました農業総務費の公園管理費についてであ

りますけども、こちらは脇本にあります挟間田公園の管理費であります。打ケ崎町内

会が公園周辺の整備、まあ草刈りとトイレ清掃ですけども、これを実施してもらって

いる関係上、公園管理の報償費として年６万円ほど支払っているものであります。で、

まあ２３年度から実施していると聞いております。

あと、同じく総務費にありました消防設備保守点検業務の件だと思いますけども、

これについては、委員ご承知のとおり若美の農業者トレーニングセンターが農林水産

課の管理になるということから、まあ定められた点検業務を行ってもらっているとい

う部分であります。

あと、まあ農業振興費の全体的な事業等の質問でありますけども、決算であります

ので、予算を、３０年度の予算を措置した分については、予算の範囲内で事業実施し

てきたところでありますけども、確かに圃場整備、園芸メガ団地等々の金額が大きく

なっていますけども、よく言われます担い手の確保のための予算等々は措置した後、

事業実施してきたところであります。まあ小規模な農業者のことはよく質問されます

が、まあ小規模農家を全員全戸補助金等を支給してというのは現実的には考えられな

いわけで、やはり今進めている圃場整備、あるいは園芸メガ団地等、そういったとこ

ろを重点的に支援することで、地域の小規模農家も安心してその農業を継続できると。

まあ言い換えますと、しっかりとした大規模農家が地域にいることで、いずれその自

分の農地をどうしようかと不安にかられたときに、まあ大規模農家にスムーズに農地

を移動できると。そういったためにも、私どもとしては、まあ全部の地域というわけ

にはいきませんけども、平地が多い地帯では、なるべくそう大規模農家なり法人を育
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成していって、それにその周辺の小規模農家が、自分ができる限り安心して経営を継

続できるようなそういう地域づくりにつながっていっていただければというのが、今

の農業振興費の大規模農家にこう傾いていると言われればそれまでですけども、そう

いった総合的な観点で農業振興を図っているつもりであります。

また、漁業振興の漁業振興資金につきましては、３，０００万円を漁業協同組合に

貸し付けまして、それを活用して漁業者への、まあいろいろ設備投資だったりあるわ

けですけども、そういったものに活用してもらうということで、まあ年度当初に３，

０００万円を漁業協同組合の方に貸し付けた後、年度末にいったん返してもらうとい

うことで、これは一般会計からの毎年の貸付金ということになっております。件数

等々については、詳細管理しておりますので、後ほど紹介することはできます。まあ

全体的には、なかなか投資とかも難しい状況にはありますけども、漁業協同組合の組

合員であれば、漁協に行って相談した後に活用してもらうというようなことでお願い

しているところであります。

あと、同じく振興、漁業振興の全体的な考え方としましては、これまでも一般質問

等でもお答えしておりますが、やはりつくり育てると言いながらもその予算でと、よ

く質問されるわけですけども、決して一方的に我々が、この金額でこれだけの種苗放

流などということはなく、あくまでも漁業者、漁協との話し合いの中から、漁種を選

択するなり、まあ放流数を検討するなり、そういった話し合いの中で予算を措置して

実施しているところでありますので、今後も単純に我々がその事業内容等を決めると

いうことではなく、現場の声を聞きながら振興を図っていくっていうことに間違いは

ないところであります。

○委員長（伊藤宗就君） 佐藤産業建設部長

○産業建設部長（佐藤透君） 私から、滝川河川の改修の件の部分についてお答えさせ

ていただきます。

本年度の事業で終わるわけですけれども、滝川河川につきましては、防衛省の障害

防止事業ということで、古くは昭和４８年ぐらいから始まってる事業であります。も

ともとは昭和２８年に基地ができたことに伴っての運用になっております。

先ほどお話しありました浜間口からの部分ですけれども、この部分につきましては、

昭和４７年に工事着手して、浜間口から山田の部分まではある程度工事の方終わって
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おります。で、現在行っているのがそれ以降の分ということで、今回、神田のところ

までやって改修が終了するということになっております。

ご承知のように、滝川河川につきましては、県管理の二級河川となっておりますの

で、言葉ちょっと使い方あれですけれども、代行的に市が今事業を進めているという

河川であります。今後その不具合の部分については、毎年、県管理の河川ということ

で、浚渫事業も予算約２，０００万円ほどで毎年継続的にやっていただいてるところ

でありますけれども、今、安田委員のご質問にありましたような案件につきましても、

今後は県の方へ要望して改修をしていくというような手続になろうかと思いますので、

よろしくお願いします。

○委員長（伊藤宗就君） 畠山建設課長

○建設課長（畠山喜美君） 私からは、道路維持費の消耗品の内訳につきましてお答え

いたします。

これにつきましては、決算で５８８万６，６５２円となっておりますけども、この

大部分が除雪費に係る消耗品ということになります。内訳としましては、凍結防止剤、

これが一番大きいわけで、大体３３０万円ほど、あと、そのほか除雪機械のタイヤの

チェーンとか、あとスノーポール、あとカッティングエッジ等ということで、大体除

雪費でこのほとんど、５５０万円ほどの支出となっております。

以上です。

○委員長（伊藤宗就君） 再質疑ありませんか。１６番

○１６番（安田健次郎君） はじめに、税関係についてもう少し議論したいと思うんだ

けども、大分改善はされてるっていう、何回も言うようだけども、それはそうなんで

すけどね。しかし、まだこう、どうやったら確実に原因なり究明して、どうやったら

こう手立てとして分析してね確実に理解してもらえるかという取り組みなんかは、ど

の程度なされてるのかなっちゅう気がするんだけども、よく見てると、２人で行って

訪問して、何とかお願いしますっちゅう光景見るわけだけれども、もっとこの状況を

ねもう少しこう理解してもらう方法、手立てなんかは、何たぐあいにやってるのか

なっちゅう気がするんですよ。で、滞納してる方々は決して裕福な方ではないと思

うんですけどね。恐らく低所得者層だと思うんだけども、これらの置かれてる現状っ

ていうのはね、やっぱり大変だと思うんですよ。で、例えば後期高齢者の保険料、
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たった５億の予算の中で保険料がもう何億も占めてる。国保とか介護っていうのはね、

４０億、５０億の中に納める額が５億か６億。比率から見てもね、高齢者がなぜ、後

期高齢の分が完納率が高いかっていうと、それは年金から引かれるからですよね。で、

普通徴収の場合どうしてもそうなっちゃうんで、うまいこと考えたもんで、年金から

徴収すれば収納率が上がると、確実なんです。で、そこの問題がねどれだけその寄り

添った形で理解してやるかっていうのが、何か専門家のポイントから言わせるとね、

それがポイントだと言うんですね。ただ、法的にどうだから納めなきゃならない、そ

ういうんじゃなくて、寄り添って理解して納得していただければ、一定の難儀をして

る方でもね、それなりに理解を示すんじゃないかっちゅう、まあ民主あたりの専門家

の意見なようなんでね、そういう取り組み方もうちょっと強めていかないと、私は比

率はまだまだ上がると思うんですね。上げなきゃならないんですよ。でないと、やっ

ぱり不公平感が出る。よく生活保護もらってる人から見ると、私は何なのよっちゅう

電話しょっちゅう来るんだけれども、なぜああいうやり方なされるのって言うんだけ

ども、それはまあボーダーラインの方々とのね仕組みがわからないっちゅうことから

私方のところへ電話来るんだけれども、そこら辺いずれにしてもきちっと寄り添うよ

うな形をとれば、もっと改善できるんじゃないかと、この点についてご見解を伺って

おきたいと思います。

で、評価替えっていう話、ちょこっとしたんだけども、固定資産税の評価、私あん

まり記憶ないんだけども、いつ評価替え、去年なのか、おっとしなのか、評価替えし

てそうなってるのかと。

で、まああともう一つの国保の、国保、うん、国保の方のね、このやっぱり納めた

くても納めきれないっちゅう現状がね、そういう形で取り組んでいただければと。こ

れはつけ加えておきたいと思います。

で、固定資産税の方、ちょっと中身もう一回教えてもらえれば。単純に評価替えし

たから云々というのはちょっと私理解できないので、お願いしたいと思います。

それからね、農林予算、漁業予算の問題で、別に何ていうかな、私も農業エゴでも

ないし、農林水産課をね云々とかっていう、中傷とかっていう意味で質問するわけ

じゃないんだけどもね、やっぱり最後、国の成り立ちも自治体の成り立ちも、いわゆ

る１次産業、これが強くないと継続はできかねるっちゅう専門家の意見なんですね。
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いわゆる２次産業、観光産業、サービス産業、これだけ突出した世界でもあるわけだ

けども、自治体でも、そこだけいくと、何回も言うようだけども、なぜ男鹿と北秋田

市が、角館がねダウンしたかっていう問題。これは観光中心にやってきたからだって

ことが明らかなんですね。で、今必ずしもそうでないですよ。観光も盛り上がってる

から。それは景気がよくなれば観光で成り立つっていうこともあるんですけども、し

かし秋田県内の市の中で落ち込んでったのは、北秋田市、角館とここなんですよ。財

源的に弱くなったのは。だからそのことを云々でなくて、今、観光がね、もう１，０

００万人も外国から来る時代だから、もっともっと呼び込めればいい産業になると思

うんです。そこを私云々っていうわけじゃなくてね、やっぱり最後は第１次産業が強

くないと、人口減少の問題も地域の活性化も私はあり得ないっちゅう考え方なんでね、

できればそこも決して手抜かないでね、やってほしいっていう願望を込めて言って

るんであってね、必ずしも予算が足りないから、取り組みが弱いからっていう指摘し

てるだけではないっていうこと理解していただきたいです。で、数字に出てくるわけ

だからね。やっぱりできれば、もう少し、今日は市長がいるわけだからねお聞きして

いただいてると思うんだけども、もうちょっとやっぱり財源のね原因になるような取

り組みをしてもらいたい。今、中核農家育成っていうのが非常にいいことで、この中

核農家の、例えばこの人方で農業所得の、税務課で十分わかると思うんだけどもね、

一定の大潟村並みの、まあちょっと言っておくんだけども、大潟村がなぜ豊かだかっ

ていう問題、産業建設、農林水産課あたりでね、ちょっと議論していただけないかな

と思うんだけども、やっぱり大規模なって田んぼ多くなって、今年は税務課も喜ぶ、

米も概算金、昨日決まったからね、大分今年も米の値段は上がるはずですから。で、

大潟村の例を話しするわけじゃないんだけれども、今、大きな農家がね、全、例えば

零細農業の例えば１０人規模、２０人規模クラスに匹敵するぐらい大農家１人当たり

で全額納められるんですよね。まあ大きな要因が消費税です。もう１５町歩、２０町

歩になってくると、消費税だけで５０万、４０万でしょう。当然所得があるわけだか

ら、市民税だけで四、五十万いく。健康保険も最高額。で、このクラスになるとね、

２０万、１００万以上のね、固定資産税も含むから１００万円以上の税とつくものを

納めざるを得ないんですよ。今までの零細農家やめざるを得なかった二種兼業の農業

所得っていうのはね、非常に少ないですね、税額が。で、過去に若美漁協で議論、若
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美の漁協で問題あったけど、所得の上がらない、費用対効果が何も上がらない、なぜ

あの港さ何十年もお金をかけるんだっていう議論が結構なされて、やめるべきだ、継

続すべきだっていう議論したことあるんだけども、確かに費用対効果からいけばねそ

うなんだけども、しかしやっぱり大潟村の成功している例から見てもね、大農家を育

てて地域振興をまあ継続していくと。で、そこにやっぱり大潟村の人っていうのを、

大農家になったようなまあ例もあるんだけども、大きな農家になるとやっぱり雇用も

抱えますよね。今、外国人労働者が農家でも必要になってきてるっちゅう状況にある。

大潟村に結構来てるんですね。で、それはそれでいいんだけども、しかし、じゃあそ

れで成り立つかっていうと、小さな農家何もいなくてもいいがっていうとそうではな

いっていうのが今、国際農業年の問題なんです。最後は、この家族農業が廃れれば、

その国が廃れるっちゅうのがあの理念なんです、国際会議の。ですから、そういう点

ではね、一方ではやっぱりそういうオガーレの問題だけに出すわけでないんだけれど

も、もうちょっとやっぱり零細農家の手立てをね少しこう何ていうかな、訪問なりっ

ていうか、ちょっかいかけるって言えば変だども、ちょっとやっぱり関係者に対して

ね、そういうことのアクションも必要じゃないかなっていうことを私は提案したいん

です。で、やってないっていうわけでもないし、一生懸命ですよ。農林水産課の皆

さん方はね十分評価はしたいと思うんだけどもね、なおかつもっと拡大していかない

と、ずるずるずるずる過疎がもっと急激に進むと、漁業も含めて。ちょっと私方の予

想を超す速度なんですよね。で、そういう例が全国にあるんですよ。そういう点でい

けば、男鹿市の場合、まだ救う余地があるのかなと、そういう気もしますので、この

点についての今後のね取り組み方を再度質問させていただきたいなと思うんです。

公園の問題は知らなかったんで、脇本の、なして聞くかっていうことはね、宮沢に

も何ていうかな、市の管理地があって、そこ草刈ってる人がいるんだけども、このご

ろ刈ってないんだけど、まああそこかなと思ってちらっと聞いたんです。で、あそこ

公園だわけでもないんだけどもね。で、そういう農林水産課で管理するところだと、

のかなと思って聞いたんだけど、それでなけりゃあ別なんだけども、まあ質問そっち

の方さやるわけじゃないけど、宮沢の場合はどこなのか、ちょっと後でこれは聞かせ

ていただければいいなと思います。

で、土木の問題ね。まあ本当、決算書、我々常任委員会、産業建設でないので、消
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耗品費って書いててね、修繕料であるんですよ。で、それから凍結防止散布剤等とい

うのが、それはまたそれなりに凍結だけで３５０万、除雪業務は４，０００、ある

もんだから、そのほかの消耗品って何なのかって、この書き方がね、じゃあ、だった

らそうだようで私方もわかるように書いてもらえればありがたいんだけども、単なる

消耗品っていうのは私はね、普通の各課で置かれてる消耗品、また違う意味でね

ちょっと理解しかねたんで聞いたんです。でしょう。下の方に凍結防止剤のがあるし、

業務もある。修理費もある。ていうことだからね、消耗品ってば何なのかなと思って

ちょっと聞いただけです。まあそれはそれとしていいんだけども、これは書き方の問

題だけじゃなくてね、この対応の仕方もね私方さもお知らせしていただければなとい

うふうに思います。

あと、トレセンの問題はわかりました。

で、建設部長や、浜間口の件、県の二級河川管理なので、これから県へ要望って、

ずっと前から要望されてるはずなんですね。で、調査にも来たはずなんです。県会議

員も来た。あのころは加藤県会議員も来てるね。私も見たことある。あそこ結構ずれ

て、竹の林が流れてきて川をふさぐような状況なってるとこあるよね。で、あの要望

した人死んじゃったんだけどね、いずれそういうところあるんです。何回も私、現場

見てるんだけども。あっちもやらないとやっぱり閉鎖しちゃうっていう、こう崩れて

とまっちゃうっちゅうとこもあるんでね、ああいうところの取り組み方も進めておか

ないと、まだまだ洪水なったり、大きな大がかりな事業になっちゃうということで、

今のうち、ささいなうちに県あたりさ要望してね、要望事項を強めていただきたいと

いうふうに再質問しておきたいと思います。

ちょっと準備の都合で、とりあえずそれだけ質問しておきます。以上です。

○委員長（伊藤宗就君） 答弁保留のまま、審査の途中ではありますが、午後１時１０

分まで休憩いたします。

午後１２時０８分 休 憩

午後 １時１０分 再 開

○委員長（伊藤宗就君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

当局の答弁を求めます。菅原税務課長
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○税務課長（菅原章君） それでは私からは、固定資産税の評価替えのことについてお

話しいたします。

固定資産税の適正な賦課のためにですね、その時価を把握するために、３年ごとに

評価の価格を見直すという評価替えという制度がございます。こちらは、一番最近で

いいますと平成３０年度に実施しております。そして、次回となりますと令和３年度

ということになります。で、評価替え実施年の前々年、つまりは今年もそれに当たり

ますが、この年には、状況類似地区ごとに標準宅地、これは男鹿市内に１９６地区ご

ざいます。これを選定し、国の公示する地価公示価格及び秋田県が発表する地価調査

価格などを参考にして、標準宅地の不動産鑑定評価を行うものであります。これは不

動産鑑定士に委託ということになります。で、評価替え実施年の前年度、つまり来年

ですけれども、来年は標準宅地の鑑定評価結果に基づき、市街地的形成を形成する地

域については、主要な街路の路線価、つまり路線価といいますけども、これは男鹿市

内に１，０８６路線ございますが、これらの路線価を基礎に、その路線価に画地計算

法を適用して各筆の土地を評価ということにいたします。そして令和３年度に評価替

えという形になります。

で、こちらの方は、一般的に土地の価格は下落傾向にございますので、やはり次の

ときにも、やはり下落していくであろうと。男鹿市全体の固定資産税の中でいいます

と、やはり土地は下落傾向にあるので減収になっていきます。そして家屋の方は、一

般的には新築がふえれば多少ふえるんですけれども、やはりそこのところもやや減少

気味ではあります。滅失もございますので。それから、今、固定資産税の中で、純固

定資産税の中でやっぱり伸びがあるのは、太陽光発電などに代表されますけれども、

ああいった償却資産、こちらの方は若干伸びております。

以上でございます。

○委員長（伊藤宗就君） 佐藤税務課債権管理室長

○税務課債権管理室課長（佐藤淳君） 先ほど安田議員から、不納欠損絡みで、高齢者

の方々に対する寄り添った気持ちが必要ではないかということでありましたけども、

今後もですね適切に丁寧に説明をしながら対応させていただきたいと、このように考

えております。

以上です。
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○委員長（伊藤宗就君） さらに質疑ありませんか。１６番

○１６番（安田健次郎君） いや、あと終わると思ったんだけども、一つだけ税務課長

に聞きますけども、農業委員会で去年から、おっとしからか、作付してない農地が原

野扱いになるっていうことなんだけどもね、あれは、これ評価替えの話で今ちょっと

やっと思い出したんだけども、届け出で、今度うちの田んぼが農業委員会でここは

田んぼとみなさないよっていう通知が来てるわけですよね、皆あちこちへね。その場

合、自動的に原野扱いになってるのか、その取り扱いはどうなってるのか、ちょっと

この際気がついたんで聞いておきたいと思います。

○委員長（伊藤宗就君） 菅原税務課長

○税務課長（菅原章君） 農地から一般の例えば雑種地だとか原野とかそういうふうに

変わったというのは、農業委員会通じての通知が来た段階でそのようにこちらでは更

正になります。

○１６番（安田健次郎君） 終わります。

○委員長（伊藤宗就君） １６番安田健次郎君の質疑を終結いたします。

次に、通告がありました８番佐藤巳次郎君の発言を許します。８番

○８番（佐藤巳次郎君） 私からは２点にわたってお伺いいたします。

一つは、一般会計決算の各かかわりの中でのオガーレにかかわる問題についてお伺

いしたいと思います。

で、昨年オガーレが竣工してオープンして１年ちょっとなるわけですけれども、ま

あ非常にお客さんがかなり入ったと。それによって、オガーレが竣工したことによる

やっぱり県内外のお客さんがさらに市内全体を見ながら、男鹿のよさを見ていったん

じゃないかなということで、非常にいい傾向じゃないかなと思っております。そうい

うことで、このオガーレのまあ１年過ぎて決算が、何月から何月までだかちょっとわ

かりませんけれども、決算の状況について、どういうふうになっているのか。売り上

げや、それから買い物客がどのぐらいいるとか、いろいろまあオガーレにかかわるこ

の１年間の取り組みについてお聞かせ願いたいなということです。

現在オガーレには職員がどのぐらいいらっしゃるのか。ちょっとわからないんで、

そこのあたりの内訳、それから、オガーレの職員の人方って、給与についてはどうい

う給与規定になっているのか。市扱いなのか、そのあたりどういうふうな中身になっ



- 42 -

てるのか。雇用状態も含めてひとつお聞かせ願いたいなと思います。

それから、もう一点の国民健康保険のかかわりですけれども、まあ今回の決算に

よって基金と・・・

○委員長（伊藤宗就君） あっ、すいません。特別会計につきましては、この後でお願

いします。

○８番（佐藤巳次郎君） ああ、そうかそうかそうか、んだな、はいはい、わかりまし

た。

○委員長（伊藤宗就君） あれ、ごみ。通告・・・

○８番（佐藤巳次郎君） ああ、ああ、はいはい。すみません。ごみの有料化にかか

わって、聞くところによれば、まあ各地域でのごみ有料化の値上げにかかわる話し合

いっていうか報告っていうか、そういうのを各地区でやっているようですが、聞くと

ころによると、市の計画のごみの値上げが引き下がると、引き下げるという話をして

るということで、議会の協議会、常任委員会の協議会にも報告したという話聞いてい

ますけれども、もしそういうことで引き下げるということの計画でおるならば、今回

の議会で市長が初日の日に何でその分に触れないのかなと。引き下げるのであったら、

やはり初日の報告に入れて理解を得るということも必要じゃないのかなと思ってい

たんですけれども、そこら辺はどういう、引き下げの経過も含めてだすな、お話し願

いたいなと思います。

○委員長（伊藤宗就君） 藤原観光文化スポーツ部長

○観光文化スポーツ部長（藤原誠君） 私の方からは、オガーレの決算状況について等

のご質問にお答えいたします。

決算につきましては、平成３０年４月１日から３１年３月３１日までとなっており

まして、売上高につきましては全体で３億１，３６８万円で、営業利益につきまして

は９９５万円の損益となっております。

○８番（佐藤巳次郎君） 損益。

○観光文化スポーツ部長（藤原誠君） えっ。

○８番（佐藤巳次郎君） 損益。

○観光文化スポーツ部長（藤原誠君） 損益です、はい。

○８番（佐藤巳次郎君） 損益ってば、損と損。
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○観光文化スポーツ部長（藤原誠君） ええ、マイナス、マイナスでございます。

○８番（佐藤巳次郎君） せば損失だでね。

○観光文化スポーツ部長（藤原誠君） まあ利益ですので、損失、損失というか、まあ

利益の部分が出ないというマイナスの利益という形になりますので。で、税引き後の

当期の純利益につきましては、マイナスの５８４万円となっております。

で、道の駅全体の来場者につきましては４２万４，４９７人という形で、出品者数

につきましては、開業当初は８５名でしたけども、１４８名までふえております。そ

れから、レジ通過者につきましては、１９万２，０００人余りという形になっており

ます。

それとあと、社員の数でございますけども、平成３０年度末で２６名となっており

ます。それから、給与に関しましては、市とは異なりまして、社内規定によりまして

独自で運用しているところでございます。

私からは以上であります。

○委員長（伊藤宗就君） 伊藤生活環境課長

○生活環境課長（伊藤文興君） ごみの有料化についてお答え申し上げます。

ただいま委員からご指摘ありましたとおり、ごみの有料化の実施計画については、

素案をお示ししているところでございますが、去る８月２１日に開催された教育厚生

委員会協議会におきまして、内容について変更したいという説明をさせていただいて

おります。その内容につきましては、説明会を、住民説明会は７月２５日から８月５

日までの１０日間、延べ２０４人の市民が参加いただいております。で、その中では、

ごみの減量化が進展しない理由や正しい分別方法など、まあ減量化に関する質問が、

意見が多く示されておりました。で、その住民説明会の開催に当たりまして、制度内

容につきまして２種類説明をさせていただいております。手数料の納入方式、納入方

法といたしまして、素案でお示ししております手数料を、ごみ袋の価格の上に１リッ

トル当たり１円の手数料を上乗せして徴収する方式ということで、これまで素案には

お示ししておりました。また、もう一つの方法といたしまして、秋田市以外の有料化

実施市町村が採用しております、定額の手数料を証紙として、ごみ袋を証紙として用

いて徴収する証紙収入方式という方式がございますので、そちらの方式についてもあ

わせて説明を申し上げた、させていただいたところでございます。議会からも、市民
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負担が軽減されるよう周辺の市町村の制度を参考にしたらどうだ、どうかというよう

な意見も出されておりましたところでございますので、まあ周辺市町村の制度を参考

にいたしまして、市民負担がより軽減されるような形として定額の手数料を証紙の形、

ごみ袋を証紙の形とすることで徴収する方法について、こちらも検討しておりますと

いうことで両方説明をさせていただいております。そのことについて、教育厚生委員

会協議会でご報告するとともに、現状、市としましても指定ごみ袋の代金を含む上乗

せ方式よりは、市民の急激な負担増加を軽減できる、あるいは周辺町村との同水準の

負担額となる手数料の納入方式については、ごみ袋を証紙として納入していただく方

式に変更したいという方針をお示ししているところでございます。これにつきまして

は、計画の変更でございますので、計画の変更につきましては、この後開催を予定し

ております廃棄物対策協議会についてお示しして協議いただきまして、妥当であると

いう諮問をいただいた上で、この計画を成案とし、その計画に基づいた条例案を１２

月にお示しするというようなスケジュールで考えていたところでございますので、ど

うかご理解いただきますようお願いいたします。

○委員長（伊藤宗就君） さらに質疑ありませんか。８番

○８番（佐藤巳次郎君） かなりオガーレについては、売り上げも、それからお客さん

もかなり予定よりかなりオーバーの好結果が出ているわけで、非常によかったなと

思っているところですけれども、いずれ総会等やられてるかどうかわかりませんけれ

ども、今年度、その決算終わったので２年目のオガーレのあり方っていうか目標とい

いますか、そこら辺はどういうふうになってるのかお聞かせ願いたいなと思います。

それから、職員が２６名と、かなりの人数おられるわけですが、このように予定よ

りも大幅に売り上げもある中で、決算上は赤字だということですが、これはどういう

内容なのかだすな。借金返済なのか、そのあたり具体的に教えていただきたいなと。

それと、やはりこの株式会社のそういう総会終わった時点で、その内容についてだ

すな、議会に対しての報告というのはいらないものなのかだすよ。当然、市の方でも

資本金を出してるわけで、そういう意味では議会に報告あっていいのでないかという

気がするわけですけれども、そこら辺についての考え方についてお聞かせ願いたいな

と。

それとあわせて、まあ職員に対しても会社の給与規定で出してるということですが、
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話を聞きますと、例えばあそこで、レジで働いてる女の人方がおられますけども、時

間給だと、１時間何ぼだということでやられてると。パートでもないのに何で時間給

だということが言われてるわけですな。何でやはり月給制をとって、きちっとやはり

雇用をきちっとしてやるというのが会社のあるべき姿だと思いますけれども、そうい

う日給月給みたいな形で雇用するということが果たしていいのかどうか。今後のあり

方について、このままずっと続けていくのかだすよ。やはり安定した形で従業員を雇

用していくというのが、働く人方にとっても大事なことですし、給与についてもよ引

き上げていくという方向で考えないと、やはり初年度にこのような結果が出てるわけ

で、かなりの多忙な時期もあるわけなんで、そういうことでそれ相応なりの雇用条件

の改善していくということがあってしかるべきだと思いますが、そこら辺についても

お聞かせ願いたいなと思います。

それから、ごみの有料化について、私も全然知らなかったんですけども、そういう

話が議会の教育厚生委員会さ出されたということですが、そうだとすれば、やはり議

会全体さ報告する必要性が当然私はあると思うわけですな。して、やはりどういうふ

うで値下げにするのかよ、高くて低くせざるを得なかったとか、別の理由があったの

か、そのあたりがよくわからないので、低ければもちろんいいわけだし、私は値上げ、

あっ、当初の案ではうまくないと思っておりますので、そこら辺についてもう一度お

聞かせ願いたいなと思います。

○委員長（伊藤宗就君） 藤原観光文化スポーツ部長

○観光文化スポーツ部長（藤原誠君） 私から、オガーレにつきまして、ご質問につき

まして答弁させていただきます。

オガーレにつきましては、手数料収入、出品者からの手数料収入によって運営して

おりますので、出品者についてはその利益上がってるわけですけども、施設の運営と

いたしましては、やはり人件費が結構かかってるという部分がございます。指定管理

料につきましては、収益の上がらない部分について市から７９０万円ほど支出してお

りますが、やはり売り物が少ないと、手数料収入で運営しておりますので会社として

はなかなか厳しい状況になっていると。ただ、先ほど申し上げましたとおり、出品者

についても徐々にふえておりまして、出品物につきましても増加しておるところです

ので、この辺について市も一体となって出品者の確保に努めていって、売り上げの、
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オガーレの経営の方に負担が行かないような形で支援していければと考えております。

先ほど私、社員数のところでトータルで２６名と申しましたけども、このうち正社

員が、３０年度末ですけども２人、それから嘱託が１名、あとはパート職員２３名と

いう内訳となっております。

委員からご指摘ありましたとおり、会社の運営に当たりましては、やはり正規社員

を雇用しながら会社の規模を大きくしていくということが重要であると思いますけれ

ども、先ほど申し上げましたとおり、現在のところ赤字決算を打ってるところでござ

いますので、この後、来年度以降の経営安定化に向けた取り組みの中で職員の確保に

ついては考えていくべきものと考えております。

それから、議会への報告についてでございますけれども、指定管理料につきまして

は当然報告するわけでございますけれども、会社につきましては、純然たる民間株式

会社、市の方の出資が７．６パーセントにとどまっておりますので、議会への報告に

つきましては義務はないというようなふうにとらえております。ただ、決算につきま

しては公開することとしておりますので、会社の方へお問い合わせいただければ決算

については公開するというふうに伺っているところでございます。

あと、今年度、２０１９年度の目標につきましては、昨年の物産の方の目標が２億

８，０００万円ほど予定しておりましたけども、決算時点では２億４，０００万円程

度にとどまっていると。で、今年につきましては、道の駅直売所部門に３億円の売り

上げを計画しておりまして、これに向けて今現在取り組んでいるところでございます。

ここを達成いたしまして、あとレストランとかガオジェラとかに貸してる部分からの

利益も合わせまして、まあ今年度は何とか黒字決算が打てるようにということで今取

り組んでいるところでございます。ただ、施設に関しましては、会社つくってから運

営までの期間もございまして、人件費等資本減らしていってる部分ございますので、

取り返していくということで、その分では３年から５年程度黒字化までかかるんじゃ

ないかと。ただ、今のとおり男鹿市にはたくさんの人が流れてきておりますので、こ

の中で早期の黒字化に向けて取り組んでいくというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。

○委員長（伊藤宗就君） 伊藤生活環境課長

○生活環境課長（伊藤文興君） 手数料の価格設定の変更につきましては、先ほども申
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し上げましたが、１リットル１円の手数料をごみ袋の価格に上乗せする方式であれば

県内で最も高い水準になってしまうということが懸念されており、市民への負担が大

きいのではないかというような意見もありましたので、周辺の市町村の制度を参考に

して、市民負担がより軽減されるように検討したところ、定額の手数料を徴収する証

紙方式であれば負担軽減が図れるということを考えまして計画の変更ということで、

そういうことを変更する方針で現在おりますということで説明申し上げたところでご

ざいます。今後、計画を変更しました際には、廃棄物対策協議会はもちろん、議会の

皆様にも丁寧な説明を心がけてまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。

○委員長（伊藤宗就君） さらに質疑ありませんか。８番

○８番（佐藤巳次郎君） およそわかりましたけれども、このオガーレについては、非

常に今後もたくさんお客さん来るような形でやるであろうとは思いますけれども、や

はり雇用関係で、やはりそういう正職員が２人よりいないという中でパートがほとん

どだと、こういう雇用形態が果たしていいのかどうなのかだすよ。男鹿市が一番余計

出資してるわけなんで、２年目だから、何ていうすか、最初だからこういう形態にし

たと仮にそう言ってもだすよ、私は雇用の、働く人方にとってはやはり非常にパート

という雇用形態というのはよ、私は本来でないということだと思いますので、ぜひや

はりきちんとした雇用形態をつくってもらいたいと。で、その女の人の、あそこの売

り場で働いている人方の日給が、時間当たりがよ７８０円ぐらいだと言わねえすか。

言ってみれば最低賃金並みだね。そういうことでいいのかと。やはりそれは忙しいと

きもあれば暇なときもあろうかとは思いますけれども、やはり一定水準にして雇用を

きちっと安定させて、そういう人方からもいろいろ頑張ってもらうということなんで、

手当もないという中ではよ、やはりきちっとした雇用をつくって、形態をつくってい

くということが私はぜひ必要だと思いますので、そこら辺について再度お伺いして終

わりたいと思います。

○委員長（伊藤宗就君） 藤原観光文化スポーツ部長

○観光文化スポーツ部長（藤原誠君） 職員の雇用形態につきましては、先ほど申し上

げましたとおり、人件費の負担が多くてなかなか利益を出すことが困難だと。まあ売

り物がいっぱい出てくれば、お客さんもいっぱい来てることですので、その点忙しく

なった場合の対応もありますけども、会社のその職員採用につきましては、他の株主
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等もございますので、株主取締役会、それから株主総会等で諮っていかなければいけ

ないものと考えております。

賃金につきましては、今７８０円程度と言ってますけども、最初オガーレオープン

に当たりまして、やはり近隣のパート職員よりは高い賃金をしないとなかなか集まら

ないだろうということで、最近最賃上がりまして近づきましたけれども、同額になっ

たのかな、前は周りよりは高い賃金で募集かけまして採用していたところでございま

す。で、まあ毎年こう最低賃金も大幅に上がるということであれば、その中身につい

て内規の方を改定していくと。まあ福利厚生につきましては、今の駅長さんが前、宗

像の方で駅長しておりましたので、その辺を参考にしまして、あと職員についても適

正な処遇をしているというふうに伺っております。

私からは以上でございます。

○８番（佐藤巳次郎君） 終わります。

○委員長（伊藤宗就君） ８番佐藤巳次郎君の質疑を終結いたします。

ほかに質疑ありませんか。１８番吉田清孝君の発言を許します。

○１８番（吉田清孝君） 何点かお尋ねいたします。

税金のいわゆる黒沢元職員の関係で、弁償金五千何百万、５，０００万円ちょっと

ですね、弁償金という形で３０万円が入ってるという内容でありますけども、本人が

出てきた中で、この弁償金については、この後というか、これどういうふうに進んで

いくのかなと。５，０００万円を本人が認めて、まあ認めてないっていうことはわか

りますけども、この決算上ですね、まあいつごろでどういうふうに処理されていくの

かなといった部分でお聞かせ願いたいというふうに思います。

それから、南中学校の、南中の防水工事が４，０４０万円ですけれども、あの予算

と決算が同じで起債なってるわけですけども、工事の、多分入札だと思いますけども、

入札状況なのか、その後のその内容によって、まあどういうその、雨漏りの中でこう

いう工事が施工されたと思うんですけども、どういうふうに改良されておるかですね、

そこのあたりもお聞かせ願いたいというふうに思います。

それから、税外収入未済額の状況ということで、２８ページの中に監査委員の報告

にありますけれども、市有土地貸付収入の部分で１，１００万円、大きいところ

ちょっとわかりませんので、全く私中身わからなくて恐縮ですけども、生活保護費返



- 49 -

還金、返納金含むという２，５００万円が２００万円近く減って２，３００万円に

なったというふうなこの中身について、お聞かせ願えればと思っております。

それから、指定管理の中で、インフォメーションセンターわかみがこれ３２９万円

ということで、まあオガーレもできたり、観光協会、船越の入り口に案内所もあった

り、まあどういうふうにですね、この３２９万円、インフォメーションセンターわか

みが指定管理を受けて、この趣旨に沿って事業展開しておられるのか。そして、これ

は何年契約でしたか、何年間の契約があったと思いますけども、そこまでに、まあい

つまでこれなっていくのかなといった見通しというかね、まあそこのあたりもお聞か

せ願えればなと思っております。

この部分で、監査委員のむすびというのは、非常にこう中身の濃いむすび内容に

なっておりまして、本当にこれ一字一句、市の現状、今後の課題、職員の意識、そう

いう部分で大変な内容で示しておられます。敬意を表したいと思っております。まあ

そういう中でちょっと質問しようかなと思ったら、この後の特別会計の部分でちょっ

と質問させていただきます。

それから、農業振興に関して、一億一千何百万ですか、メガ団地関係でネギとか何

とかというその、ちょっと今、どこでしたっけ、ネットワーク型園芸拠点整備事業と

いう中で、複合作物の生産力向上を図るため、土地利用型作物と戦略的に生産するネ

ギの大規模団地整備を実施、支援し、生産振興と雇用の確保が図られたという、この

補助金ですね、１億３，２００万円について、具体的にどういうふうな生産されて雇

用が確保されたか、ご説明願いたいと思います。

以上です。

○委員長（伊藤宗就君） 鈴木総務課長

○総務課長（鈴木健君） 私からは、公金着服事件にかかります弁償金の、この後どの

ように進めるかという件についてお答えいたします。

当該元職員でございますけれども、本年７月３日に仮釈放となりまして、その後、

８月１日に本人と市当局の方で面談をいたしております。その際に、着服を認めてお

りませんでした３，９３５万８，８００円がございましたが、このうち領収書のある

もので元金分で５２万７，９８０円、それと、これにかかります延滞利息１３万２，

７１２円、それと公判で認めている分、元金分で１４０万円、これに延滞利息が１６
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万７，５０７円で、合わせまして２２２万８，１９９円、こちらにつきましては、本

年の８月２３日付で書面により本人が着服を認めております。これによりまして、市

が請求しております額５，２４７万５，４２６円のうち、本人が認めている額が１，

３１１万６，６２６円、これに今回新たに認める分で２００万円ほどを合わせまして、

１，５３４万４，８２５円が本人が着服を認めた額ということになります。このうち、

８月現在で８４万３，８００円が現在のところ納付済みとなっております。で、残り

の分１，４５０万円ほどですけれども、こちらについては本人が認めた分の残りで、

まだ支払われてない額ということになります。

これで、今後ですけれども、まずは債務を、債権を認めている分につきましては、

本格的な弁済を今後促していくこととしております。しかしながら、まずは本人の生

活を安定させ、少しずつでも弁償金を納付していただくように、まあ伝えております。

それから、債務を認めていない分についてでありますけれども、今後、債権を取得

する場合は訴訟手続による必要がございますけれども、本人に資産がないということ

と支払い能力が非常に低いということ、それから、全額回収、まあ５，２００万円を

全額回収するということが実質的に極めて困難であること、それから、訴訟の手続に

は多額の費用がかかりまして、その立証には膨大な時間と事務量が必要であるという

ことで、全面的に認められる可能性は低いということから、これまでもご答弁してお

りますけれども、市としては、多額の費用と労力をかけての訴訟提起には得るものが

少ないというふうな考えでございます。債権を取得できない、しないという場合につ

きましては、地方自治法に基づきまして時効を迎え、債権を消滅させることになるか、

時効前に議会の議決による権利の放棄により不納欠損処理することとなっております

が、この対応につきましては、今後の本人との交渉を踏まえまして議会側と協議して

いきたいというふうに考えております。

以上であります。

○委員長（伊藤宗就君） 加藤学校教育課長

○学校教育課長（加藤和彦君） 男鹿南中学校屋上防水工事についてご説明いたします。

男鹿南中学校は、平成４年度に開校しております。建築後２６年が経過しておりま

して、屋上防水槽の耐用年数が大幅に過ぎておりました。雨漏りが発生しているとい

うことからの今回、昨年度の工事であります。昨年度は体育館を行っております。今
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年度は、食堂と東部共同調理場の方の屋上の防水工事の方を行っております。昨年度

ですけれども、昨年度の工事は体育館でありまして、入札の方は一般競争入札で行っ

ております。

以上であります。

○委員長（伊藤宗就君） 小澤田福祉課長

○福祉課長（小澤田一志君） 私からは、生活保護費返還金についてご説明いたします。

生活保護費返還金というのは、生活保護法第６３条の返還金ということでございま

す。これは、実施機関が受給者の資力があることを認識しながら、扶助費を支給した

事後調整規定や不正受給の意図があったことを実施事務所が立証困難な場合に適用さ

れるものでございます。この方たちのですね要は不納欠損分で減額、公法上の債権で

時効５年を経過するもの、そして地方自治法第２３６条、金銭債権の時効消滅による

ものでとなっております。

以上でございます。

○委員長（伊藤宗就君） 三浦観光課長

○観光課長（三浦一孝君） 私の方からは、インフォメーションセンターわかみのご質

問についてお答えいたします。

インフォメーションセンターわかみにつきましては、現在、男鹿市観光協会の方に

指定管理ということで管理をお願いをしております。指定管理期間につきましては、

令和３年３月３１日までが指定管理の期間ということになっております。指定管理料

の算定につきましては、過去３年、指定管理に出す前の過去３年の決算の状況、収支

の状況を見まして、施設に係る経費から施設から得られる収入を差し引いた分のその

差額をですね指定管理料として算定をしております。

今後のあり方につきましては、令和３年まで指定管理が、令和３年３月まで指定管

理が続くわけですけれども、この期間までにですね市の公共施設の総合管理計画も踏

まえまして、今後、インフォメーションセンターわかみの案内機能をどうするのか

等々含めまして検討してまいりたいと思っております。

以上です。

○委員長（伊藤宗就君） 佐藤財政課長

○財政課長（佐藤静代君） 私からは、市有土地貸付収入の未納金について説明させて
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いただきます。

こちらの方は、市有土地の貸付収入の過年度分の滞納繰越に当たる部分でございま

して、個人と法人の分と両方ございます。内容といたしまして一番多い金額のもので

は、会社の方の資金繰りの方が厳しくなっておりまして、滞納繰越分の納入の方が遅

れているというものがあります。こちらの法人につきましては、納付の方お願いして

おりますので、現年度分については完納となっております。

私からは以上です。

○委員長（伊藤宗就君） 武田農林水産課長

○農林水産課長（武田誠君） 園芸メガ団地、まあネットワーク型、ネギの団地の形成

の部分についてですけども、平成３０年度は、五里合地区にあります二つの法人が、

それぞれネギの生産出荷に要するパイプハウスや、それからネギの場合、調整施設、

葉を切ったり、ベルトコンベアで流すなど、そういった設備が必要になりますので、

そういったものを国庫事業で整備したもの、それから、それ以外に、まあ残渣が出ま

すので、残渣のストックヤードや予冷庫、それから収穫機、こういった機材を県単事

業で整備したものでありまして、ここに支援した総額が１億３，１９８万６，０００

円ほどになるんですが、これへの支援ということになります。

それから、この二つの法人の生産販売の状況でありますけれども、３０年につきま

しては、二つの法人合わせて１３ヘクタールのネギの作付、ご承知のとおり圃場整備

の終わった、暗渠の施工まで終わった圃場で栽培しているわけですけども、平成３０

年度につきましては、すいません、１３ヘクタールの目標に対しまして、若干圃場条

件等もありましたので１１．４ヘクタールの作付を実施しております。それぞれ生産

目標、販売目標等ありましたけども、販売実績としましては３，０００万円を超える

状況でありました。ただ、目標と比較しますと５０パーセントに満たない状況であり

ますので、今後、圃場整備が完了するのに合わせてさらに栽培面積をふやして、生産

体制の強化を図りながら販売実績を上げていきたいと、現在はそういう状況でありま

す。

それから、雇用の人数についてですけども、はっきりとした何人というところまで

は、ですけども、ただネギの場合、先ほど言いましたとおり、機械化体系が確立され

てはいるものの、最後の出荷箱詰めなり、葉っぱの調整等には人手がかかることから、
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特に一つの法人では複数の人数の雇用を使っている状況であります。

○委員長（伊藤宗就君） さらに再質疑。１８番

○１８番（吉田清孝君） 総務課長にお尋ねします。今後のことこうなるといった部分

のお話がございましたけども、本人との話の中で認めない、その弁償金という形と、

いわゆる債権放棄という部分での市の議会の議決云々というところだと思うんですけ

れども、話し合いがされて、どこまで弁償金、弁償金ってね、いや今の説明聞くと裁

判も費用かかるからこうだと、本人も認めない。そうすると、いつの時点で本人の認

めてるというふうに判断して千五百何万と議会の議決において権利の放棄等ですね、

この見通しをね、どこまでもこの今の示された中で、今、弁償金とすると何となく私

は議会としては５，０００万円あるんだなと。でも中身聞くと、本人が認めてない。

裁判するにも費用と年月がかかる。こうこうといった部分での弁償金としていつまで

やっていっていくのかなという部分がね、まあ明確にされないのか、まあこの後さら

に本人に対して理解して、その差額三千何万というのも、じゃあ逆に聞くと、どうい

う形で弁償金としているのかよ。市の立場を、立場をね、領収書がなくても聞き取り

だとかいろんな部分でこうだと、こういうことで弁償金として措置しておると。そこ

の部分とね、まあそれは今後の例えば権利の放棄の議案の部分でも争点になるところ

だと思いますよ。そこのあたりがどういう見通しをもっておられるのかね。そこのあ

たりをお聞かせ願えればなと思ってます。

学校教育課長ね、４，０４０万円というのが予算と決算同じだと。一般競争入札で

こうこうといった部分で、まあ極端に言えば、内容としてね何社が云々で、その４，

０４０万円かかって、こうで体育館だけだと、まず今のさっきの説明だとね、体育館

の部分で、あとこの後また今年ですか、やってるっていった部分の４，０４０万円の

まあ耐用年数過ぎてこう雨漏りしてこうこうという中で、その契約内容というのはそ

この部分でね予算と決算が同じで、差金とか何か出なかったのかなといった部分もま

たちょっとね、一般競争入札してこうでといった部分をちょっと聞きたかったわけで

す。そして、まあ今は雨漏り解消されたということになってるのかね。そこのあたり

もひとつお聞かせ願えればなと。

観光課長ね、インフォメーションセンターのそのいわゆる指定管理料として、まあ

あなた４月から来てね、その内容ですよ、３９２万円の中で市がもってるその役目を
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ね、どのようにして果たしているのかという部分で、何を期待してどうだかといった

部分でお答えがなかったような気がするわけです。まあそれを今のままでこうだとい

う、その指定管理料として管理を、指定管理としてやってる目的の部分で、まあ合致

して一生懸命やってると、そしていろいろお客さんもこうこうだという実態がどうだ

かという部分とね、それをじゃあ３年契約だから、中身をじゃあもうちょっとこうい

うふうに変えてほしいとか、実際ですよ、まずね。そこのあたりがどうなってるのか

なという部分でお聞かせ願えればなと思っております。

生活保護費返還金、これは中身わかったんですけども、例えば、もう実情は、こっ

ちは返還してほしいといった金額がこれだけども、中身はいわゆる市で、市で返して

ほしいといった部分で、いろいろな債権の基準に従ってこうこうだった部分でね、だ

けども返還されている内容というのは、先ほどの答弁でいくと全然ないと。中には何

件か返還しているといった部分のないような気がしたんで、こっちでね、あとあなた

はこうこうで、だから返還してくださいといった部分でのいわゆる考え方と、いやい

ややっぱりこうで返す力もないし、返せないというのが実情なのかね、そこねお聞か

せ願えればなと思っております。

農林課長、ネギね、３，０００万円ぐらい収穫があったと。やっぱりこれ大した

もんだなと、まずね。そうすると、何となくまだ、能代のよ、能代の何とかネギ、

やっぱり男鹿もいわゆる五里合のそこのメガ団地の中で、やっぱりその産地化形成さ

れて男鹿の何とかネギでブランド化されるっていうような、まあそのそういうふうな

期待をもっていいのか。今年あたりは、じゃあね、どのぐらい、最終的にはどのぐら

いのねネギの収穫がね見込まれるのかなといった部分で、そのさっき１３ヘクタール

云々、最後にはこうなりますよっていうような部分をお聞かせ願えればなと思ってお

ります。

市有土地貸付収入について、財政課長、いわゆる不納欠損処分というのは、この部

分では考えられないというか、まず法人でもこう時間をかければ納めてもらうと、こ

ういう見通しで、現年度はこうもらってるけども、滞納繰越の、過去の部分について

は納めてないっていうのは、不納欠損待ちですか、それとも、そこあたりの実情はど

うですか。

以上です。
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○委員長（伊藤宗就君） 鈴木総務課長

○総務課長（鈴木健君） そうしますと、公金着服事件に係る弁償金の債権放棄につい

ての今後の見通しについてであります。

この件につきましては、まず債権放棄といいますか、本人がまず着服を認めていな

い分、まあ３，０００万、３，７００万円ほどございますけれども、こちらの時効で

ありますけれども、こちらが時効が令和３年の３月ということになります。ですので、

まずその３年の３月定例会前までには何らかの方針といいますか、どういった形をと

るかという判断を迫られることになると思います。

現状ですけれども、まず本人、今出所して間もなくの時期ではありますので、今後

面談を重ねまして、本人にまず弁済をまず働きかけていくと。それと、まず生活を一

日も早く安定させていただくということです。それで、本人も年齢的な面もあります

し、あとは認めてる分だけでも残り１，４００万円と多額なものになりますので、こ

れについては、こちらでも粘り強く本人と折衝を重ねまして、まず罪を償っていただ

きたいというふうに考えております。

以上であります。

○委員長（伊藤宗就君） 佐藤財政課長

○財政課長（佐藤静代君） 私からは、市有土地貸付収入の件でございます。

こちらの滞納している法人ですけれども、現年度分、３０年度の現年度分について

は完納していただいております。そのほかに滞納繰越分も、この金額のほとんどがこ

この法人のものなんですけれども、ありまして、それでも昨年、３０年度中には支払

いをしていただいております。こちらの方、法人ですので、経営の状況に大分左右さ

れるということで、３０年度の方は好調であったため納付の方もしっかりしていただ

いていたものと考えております。そちらの方の法人の経営状況もありますが、今後も

滞納繰越の方も納付の方促進してお願いしていきながら、法人の方と今後も納付相談

に応じながらやっていきたいと考えております。

以上です。

○委員長（伊藤宗就君） 小澤田福祉課長

○福祉課長（小澤田一志君） ６３条、これにつきましては、不正受給に至った経緯が

悪質でないと認められた場合、例えば交通事故の補償金や生命保険料が入ってきたな
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ど、まあ自分では把握できなかったという場合。もう一つ、７８条、こちらは徴収金

で不正に至った経緯が悪質であると。わかっていながら収入を申告していなかったと

いう場合になります。これらにつきましてですね、それぞれ訪問した際に納付のお願

いはするわけですけども、生活保護を受給しているので、なかなかそうもいかないと

いうことでございますが、７８条に至っては今後受給者と話しながら、１割は、最低

生活費の１割を引き去りできることになっております。いずれにしましても、納付の

方を訪問時に随時お願いしているという次第でございます。

以上です。

○委員長（伊藤宗就君） 三浦観光課長

○観光課長（三浦一孝君） インフォメーションセンターわかみのことについて、すい

ません、答弁が舌足らずで申しわけございませんでした。

インフォメーションセンターわかみにつきましては、若美地区の案内機能を果たす

という意味で一定の役割を果たしているというふうに考えております。ただ、施設の

老朽化ですとか、船越の総合観光案内所、あるいは男鹿駅の観光案内所、ほかのその

観光案内所との役割分担、機能の分担をどうするのかですとか、観光協会そのものの

マンパワーがちょっと足りないというような状況、あるいは、そういった中でＤＭＯ

の活動に取り組むということで、観光協会の機能も少しずつ変わってくるものという

ふうに考えておりますので、そういった状況を総合的に勘案しながらですね、今後の

インフォメーションセンターわかみのあり方についても検討していきたいというふう

に考えております。

○委員長（伊藤宗就君） 加藤学校教育課長

○学校教育課長（加藤和彦君） 大変説明の方不足して申しわけございませんでした。

男鹿南中の防水工事でありますが、一般競争入札であります。そして、入札の差金

も出ておりますので、そちらの方は減額補正をしているというふうな形となります。

○委員長（伊藤宗就君） 武田農林水産課長

○農林水産課長（武田誠君） ネギのメガ団地の件ですけども、整備事業そのものにつ

きましては、平成２９年度から今年度まで、令和元年度までの事業になっていまして、

先ほど３０年度の補助金の額が相当大きい額になっていましたけども、事業が前倒し

のような形で行われてきたこともありまして、３０年度が一番大きい補助金の額に
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なっておりました。３１年度は、予算でもお願いしてますが、パイプハウス残すとこ

ろ３棟の整備のみでありますので、まあ４７０万円くらいの事業費で事業終わること

になると思います。

それから、先ほど販売額、まあ３，０００万円と申し上げましたけども、これは圃

場整備の終わったメガ団地のみでの販売額でありまして、この二つの法人も圃場整備

以外の農地でもネギを栽培しておりますし、管内そのほかにもネギの栽培農家がおり

まして出荷実績があります。ＪＡなまはげによりますと、管内でのネギの平成３０年

度の販売額につきましては約５，８００万円ほどありましたので、まあ先ほど言いま

したメガの３，０００万円のおよそ２倍くらいの販売実績という、農協としては販売

実績ということになろうかと思います。

今後の展開ですけども、このメガ団地での栽培面積の拡大はもちろんでありますけ

ども、現在、ＪＡが、当初事業を始める際にＪＡ秋田みなみで事業計画を組んでいま

したけども、今、秋田市との農協合併によりましてＪＡ秋田なまはげとなって事業展

開しているわけでして、追分、それから中野地区といいますか、やはり圃場整備を実

施した地域があります。ここでも、ＪＡ秋田なまはげとしてはネギの栽培に力を入れ

ていまして、まさに県が言うところの、まあ複数の箇所をネットワークで結ぶことに

よって、同じ作物のそのブランド化を図るという考えに基づいてネギの振興を図って

いるところでありますので、そういった県との連携によりまして、そういったところ

の支援を行いながらネギの生産には力を入れていきたいと考えているところでありま

す。

○委員長（伊藤宗就君） さらに質疑ありませんか。

○１８番（吉田清孝君） 終わります。どうも。

○委員長（伊藤宗就君） １８番吉田清孝君の質疑を終結いたします。

ほかに質疑ありませんか。１０番佐藤誠君の発言を許します。

○１０番（佐藤誠君） すいません、通告書が間に合わなくて申しわけございません。

聞きたい内容は、私の所管のところでもあったので、まあ後でもいいかなと思っ

たんですけど、先ほどあった関連もあって聞きたいと思います。あっ、その前にまず

一つ、この一般会計の決算書の百何ページ、１０６ページに商工費っていうのがあ

るんですけど、そこの秋田県自然公園施設整備負担金となってるのがちょっと意味わ
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からなくて、この３２４万円っていうのがどういうものか、まずこれはちょっと参考

までにどういうことをやったのか教えていただきたいというのと、もう一つ、先ほど

佐藤巳次郎委員が聞いてましたけども、オガーレの件について、私も収支の件は

ちょっと先回の議会の方でも伺いました。で、今回まずそのマイナスがそれだけ出た

という話だったんだけども、今日も部長の答弁では、まず初年度はこういう結果だっ

たけども、まあ４年から５年かけてプラスにしていきたいと。ちょっと委員会の方で

聞いたときは、３年めどにという話も聞いてたと、プラスにしていきたいという話も

伺っておりました。それがいつそういうふうになったのか。いつその３年とか５年と

かいうふうになったのかなっていうことを伺わせていただきたいと思います。

○委員長（伊藤宗就君） 藤原観光文化スポーツ部長

○観光文化スポーツ部長（藤原誠君） 計画につきましては、株式会社おがができまし

て取締役会の中で事業計画を報告して検討されてるわけです。で、その計画につきま

して、株主の方へご説明するという話でございます。

先ほども申しましたけども、やはり手数料収入をメインにして運営する会社でござ

いますので、出品者をふやすと、売り物をふやすということが一番の利益につながる

と。私、先ほどは３年から５年、まあ指定管理期間が５年ございますので、なかなか

出品者が少ない中で運営いたしますと利益を上げることが厳しいという中で、３年か

ら５年の間で黒字化していきたいというふうな会社の方針であるというふうになって

おります。で、今年度、２０１９年度ですけども、の方針としまして、先ほど佐藤委

員にもお話いたしましたけども、売り上げ、直売所の売り上げを３億円という目標を

立てまして、全体で少しでも黒字化したいというような計画にはなっているというこ

とでございますので、ご理解願いたいと思います。

○委員長（伊藤宗就君） 三浦観光課長

○観光課長（三浦一孝君） 秋田県自然公園施設整備負担金についてお答えいたします。

昨年度、入道崎のトイレの改修と桜島園地の遊歩道の柵の修繕を行っておりまして、

県と市で費用を負担してですね改修をしておりまして、その市の負担分としてこの金

額が去年支出されております。

以上です。

○委員長（伊藤宗就君） 再質疑ありませんか。１０番佐藤誠君
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○１０番（佐藤誠君） 今、昨年度という話で、桜島の話が出て今ちょっと「あれっ」

と思ったんですけども、昨年度は桜島のその遊歩道のところっていうのは、だれのも

のだったんでしょうか。

あっ、そうか、回数限られてるな。すいません。もう少し質問します。すいません。

昨年度は多分、まだ今の何だ、みちのくジャパンさんがまだ買う前だったんじゃな

いかと思ってるので、そうすれば前のきららかさんのものだったでしょうけども、そ

れを一民間企業のために県と市が共同で出資して、そういう遊歩道を直したっていう

ことで理解していいのか、何かそういう事業があってやったのかなっていうことが思

いましたので、その辺ちょっと説明をお願いできればと思います。

あと、オガーレの件は、まあ当初議会の方にも説明してたのは、平成３０年度分で

ですね、この計画をやらせてくれということで議会の方にあったのが、初年度で、皆

さんもよくご存じだと思いますけど、売り上げが２億８，０００万円、それから、だ

よな、それからレジ通過者が１８万人、客単価が１，５００円、１日５００人のお客

さんが来れば、どういってたかっていうと、８７万円、８７万円、初年度利益が出る

からやらせてくれというような感じだったと思うんです。それがいつの間にか変わっ

て、それが議会に諮られたかどうかはわかりませんが、そういうふうにして、株式会

社おがができるころ、できてからとかっていう話をしてましたけども、そういう計画

が変わったのが、この補助をもらうこの団体でそういうことが簡単に、まあ議会を

通ってるかどうか、その辺もあわせて伺いたいと思います。それでよかったのかどう

か。その辺は問題なかったんでしょうか。

○委員長（伊藤宗就君） 三浦観光課長

○観光課長（三浦一孝君） すいません、桜島園地の遊歩道につきましては、あの桜島

園地につきましては、そのほとんどが県から当時のきららかさんの方に、わらび座

さんの方に売却をされましたけども、遊歩道に関しては県の財産ということで残って

おりまして、一部県の財産ということで残ってる部分があるということで、遊歩道の

柵については県と今回市の負担で修繕をしたということでございます。

以上です。

○委員長（伊藤宗就君） 藤原観光文化スポーツ部長

○観光文化スポーツ部長（藤原誠君） オガーレの建設に関しましては、県の市町村協
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働プログラムの補助金を活用して建設したわけですけども、議会への報告の中で、重

要評価指数、ＫＰＩ設定しておりまして、そちらはレジ通過者１８万人ということで、

先ほど報告いたしましたけども、昨年度１９万２，０００人ということでＫＰＩはク

リアしているというものでございます。売り上げに関しましては、市で試算した段階

では７８万円ほどの黒字が出るという試算でございましたけども、運営につきまして

は民間会社、株式会社を設置して、そこの中で運営していくと。市としても出資金は

最低限出資しますけども、極力、市の関与を薄めて株式会社として自主運営していた

だくという目的で始めておりますので、その点について、会社の方の計画については、

もしかすれば議会の方へご説明が不十分だったかもしれませんけども、特段その事業

として目的を外れたことをやっているという認識はございませんのでご理解願いたい

と思います。

○委員長（伊藤宗就君） さらに質疑ありませんか。１０番佐藤誠君

○１０番（佐藤誠君） 遊歩道の件は、私は、きららかさんがみんなもってると思って

たもんですから、ちょっと認識不足だったと思いますので、まあそれはそれでいいと

思いますが、オガーレの件は、プラスになるよっていってやってて今、九百何万も、

まあ１，０００万円近くマイナスになってて、それ議会にも何も報告なしで、そう何

年か、３年ぐらいかかるとかっていう形が議会にもあんまりちゃんと報告されないま

ま出発してしまったということで今理解しましたけど、どうもそういうあり方でよ

かったのか、そういう使われ方でこれが本当によかったのかっていうのは、ちょっと

疑問が残るんじゃないかなと思います。もちろん出発したからには成功させないとい

けない立場です。だから頑張ってやらないといけないんですけど、こういうことがや

はりオガーレにもちろん７９０万円も出しながら、それからこれだけ出資しながら出

発してるわけですから、そこはきっちりと、まあ民間、簡単に言ったら民間会社に支

援するわけですよ。民間会社に支援してるんです。だからそれを、あれ、何か本当に

やっぱり心してかかってもらわないといけない。どこまでもこれまた応援するわけに

もいかないだろうし、もちろんソフト面でやるといいますけども、何も議会に報告も

余りちゃんとされないままこういったのは遺憾であります。まあ出発してしまったも

のは仕方ないので、ですけども、今後その辺は気をつけてもらわないといけないん

じゃないかなと思いますが、最後コメントあったらお願いします。
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○委員長（伊藤宗就君） 藤原観光文化スポーツ部長

○観光文化スポーツ部長（藤原誠君） オガーレにつきましては、当然その会社の設立

に関して出資をしているわけでございまして、その件について成り立ちとか出資の意

味とかについては議会に十分ご説明したと、私は認識しております。で、事業計画に

つきましても、なぜ株式会社で運営をするかということも議会でたくさんご議論いた

だいて、市の方もその議論を踏まえまして民間会社での運営ということを目指しまし

た。そういう経緯もございまして、利用状況のＫＰＩを達成できないというような状

況であれば、オガーレを設立したという意義が少し薄れてくるということもございま

すけれども、まあいずれにいたしましても、オガーレは市のすべての産業の起点にな

るものでございます。で、この施設を起点といたしまして、農業、漁業、観光、すべ

ての産業に波及効果を及ぼしているというふうに考えておりますので、議員からもま

すますの支援の方よろしくお願いいたしまして、私から答弁とさせていただきます。

○委員長（伊藤宗就君） １０番佐藤誠君の質疑を終結いたします。

○１０番（佐藤誠君） ありがとうございました。

○委員長（伊藤宗就君） ほかに質疑ありませんか。１５番三浦利通君の発言を許しま

す。

○１５番（三浦利通君） 大分時間も押してきておりますので、手短にやらせていただ

きたいと思います。

まず、米谷議会選出監査委員にお尋ねいたしますけれども、ご案内のとおり、先ほ

どもあったように元税務課長の公金横領問題が発生した中で、議会としてはあのとお

り特別委員会、調査委員会をつくった中で、まず問題の究明、さらには改善策等々を

当局に提言しておりました。で、現状よ、米谷さん、米谷議員が通常の監査の中で、

そういうこう、この問題を通して教訓として、税務行政に対してどうよ、その後改善

がなされているのか、そこら辺のチェックと、ふだんこう気づいた点等ありましたら

お聞かせください。

それから、午前中の代表監査委員の講評の中でも、それから、先ほど来、オガーレ

の件について何人か質疑がなされておりますけれども、代表監査委員の監査講評、指

摘の中でも、男鹿の観光、農業、漁業が容易になかなか市が目標としてる、市が狙い

としている部分まで至っておらない。そのことによって地域の活性化、特に経済の低
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迷っていうか、容易によそと比較しても、いいような状況に至っておらないというよ

うなそういう現状、そのことがなかなか若い人たちの定着等にも、イコール人口減少

も食いとめることができないというような状況下につながっているわけですが、これ

は当局の方にお尋ねしますけれども、先ほどもあった、要するにオガーレは今の市長、

さらに前の市長から引き継いだオガーレが建設なされて、先ほどあったような状況で

推移しておりますけれども、当初からオガーレを通して男鹿の基幹産業であると言わ

れている観光なり農業とか漁業を何とか元気にしたい、活性化したい、イコール今

言ったような経済を高めたいというようなことが最も大きな主眼というか目標に、こ

れは当初もそうであったし、今も変わらない。特に菅原市長は、いろんな機会を通し

て、何とかオガーレに農家の皆さんも漁師の皆さんも、少量でも何でもいいからどん

どんどんどん出してください、そのことが皆さんの所得にもつながるし、今言ったよ

うな地域全体の活性化につながると、相当一生懸命アピール、しゃべっております。

ところが、その中でも特に、あれっ、当初のそういうこう目標、狙いであった観光振

興の部分では、どうも、まあスタートしてまだ２年目の途中ってなこともあろうかと

思いますが、当初は道の駅を兼ねた施設の中で、南海岸がかつてのように車も、特に

観光バス等も通らない、観光客があそこを通らなくなってしまう。それを何とかオ

ガーレを通した中で、オガーレに寄っていただいて、もしくは南海岸を走ってきて帰

りでも寄ってもらうと。そのことも、まあ船のことも今、今年から動き出しておりま

すけども、そういった状況がどうなのか。もう一つは、観光については言わしてもら

えば、ＣＡＳの事業、あのとおり難儀しながら導入して、要するに鮮度のいい魚を、

特に冬場等なかなか海が荒れたりしてとれない地元男鹿産の魚を、ＣＡＳを利用して

男鹿温泉等に利用してお客さんに喜んでもらいたいっていうのがありましたけど、最

近余りＣＡＳとかという、まあ市長もしゃべんねえし、担当の人方も聞こえてこな

いっていうのは、その辺がどうなってるのか。で、率直に言えば、男鹿の温泉、その

後我々も時々行っても、何ら変わっておらない。市が求めてきたそういう目標として

きた部分が全然無視されてるのか、何か事情・理由があるのかよくわからないんだけ

れども、どうも食材の部分では変わっておらない。これでは、特に男鹿温泉、あの辺

の観光振興というのは、この後どうなのかなっていうそういう不安がよぎるような状

況ですが、この辺の実態というか、まだまだ、午前中もあったように予算的な投資、
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投下が少ないからこういうものなのか。いやいや、それ以外の原因があるのかどうな

のか。ちょっとお聞かせください。

で、初日の本会議の市長のああいう観光の入り込み状況、それから宿泊等について

も、ちょっと波がある。６月はよくて、７月落ちたとか。で、春先は結構お客さんが

入ってたって。ただし、どうも宿泊観光客が相当どんどん減っている。これでは経済

的な面でやっぱりお金を使ってくれない、落としてくれないっていうようなそういっ

た面では、ちょっと問題がある。この部分を何とか改善・解消していかなければ、男

鹿の観光というのはますます厳しい状況下にあるのかなっていう気がして、そこら辺、

観光課長、県庁の方からいらした方ですが、ある意味では正しいというか正解な考え

方をちょっとお聞かせください。

それから、農業振興の面で安健さんも言っておりました。先ほどもありましたけれ

ども、今年あたり、市長も相当ＪＡに対する不平不満も言っておりましたけども、オ

ガーレについても対応がまずいってなことをがりっとおっしゃられたらしいんだけれ

ども、武田課長、ネギの話をしておりました。あんた、何か１１．４ヘクタールで３，

０００万円って、これはあれだ販売額だすべ。販売額。これからよ、流通手数料引い

て運賃引いて、実質農家さ入るの、経費で入って終わりで、何も出てこねえや。こう

いうのをこの後もよ目玉にしてやるなんて、俺から言わせればとんでもねえ話だって。

何考えてらべと言いたいようなや、厳しい意見も聞こえてくるんだよ。たまたまわか

る。あれは県が進めてよ、ネギをどうでもやっぱり転作の条件にしてやらなければい

けねえっていうことであったんだべども、所詮、特に五里合なんかああいう条件の

田んぼで、将来的にいいのかってなことを俺から言わせれば相当無理がある。いつか

の時点でやっぱりきちっとほかの作物等に変えていかなければいけない。それから、

ＪＡ全体で５，８００万円の販売、これはどっかの大潟村の丁八さんの販売額が相当

入ってるから、まずそういうふうな現状にある中で、男鹿市のよ、やっぱりこの後の

農業どういうふうにしていくのかっていうのは、やっぱり相当よ皆さんの立場で振興

策、従来のやり方でいい部分とそうでない部分があるんでねえがなってな気がします。

で、農家戸数はよ、まずピーク時、平成四、五年ぐらい恐らく、旧男鹿、旧若美は２，

０００戸全体おった。ところが、あのころ恐らく合わせれば８５億円ぐらいの販売額。

今は５５億円前後。ただし、農家数も４割ぐらい、半分近くなってるっていうこうい
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う中身的な変わり方もあるもんだから、で、本格的に田んぼなんかで規模拡大して

どんどんどんどん大きくなっていく農家もまだふえてくると。ただし、片方にはや、

安健さんも指摘してあったように、小面積で、高齢化したけれども、田んぼはつくれ

ないけれども野菜とかそういったものをつくって、オガーレとか、あるいはちょっと

量多ければＪＡに出すなりっていうこと、そういう農家をどう育成していくのかって

いうそういう部分が、どうも最近、まあ予算的な対応でよ圃場整備とかメガ団地とか

夢プランとかそういう部分で引っ張られてることわかるけれども、それにしてももう

ちょっとやっぱりいろんな工夫とかや、対ＪＡに対しても、市長ではないけれども、

あそこの組織っていうのは自らの経営を守るのが必死でや、農業振興とかほとんど考

えてねえような状況なってきてるわけ。あんたは言いづれえべども、どうなんだべか

なって。このままではやっぱり指導機関としては強くそういう部分は求めていって、

連携できる部分は連携していくっていうような考え方が必要でねえべがなっていう気

がしますけれども、これは市長レベルの話になるかもしれねえけども、いずれにして

も、こんな考え方をや、まあ決算というような場ですのでちょっとお聞かせください。

私見でも結構です。

○委員長（伊藤宗就君） 湊男鹿まるごと売込課長

○男鹿まるごと売込課長（湊智志君） それでは私の方からは、オガーレ関連につきま

してご答弁させていただきます。

まず、本市の特産品であります水産物、農産物をはじめといたしました特色ある地

場産品の販売及びこれを提供することによりまして、地元の小規模生産者や事業者等

の所得向上につなげまして、市内経済の活性化を図るとともに、あわせて、観光振興

と地域活性化の拠点となることを目的に整備したものであるということが委員おっ

しゃったとおりでございます。

そうした中におきまして、男鹿の新鮮な海の幸をはじめとして地場産品、特産品販

売のほかに、当然道の駅といたしまして、玄関口として自家用車はもちろんのこと、

ＪＲでお越しにいただいたお客様に対しても、案内機能を発揮させていただき、こう

西海岸を通って北部の観光施設、なまはげ館等々にも誘導していっていると考えてい

るところでございます。また、今年度からは、海上遊覧船や小型海上クルーズ船乗船

の案内窓口なども行っておりまして、こうした観光案内についても力を発揮している
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ところでございます。

そしてまた、もう一点ございました急速冷凍設備の活用についてでございますけれ

ども、これらを活用して商品等を開発しまして、例えばオガーレでの販売、また、販

路の拡大ということで進めてるところでありますけれども、本市における６次産業化

への推進を図ることを目指している事業者でもありますので、オガーレと市と、また

この事業者が定期的に会合等を開きまして、こういった商品がいいのではないかとか、

いろいろ県外、県内外のイベント等へ売り出していったらどうかといったことを定期

的に情報交換、共有いたしまして、冷凍設備を活用した商品開発にもこう一緒になっ

て取り組んでるところでございますので、ご理解いただきたいと思います。

私から以上です。

○委員長（伊藤宗就君） 米谷監査委員

○監査委員（米谷勝君） 私から、三浦委員が私に対して監査委員としての役割みたい

なことを質問しているんじゃないかなと思って、お答えしたいと思います。

私は議会選出の監査委員ということで、市民にかわって、市民のために市の財政事

務とか事務の執行等について、公正で合理的かつ効率的に行われているかについて

チェックを行っているところでございます。

それで、税務職員の件につきましては、まずは公僕として基本的な立場に立って税

制等の検討をされるべきであると、そういうことを要望している状況でございます。

○委員長（伊藤宗就君） 三浦観光課長

○観光課長（三浦一孝君） 私からは、男鹿の観光振興の点でお答えをさせていただき

ます。

まず、県全体で見たときに、県全体の観光を考えたときに、やはり男鹿に、観光客

の方に男鹿まで入ってきていただくと。特に男鹿に泊まっていただくというのは、非

常に重要なことであるというふうに認識をしております。男鹿に、男鹿まで来ていた

だいて、男鹿に泊まっていただくことで、またもう１カ所県内を回るというような回

り方をする方がふえると思いますので、県全体の観光振興を考えても男鹿というのは

非常に重要だというふうに認識をしております。その中で、オガーレの開業もありま

して観光の入り込み客数は増加はしておるところでございますけれども、委員からご

指摘のとおり、宿泊客数につきましては伸び悩んでいるというような現状にございま
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す。この辺につきましては、今後、ＤＭＯの活動等も、宿泊に向けたＤＭＯの取り組

みもですね市として一体となってですね取り組んでまいりたいというふうに思ってお

ります。特に、やはり宿泊につきましては、男鹿温泉郷の役割というのが非常に重要

になってくると思います。先ほど食材のお話もありましたけれども、そういったとこ

ろも含めてですね、温泉郷の方とはまたいろいろ話をしていきたいというふうに思っ

ております。ただ、先日、市長とともに台湾のトップセールスの方に台湾の方伺いま

したけれども、なまはげ太鼓には非常にその可能性はあるというふうに考えておりま

す。秋田あるいは男鹿の知名度を上げるためにですね、温泉郷でやってるなまはげ太

鼓というのは非常に有力なコンテンツだというふうに思っておりますので、そちらも

温泉郷の方と協力をしながらですね、インバウンドの誘客に向けたＰＲにも取り組ん

でまいりたいというふうに思っております。

また、観光の面からのオガーレの活用につきましても、オガーレができたことによ

りまして一つ大きな観光の拠点ができたということもありますので、観光の方でもサ

イクリングの事業をやっておりますけれども、サイクリングのエイドステーションと

しての活用ですとか、あるいは、先日も男鹿グルメマーケットということで男鹿駅と

一体となった取り組みを進めております。あと、ＤＭＯの方でもレンタサイクルとい

うことで、ｅバイクを中心としたレンタル事業を展開しております。これによってで

すね、また南海岸、西海岸へのお客様の流れもできると思いますし、シーバードも西

海岸を走っておりますので、こういったものとあわせてですね南海岸、西海岸の流れ

ができるというふうに思っております。その中でまたオガーレも観光の拠点としてで

すね活用していきたいと、活用していけるものというふうに考えておりますので、ご

理解いただければと思います。

以上です。

○委員長（伊藤宗就君） 武田農林水産課長

○農林水産課長（武田誠君） 農業振興に関するご質問にお答えします。

五里合のネギの件に関しましては、委員ご承知のとおり、今の圃場整備事業におい

ては水田をつけるための圃場整備事業ではなくて、むしろ野菜をつけるための圃場整

備を行っていますというそういう立て看板があるくらいの圃場整備事業であります。

事業に際しましては、地域が真剣な話し合いを重ねた後にネギの栽培を選択したと、
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そういうふうに理解しております。そのために、県も、さらには国のパワーアップ事

業を導入しながら整備事業を進めてきたところであります。まあ圃場整備事業は現在

も進行中でありますけども、完了間近であることから、完了後は本格的な複合経営と

いうことになろうかと思います。まあ栽培技術の面については、ご心配のとおりの現

場であることも承知しております。ただ、まあ二百数十ヘクタール、２５０近い圃場

の中には、必ずしも全部が野菜栽培に不利だというわけではないと思いますので、今

後圃場整備完了後は、法人が自らそういった圃場の条件を見きわめながら複合経営を

確立していくと、そういったことが必要になると思います。あと、あわせて、法人の

設立も間もないということから、栽培現場の責任者、あるいは総務経理の責任者等々、

いろいろその法人の体制の整備についてもまだまだ強化が必要だということは、外か

ら見ていてもわかります。特に国の補助事業を導入していることから、会計検査の対

象にもなりますので、実績が今後伴わないことには補助事業としての判断がくだされ

るようなことにもなりかねないということもありまして、農協も技術面、あわせて経

営面、法人の経営面、そういったところにまで立ち行って指導していくというような

考えもあるようですので、そういったところは我々もしっかりと見ていきたいという

ふうに考えております。

３，０００万円でどうかという話ですけども、まあ目標は遙かに高いわけでして、

今話したとおり目標達成に向けて現場からはぜひ頑張ってもらいたいと、そのことは

しっかりと話していきたいと思います。

それ以外の全体的な農業振興についてですけども、何度かお話していますとおり、

現役続行できるうちは、持っている水田を耕しながら、まあ家庭菜園等で野菜をつく

りながら続けていきたいという意向のいわゆる小規模農家が多いことは承知しており

ます。そういった人たちの現場を決してこう無視することなく、午前中にも答弁した

とおり、やはり地域で力強い農業者や農業経営体があることによってそういった人た

ちも頑張れるという、その相乗効果といいますか、それはあると思いますので、我々

が支援すべきそのものがどこの何かということをしっかりと見きわめた上で支援しな

がら、地域全体の農業が活性化するような振興策が今後必要になってくるだろうとい

うふうに考えております。

また、ＪＡの関係ですけども、先ほどネギの際にも話したとおり、現場の技術指導
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についてはほとんどがＪＡの力を借りることになります。広域化されてもなお、地域、

地区センターですか、地区営農センターを残していることから、そういったところの

職員配置を充実させてもらって、管内の農業振興にはぜひ積極的にかかわってもらい

たいということを、今も要望してるわけですけども、今後も強く要望していきたいと

考えております。

○委員長（伊藤宗就君） 再質疑。１５番

○１５番（三浦利通君） あともうちょっとでやめますけれども、武田課長、大変こう

言葉を選んでのご答弁ありがとうございました。最後の部分ですけれども、ＪＡの実

情についてあなたも一番わかるとおり、どうも営農指導のよ何年か経験してる、ほ

とんど大事な人方がどういうわけか辞めていってしまってるっていうような状況の中

で、それからあわせて、ずっと我々もこう野菜とかメロンとかつくってきました。な

ぜや、市長が言うようにオガーレに出してください、一生懸命市長をトップにして一

生懸命やってるんだけれども、現実はなかなか農家がこたえてくれない。これは、か

つてＪＡが一生懸命いろんな振興野菜、作物を進めてきたけれども、どうも苦労多く

実らないっていうか、結果がよくなかった、実績が出てこなかったっていうようなこ

とが相当強く働いてる。ですから、特に年配者の農家の人方は、何と今さら農協の言

うこと聞いてて、あと過去に失敗してるからやらねえって、こういう状況にある。

よっぽどこういう状況をよ、そうでないって改善していくっていうことは、市もは

まった中でエネルギーを注いでいかなければ、なかなか改善しないんでねえがなって

いう気がします。で、夏場メロンは昨年対比、市長が言っておりましたけれども間違

いないと思う、たった２割しかＪＡを通して出荷されてこなかった。メロンの産地

だってなことでお客さんが入ってきてもメロンがないってなことで、苦情相当出て

あったらしい。まずこれは何とかお互い来年は改善。幸い、梨は今本格的に幸水が出

荷始まっておりますけども、まずたまたま先日の台風で関東の産地が相当やられてる

と。恐らく価格はこの後どんどんどんどん上がって、かつてないような価格で、作柄

も中石の梨はいいってなことですから、こういうタイミングをよ、きちっと農家が儲

かるような体制、具体的には先ほど言ったような状況もありますから、オガーレあた

りでＢ品、Ｃ品っていうのは結構梨も出ますから、こういったものよ適正な価格で販

売するとかってなことがＪＡは不得意なので、皆さんが積極的によ働きかけてやれば、
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市民も喜ぶし、そういう中からまた、味は何も変わらないもんだから送ってやると

かっていうようなやっぱり市民も出てくる、そういう形で売り上げを伸ばす方法もあ

るんでねえがなっていう気がします。まずいずれにしても、何とか基幹産業をお互い

に元気にこの後、今まで以上に力入れてできればっていうことご提言して終わります。

答弁いりません。

○委員長（伊藤宗就君） １５番三浦利通君の質疑を終結いたします。

暫時休憩いたします。

午後 ２時５６分 休 憩

午後 ２時５７分 再 開

○委員長（伊藤宗就君） では、再開します。

１０分ほど休憩といたします。３時１０分まで休憩します。

午後 ２時５７分 休 憩

午後 ３時１０分 再 開

○委員長（伊藤宗就君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、１番中田謙三君の発言を許します。１番

○１番（中田謙三君） 私からは３点について、通告もなく、また、決算、それから今

年の事業の執行状況も見きわめた中で行ったり来たるするかもしれませんけれども、

よろしくお願いしたいと思います。

１点目が、まず除雪の話です。

昨年は、まず雪も少なくて、結果的にこういう決算で終わったわけですけれども、

まあ私、業者の方から、１０センチルールっていうものがあって、それにのっとって

まず私方除雪を担っているんだという話を聞きました。私は、まあ１０センチ、まあ

若美地区はどういう形でこのルールにのっとってるのかわかりませんけれども、そう

いうルールをもとにして除雪を担ってる。まあその業者の方に言わせると、１０セン

チで出動しないで、圧雪するなりして轍ができる。そういう状態の中では、当然市民

から苦情が出る。そういう中で業者が再出動しても、今度うまく除雪がいかない。脇

に雪だまりができるとか、そういうふうな弊害も出る。そういうことの中で、しから
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ばこの１０センチルールが本当にいいのかどうか。そのこととあわせて、仮に大潟村

さん、三種町さん、能代、それから潟上、秋田市もそういう１０センチルールで除雪

業務委託をしてるのかどうか。この点についてお尋ねしたいと思います。

あとあわせて、２点目の草刈り業務です。

先ほどの話で、今年の冬っていう表現使いますけれども、雪が少なかった。春先か

ら草が生い茂る。まあ私が言うのは、この予算でや今までどおりの草刈り作業、そう

いうものが来年度もまた、まあわかるとおり温暖化によって草もどんどん伸びる。業

務委託して、この業務委託費、このような数字ありますけれども、この５００万円足

らずですべてのところが、まあ去年の話、まあ今年はどういうか、私はかなり市内全

般において草刈り業務っていうのは苦情があるのかなと、私はそう思っていますし、

仮に今年のような暑い高温の作業を強いられる作業にあたってる人方は、やっぱりあ

の暑いときよ草刈り作業は当然労力的にも時間的にも制限されて、まあ１日で作業で

きる部分がおのずと少なくなっていくっていうか、そのことがひいてはどんどんこう

草刈りするのが後手後手に回っていってる。ですから、今までの状態の中でこういう

草刈り業務というものが、今年もですし、来年度、来年の予算においてもそういうこ

とが本当にこのままの状態でいいのか、そのことをまず思います。

あわせて、道路の維持も含めて、まあ建設課長にも今年になってからお願いした経

緯あるわけですけれども、草刈り、まあ交差点のことをお願いしたわけですけれども、

交差点のところで、まず見通しが悪く、草が生い茂ってて、非常に見通しが悪くて交

通事故につながってる、そういう箇所もあろうかと思います。実際に私の耳に入って

きてるところもこのようなところでした。ですから、重点的にやっぱり交差点なり、

見通しが効くような場所の確保っていうか、そういうことが必要なのかなと私は思い

ますし、その辺を踏まえた中でこのような草刈りなり道路維持管理、そういうものが

求められていくのではないのかなって、このように思いますので、考え方をお伝え願

えればと思います。

あとあわせて、まず道路維持の話、このとおり道路補修工事７，５００万円、市内

どこのところを見てもやっぱり舗装は傷んできてるし、亀裂が入ってきてるし、穴ぼ

こもあるし、それをまあこのとおり不用額４万何がししか残らない中で満額使って

るっていうか、そういうことだと思いますけれども、これだって同じ話で、まあこれ
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しかできないのかわかりませんけれども、やっぱり交通に支障があるし、維持管理の

徹底というものが求められるものだと思いますので、その点考え方をお伝えしていた

だければと思います。

最後は、今度まあ今回の企業局の賦課漏れの件ですけれども、今回監査委員のむす

び、決算審査の概要で、まあこう書いてる文字を切り取った話し方して申しわけな

いんですけれども、職員一人一人が自ら率先して市民・団体等に対する説明責任を十

分に果たす、そしてまた、オール男鹿体制による、そして持続可能な行政運営につな

げていくことを望みたいって、まあ切り取った話して申しわけないですけれども、私

が言うのは、私はやっぱりこの職員の方々の市政に対する向かい方っていうか向き合

い方、そのことをまず私が今ここで話したいと思ってます。

今回の企業局の賦課漏れは、未加入者に対して加入促進をお願いしたっていうか、

そのことの流れの中でこう発生してきた事案だと思います。私がこういう場で話すの

もなんですけれども、市の職員の方、それから家族の方、まあ世帯主がどういう方で

あれ、まあ公共下水道の区域に入ってる方で職員の家族の方っていうか職員の方が未

加入者の方がおられるのかなと私は思っています。あわせて、今回条例で給水条例、

まあ設備屋さん、水道業者さんも含めて、そういう業者の方にも私は公共下水道に未

加入の方がおられるのかな。私は、まあ断定はできませんけれども、そういうやっぱ

りちゃんとした市民に対して説明責任ができるようなあり方であってもらいたいとい

うか、そのことを踏まえて、皆さんの足元をよ、私方も議会も同じことだと思います。

それはまず我々こういう議論する立場の中にいる人間ですので、そういうことをよ十

分わかった中で市民に対して加入促進なりをお願いしていく、それが筋だと思います。

そういう意味で３点についてよろしくお願いします。

以上です。

○委員長（伊藤宗就君） 畠山建設課長

○建設課長（畠山喜美君） 私の方からは、そうすればお答えします。

１点目、除雪に関しましてですけども、確かにうちの方では、その１０センチを基

準にして出動するようにというところは、業者さんには毎年説明して、打ち合わせの

段階で説明しております。これにつきましては、まあ逆の意見というか、この程度で

出動するのかという逆のそういう苦情といいますか、指摘も市民の方からかなりいた
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だいている実情もありますので、やはりこの１０センチというところはやっぱり基準

として、これから、まあ今年度もやっていきたいというふうに考えております。ただ、

１０センチ、まあ基準は１０センチですけども、やはりその気候の状況によりまして

は吹きだまりとか凍結等々も考えられますので、そういう事故防止のためには、その

急な坂、急なカーブとか交差点とかそういうところを主体にしまして、凍結防止剤、

これの散布につきましては、かなり例年といいますか、年々やっぱり早め早めの対応、

これに心がけているところではあります。

それから、この除雪に関するルールといいますか、出動ルール、他市の状況ですけ

ども、今のところ資料をちょっと持ち合わせていませんので、これに関しましては

ちょっと調査してからお答えしたいと思いますので、よろしくお願いします。

それから、草刈り、あと道路維持に関しましてですけども、草刈りにつきましては、

市内の主な幹線道路といいますか、それにつきましてシルバー人材センターの方に年

間約５００万円の予算で草刈りを委託しているわけですけども、それ以外の生活道路

といいますか、そういうところにつきましては、市の方で委託している作業員、それ

を中心にしまして、市民からの要望等あったところにはなるべく迅速にそういう対応

をするようなことにはしておりますけども、やはりなかなかすべてをこう刈り切ると

いいますか、回り切るというのはなかなか現状としてはやっぱり難しいところもあり

ますので、そこはやっぱり個人、まあ何といいますかな、市民からのボランティアと

いいますか、自分の身の回りというか、そういうところはなるべくこう自分でも刈っ

て環境整備に努めてもらいたいというところはありますけども、まあ道路・路肩に関

しましてはそういう形でなかなか回り切りませんけども、あんまりそう苦情が来ない

ような対応をして、これからもしていきたいと思っております。

道路維持に関しましても、予算ほぼ使い切っていると。ということは、まあ何とい

いますか、年間いろいろ３００件から４００件くらい毎年道路維持、まあ草刈りも含

めて要望がありますけども、なかなかそれすべてにこう、迅速にすべてにこたえるこ

とはできていない状況であります。やはり緊急度、優先順位をつけまして判断して対

応しているところでありますけども、なかなか今の財政状況でいきますと、そういう

ものすべて対応できるような予算を確保することはなかなか難しいのかなというとこ

ろもありますけども、その辺は速やかに現地の方調査しまして、そういう危険性のあ
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る場所に関しては速やかに対応、これからも対応していきたいと思います。

私からは以上で答弁の方終わります。

○委員長（伊藤宗就君） 企業局からいらしてませんけど、何か市長、副市長からもし、

下水道の加入の件について・・・

○委員長（伊藤宗就君） 柏崎総務企画部長

○総務企画部長（柏崎潤一君） お答えします。

この意見書に書かれてありますことは、基本として考えておるところでございます。

当然地域活動、それから職員がこの地域で職に就いていると。そして、市民のために

職務を遂行してるということにかんがみまして、議員おっしゃるような、まあ詳しい

調査、そこのところはしていないわけですけども、ないとは言い切れませんので、そ

の辺、職員の地域に向き合う形としてこの後、まあ今までもそのような話はしてきて

おりますけども、庁内のその職員に対する考え方として周知していきたいと思ってい

ます。

以上です。

○委員長（伊藤宗就君） 再質疑ありませんか。１番中田謙三君

○１番（中田謙三君） 除雪に関して、私、建設課長がそう答えたので私もまず質問す

るわけですけれども、こういう話をよく聞きます。そちらには除雪機はっていうか除

雪作業は行ったけれども、うちさは来なかったよと。そうすれば、１０センチルール

で市内全域を回ってるのか。まあどういう委託の仕方をしてるのかわかりませんけれ

ども、この間おらほさ来てあったども、その後一切来ないというか、そういう声も私

は耳にします。せば、さっきの話で、１０センチルールで行ったところと行かなかっ

たところ、まあどれだけの降雪量があったかわかりませんけれども、片方は除雪され

てる、片方は除雪されないで轍になってる。それでいつまでたっても来てもらえない。

こういうことが私はあるのかなと思ってます。それがまず私がや、まあ建設課長がそ

ういう答え方したので、私もまず今のような話をする。ですから、そこのあたりよ、

どこにどういう業者を委託して除雪作業に当たっているのか、そこは私はわかりま

せんけれども、こういう話が聞こえてこないようなあり方が市民として求めているも

のなのかなと思いますので、その点を話しておきたいと思います。

あと、草刈りですけれども、まあ要望なり苦情なりあるということが毎年あるかと
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思います。ですから私はさっき言ったように、根本的に今のよマンパワーで、また今

さっき言ったように市民からも協力願いたいっていうか、私方地域で多面的交付金、

農地・水、そういう事業で環境整備に努めてますけれども、私方の地区においても高

齢化が伴ってきてます。出たくても出れない。結果的に作業量が減る。結果的に刈り

残す。それが今の状況です。刈りたくてもマンパワーがなくて、市民もそういう状態

に陥っている。ですから、今言うような話の中で刈り残っているなり、刈れないとこ

ろが出てきてるから、結果的には市にお願いする部分がある。ですから今のような作

業員の方にお願いする、まあ私は前から話してるとおり、機械力なり、除草剤使える

ようなところは除草剤を使って、こうやっぱり抑えていくっていうか、そういう考え

方をやっぱりやっていくべき時期なのかなって私は思います。ですから、それはやっ

ぱり十分よ、作業に携わる人なり、地域の声を見て、まあ話飛びますけれども、市道

と認定されてるところで１年に一度も草刈りできないような、そういう場所も私はあ

るのかなと思ってます。そうすると、翌年になればもっと道路を狭くしてる、そうい

う状況で通行にも支障が出てくるような、そういう状況だと思います。それはもうい

たちごっこで、まあこれ以上は話しませんけれども、そういう状況にあるかと思いま

すので、その辺は何とかお互い共通認識に立っていただければありがたいと思います。

まああと、さっき言ったように、職員の市政に向き合う向き合い方っていうか、よ

く今回の事例でも、過去に入力ミスがなければ、ちゃんとやってればこういう事案は

出てこない。しからば今、今の職員の方々が謝ってる。この後どういう形で責任が問

われるのかわかりませんけれども、そのことをよ、やっぱり職員全体がこのことを受

けとめていかないといけないことだと思います。さきの人方に話したって無理ですの

で、やっぱり皆さんがけじめをつける意味でも、今市政が取り組んでるそのことをよ、

市民を、やっぱり職員が率先してそのことをよ皆でやっていくっていうか、それが市

民に対する向かい方だと私は思います。何とか市長その辺、声を大にしてお願いでき

ればと思います。

以上です。

○委員長（伊藤宗就君） 畠山建設課長

○建設課長（畠山喜美君） 除雪に関しましてですけども、何ていいますか、本市の場

合ですと結構やっぱり地域ごとの降雪量、これが実際降り方が違うというのがありま
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す。例えば船川地区で去年あたりですとかなり降ったときでも、例えば北浦とかあち

らの方ではほとんど降らないとか、結局そういうところがありまして、なかなかこう

行ってるところと行かないところというところのやっぱりその苦情が出てくるのかな

と思いますけども、そういうことも含めまして、業者さんの方で、まあその出動の基

準といいますか、出動に関しましては、まず各業者さんに任せている部分ですので、

そういう基準に関しましては、やっぱり業者さんに改めて今年度も指導していきたい

と、そういう不満、批判が出ないようなやっぱり体制といいますか、考え方といいま

すか、そういう形でやっていきたいと考えております。

それから、先ほど後で答弁すると言いました他市町村の状況ですけども、これを見

ますと、県内の各市町村では、やっぱりその基準、出動基準というのはやっぱり１０

センチというのがやっぱり基準にして出動するしないの判断をしているという状況で

す。

あと、草刈り、道路維持含めて草刈りの件につきましては、確かにマンパワーが足

りないというところもあります。うちの方でも、市の方でもなかなか予算をその分ふ

やしてやるということも現実的にはなかなか厳しいところもありますので、例えば来

年度、まあ今年度はあれですけども、あと来年度、その草刈りに関して、除草剤とい

うのは環境の問題もありますのでどうかなというところもありますけども、例えば、

何ていうのかな、遮光シートといいますか、そういうシートをやってみるというよう

なところは、まあ大規模にはやれませんけども、まあそういう実証実験といいますか、

そういうところはやっぱりちょっと検討していきたいなと思っております。まあそれ

も含めて、あとそういう草刈り、道路維持に関しましても、市民からの苦情、要望の

ほかにも、職員としてもやっぱりそういう日々のパトロール、そういうものを強化し

ていきたいと、して対応していきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。

○委員長（伊藤宗就君） 菅原市長

○市長（菅原広二君） 企業局のことだけじゃなくて、私がいつも言ってるように、そ

の市役所の職員はすべての市役所の業務について関心をもってくれと、そういう話を

してます。だから、今あれですよね、企業局のことも自分のこととして考えていかな

きゃならないわけです。具体的な話は、例えば健康の問題についても、健康について

は一課でできることでないから、オール市役所で取り組もうと、そういう話してます。
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介護、福祉、それから健康子育て課、スポーツ、教育、全部で取り組んでいって、そ

れで地域づくりやってこうと。やっぱりそういういい文化っていうか、地域のいい習

慣をつくっていくっていうか、そういうのが大事だと思ってます。だから今回のこの

ことについては、組織のこととかね、もう一回見直しとか人事のこととか当然それは

やりますけども、あとはやっぱり一人一人の何とかこうモチベーションをうまくもっ

ていくということが大事だと思ってます。議員がおっしゃったような、その職員の未

加入、それから業者のことについては、もう一回徹底的にやりますから。

それと、除雪のことについてもね、今ちょっと困ってるような答弁であったけども、

私は、お金もない、その中でだけどもやらないと交通事故にもなる、男鹿に人が来て

くれなくなる、出歩かないので経済が活性化されない、出不精になっていくと、そう

いううまくないところもある。そこの落としどころは、やっぱり信頼して、きちんと

業者との信頼関係が大事だと思います。そしてやっぱり役所の人がきちっとパトロー

ルしてね見ることだと思います。近くの某何とか市は、やっぱり業者が、でなくて、

自主的でなくて、役所から声出すんですよ。そうすると、晩の６時ごろ除雪してく

れって言われたって、あとおせえんだすもんな。そういう非常にうまくない状況があ

るので、まず業者の質を上げていくと。それから、やっぱりきちっとこう、そのこと

をネットワークをきちっとやっていくと、役所とね、それから業者間のネットワーク

とか。それをやっぱり住民にも除雪業者をこう知らせたり、そういうことのやりとり

もできると思います。

草刈りについては、私、男鹿は観光地なので非常に大事なとこだと思ってるんです

よ。それで私が２年前のお話しましたけども、八望台に東京の人を案内したっけ、男

鹿の道路って広いって感心されたんですよ。何も広くねえんだす。草刈りぐっとこう、

のりの上までやってあったんだすもんな。たまたまそれがシルバーでやってあったん

だすな。秋田県で刈った後にね。だからそういう状況があったりして、そのことを私

も気になってるので、まあ地域にはやる人がいないって言ってますけども、県あたり

では、例えば杉下の集落にお金をやって、草刈り委託してるような話も聞いてるので、

それもっとこう効率化を図るようなやり方とか検討していくべきだと思ってます。何

とかもうちょっと時間ください。

以上です。
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○委員長（伊藤宗就君） さらに質疑ありませんか。

○１番（中田謙三君） 最後に、市では１０センチルールってあることもわかりました

し、でも、せば一般家庭、まず１０センチかまっておく人はいません。５センチ、６

センチでもみんな除雪します。それが今の社会通念だと私は思います。そういうこと

があって初めて、きれいな市街地ができるし、ここはみんな一生懸命やってるんだ

なっていうか、そのことを思いますので、市民が動いたらやっぱり除雪機械も動くっ

ていうか、そういうふうな環境でないと私は困ると思いますが、最後に要望です。

以上。

○委員長（伊藤宗就君） １番中田謙三君の質疑を終結いたします。

ほかに質疑ありませんか。１７番古仲清尚君の発言を許します。

○１７番（古仲清尚君） すいません、時間も押してる中で簡潔に質問させていただき

たいと思います。

１点目は、ただいまも質疑ございましたけれども、道路交通網の整備についてお尋

ねをいたします。

従前のこれまでの質疑のやりとりの中では、年間４００件なりある要望の中で、そ

の執行率、あるいは要望の達成度合いが約３割程度という数字で伺っているところで

あります。で、今回も決算ということで、まあさまざまな財源の中で広く道路行政の

執行に対しては、非常に厳しい財政状況の中で執行していただいてる中にあろうかと

思います。そうした中で要望達成率が３割ということは、年々その７割ほどの要望に

対しては積み重なっていってる状況にあるのかと思います。で、まあ当然その優先度、

危険ぐあい、そういったものを勘案してご対応していただいてるということは認識を

しておりますけれども、そうしますと、その市民要望の積み重なっている部分という

ものは、その市当局の中で、例えばデータベース化されて優先度によってその執行す

る箇所が決められていたりですとか、そういったものは、計画、スケジュール等々は

されておられるのか。そして今後の対応の考え方はどうなっておられるのか、そこの

部分をお伺いさせていただきたいと思います。

２点目は、観光振興事業についてお伺いをさせていただきます。

配付されております予算執行の実績報告書を見ますと、そのＤＭＯの推進事業とい

うものが比較的予算配分をされておるんですけれども、そもそもそのＤＭＯの成り立
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ちを振り返りますと、さまざまな組織・団体の垣根を越えて、市、まあ観光政策を底

上げ、あるいはトータル的に推進をしていくという成り立ちのもとでこれまで歩まれ

てきたものと認識をしております。そうした中で、この例えばインバウンド促進事業

であったり、スポーツ合宿の誘致事業であったり、まあそういったものも複合的に合

わせながら、このＤＭＯを柱としながらこの観光誘客の事業を推進していくんだとい

う事業計画であったかと記憶をしておりますが、現在のそうした事業の進め方につい

て、概要等お知らせいただければと思います。

次に、これはこのたびの一般質問でも質疑がありましたけれども、市営住宅につい

てお尋ねをいたします。

で、現状、男鹿市内に男鹿市が把握管理をしている市営住宅のトータルの戸数で

あったり、あるいはその入居率だったり、あるいはどれほどの方が入居を待っている

ものか数字的な部分と、あるいは、あとは住宅そのものの修繕あるいは補修について

は、どういった計画がなされて遂行されておられるのか。そしてまた、これ以前質問

させていただいた経緯ございますけれども、男鹿市には住宅の入居、市営住宅の入居

に関しましては、福祉枠というものが存在をしておりません。で、他市では、さまざ

まな事情によって、例えば通院であったり、加療であったり、そういったものに資す

る部分に対しての福祉枠というものが存在しているんですけれども、本市におきまし

てはそういったものは検討していないというご答弁を過去にいただいております。で、

これだけ高齢化が進んでいる中で、あるいはまた地域医療の確保という側面から見ま

しても、この市営住宅の福祉枠というものに対しては、市当局におかれましてはどの

ようなご認識をもっておられるのか、今現在のお考えをお聞かせいただきたいと存じ

ます。

次に４点目ですけども、ごみの削減についてお尋ねいたします。

現在、市長を先頭に、このごみ削減については、さまざまな施策のもとに減量化を

図って推進をされていることと認識をしております。そうした中で、ごみの分別マッ

プであったり、さまざまな媒体を通じてごみの分別を市当局が訴えているわけですけ

れども、細々その製品・商品によっては、自治体の判断によって分別をしなければな

らないものというものも多数存在しているところであります。そうしますと、これが

何の分類のごみになるのかというところが、細かいところまでは市民の皆様に周知が
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されていないというのもまた事実であります。で、そういった細々とした男鹿市の当

局に、担当課なりに電話なりで確認をしなければならない部分の分類方法の周知に関

しては、どのようにお考えなのか。

そしてもう一点は、今年の５月に、環境省が各全国の自治体に対して、産廃のプラ

スチックの処分要請というものを通知をしていることが報道されております。で、各

都道府県にこれを環境省が通知がなされているわけですけども、これは各自治体にお

いて産廃プラの焼却を要請をしている内容であります。で、本市におきましては、焼

却施設、まあ広域でありますけれども有しておりますので、環境省あるいは県から本

市に対してどのような要請が届いておられるのか、その部分についてお尋ねをいたし

ます。

以上であります。

○委員長（伊藤宗就君） 畠山建設課長

○建設課長（畠山喜美君） 私から、道路維持、それから市営住宅の関係に関しまして

お答えいたします。

まず、道路維持のことですけども、委員先ほど年間の進捗率といいますか、３割程

度というお話でしたけども、これに関しましては、大体８割以上は要望に対しては執

行しているという状況であります。ちなみに、今年度８月末までの状況ですけども、

８月末までで道路維持関係の要望件数ですけども、１４１件ありました。それに対し

まして処理した部分が１３７件で、大体９７パーセントと、まあ今年度はそういう状

況で推移しております。

それで、今年度もですけども、工事費のほかにも小規模な修繕といいますか、とか、

小規模なものにつきましては、その修繕料、あと手数料、そういうものを執行しまし

て、道路維持に関しましては対応していますので、そういう面でも年間のその要望に

対する対応率といいますか、それがまあ上がってきている要因なのかなというふうに

考えているところであります。そういう面もありまして、今のところそういうデータ

ベース化はしていませんし、そういうデータベースとしては何といいますか、残って

いるものはありませんけども、今要望あるけどもできていない部分、これに関しまし

ては、やはりその何といいますか、そのボリュームとか状況、そういうものを管理し

ながらやっていきたいというふうに考えております。



- 80 -

それから、市営住宅の入居関係につきましてですけども、今うちの方で管理してい

る住宅４３５戸あります、市全体で。そのうち、今現在空家が、空家、それからまあ、

空家で入居が、修繕すれば入居できる可能な住宅がそのうち４０戸ほどあります。ま

あそういうところもありますので、何といいますか、市営住宅申し込みした場合に入

れないというような状況ではありませんので、まあそういうさまざまな要件といいま

すか、の中で市営住宅の申し込みをされた、される場合には、まあ大体対応できるの

じゃないかなというふうには考えております。ただ、比較的新しい住宅に関しまして

は、複数名いた場合は抽選になりますので、その部分で外れた方に関しましてはなか

なか大変な思いをさせる場合もありますけども、そういうまあ福祉といいますか、本

当に困っている方が入居したいというふうに来た場合は、まあまあ住所要件等、住所

といいますか、その住宅の立地とかあってなかなかマッチしない部分がある場合はあ

れですけども、まあそういうところもクリアできるようであれば、その今空いている

住宅で十分対応できるのではないかというふうに考えておりますので、ご理解のほど

よろしくお願いします。

○委員長（伊藤宗就君） 三浦観光課長

○観光課長（三浦一孝君） 私の方からは、ＤＭＯの活動の状況についてちょっとお答

えさせていただきます。

まず、ＤＭＯにつきましては、男鹿市観光協会がＤＭＯの候補法人ということで登

録をされておりまして、ご承知のとおり３０年度、昨年度からですね、その活動を本

格的に推進をしております。推進に当たりましては、男鹿市観光推進機構というもの

を立ち上げまして、この推進機構につきましては、行政、観光、商工、宿泊、情報関

連、交通、飲食、農業、漁業と、まああらゆるこう男鹿の関連団体をメンバーにした

組織になっておりまして、ここでＤＭＯの活動の方針の確認ですとか進捗の管理をす

るというような形でＤＭＯの活動を進めております。また、具体的にＤＭＯの事業を

進めるに当たりましては、ＪＴＢと秋田銀行から専門人材ということで職員を１名ず

つ派遣をしていただいておりまして、この２名が中心となって活動を進めております。

昨年度につきましては、ＤＭＯの活動は観光課の方に籍を置きまして、観光課と一体

となって各事業を進めてまいりましたけれども、今年度につきましては、観光協会自

体が市役所の２階に入ってきておりますので、より観光協会とその中にあるＤＭＯと
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我々観光課と一体となってですね各種の事業を進めているところでございます。特に

ＤＭＯの活動につきましては、なまはげ文化ツーリズムとスポーツツーリズム、この

大きな二つの柱を立てまして、各種イベントの企画ですとかツアーの造成ですとか、

そういった活動を進めているところでございます。特に地域のマネジメントとマーケ

ティングをするというのがＤＭＯの機能になっておりますので、先ほどお話しました

ＪＴＢ、秋田銀行から来ていただいてる専門人材が地域に入り込みまして、いろんな

地域の方、団体等とですねお話し合いをしながら活動を進めているところでございま

す。

私からは以上です。

○委員長（伊藤宗就君） 伊藤生活環境課長

○生活環境課長（伊藤文興君） ごみの削減についてお答えいたします。

まず、細かい分類が、まあ分別が周知されていないというご指摘でございましたが、

このたび、ごみの有料化の実施計画の素案について住民説明会を実施しておりますが、

延べ２０４人の市民が参加いたしておりましたが、その中で大変多かったのが正しい

分別方法、具体的にこういうごみはどういうふうにして捨てればいいのかという質問

が大変多うございました。私どもも、まだまだ周知が足りていないんだなというのが

実感させられております。この後、有料化を進めていくに当たりまして、やはりその

細かい分類についてはきちっと皆さんにお知らせしなければいけないということを考

えております。まだきちんとまだ整理はされておりませんけれども、分別に関する講

習会をたくさん開く、アドバイザーを、減量アドバイザーを養成する、ごみに関する

アプリを使う、あるいはリーフレット・パンフレットを作成する、いろいろな方法が

ちょっと考えられますが、何か、何が一番有効で効果的、しかも費用がかからないと

いうような方法について今後検討し、十分周知がなされるよう努めてまいりたいと考

えているところです。

産業廃棄物に関する廃プラスチックの件なんですけれども、本年５月２０日付で環

境省から各都道府県宛てに、「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について」

という通知が発出されております。その中で、廃棄物処理法に規定されている一般廃

棄物とあわせて産業廃棄物は市町村で処理できるという、あわせ産廃の規定に基づい

て、廃プラスチック、産業廃棄物である廃プラスチック類についてもあわせて処理を
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することを検討されたいということを、いわゆる依頼のような通知になっております。

具体的に、国、県から処理を依頼されていることはまだございませんし、具体的な話

がないもんですから、具体的に検討もしていないというところでございます。

○委員長（伊藤宗就君） 再質疑ありませんか。１７番

○１７番（古仲清尚君） 道路整備に関してでありますけれども、８０パーセント以上

の執行率、要望達成率ということで伺いました。少なからずちょっとショックだった

のは、私何年も前から要望してるところは、じゃあ外されたままになってるのかなと

思って非常にショックだったですけど、そういった要するに紙ベースであっても、そ

ういった例えば年間、年度内の、その年間ごとの蓄積のデータというものは、次年度

に引き継ぎをされていかれ、まあデータベースはないにしても、そういったものの例

えば引き継ぎであったりですとか、そういったものはされておられるのか、その部分

は再度お伺いをさせていただきたいと思います。

で、２点目の観光振興事業についてでありますけども、まあスポーツツーリズム等

を軸にしてというご答弁がありました。で、本市においてのスポーツツーリズムは、

記憶してるところですと例えばマラソンであったりロードバイクであったり、そう

いったものを活用したものであったかと記憶しております。で、スポーツ合宿は、県

の事業、そして市の事業があって、それぞれ申し込みが市の窓口、そして県の事業は

県の窓口ということで、申し込みが確か２分化、独立をしていて、これを一本化して

いただけないかという以前ご提案をしたんですけれども、その後、まあ市当局で検討

をして、より使いやすいような形に検討していただけるということでありましたけれ

ども、この窓口の一本化であったりですとか、より多くの皆様に利用していただける

ような環境のつくり方について、どういったご所見があるのかをお伺いをしたいと思

います。

で、このスポーツツーリズムに関しましては、ロードバイクで走ってますと、まあ

道路の話にまたつながるんですけれども、マウンテンバイクであればある程度走れる

ような路面状態であっても、ロードバイクですと、ともすればパンクしてしまうよう

な路面状態の箇所が多数現認できます。そうした部分で、スポーツツーリズムを主眼

としてというそのご答弁があった中で、そういったロードバイカーであったり、マ

ウンテンバイカーだったりに対する配慮といいますか、そういった部分の環境整備に
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つきましてはどういった今後ご対応されていかれるおつもりなのか、ご所見を伺いた

いと思います。

市営住宅に関しましては承知いたしましたが、まあちょっと脱線するかもしれま

せんけれども、地域おこし協力隊の例えば採用人数というものは、総務省の方でも特

段上限が決められておりません。例えば１０人雇用する、２０人雇用する、３０人雇

用するってなった場合、採用するってなった場合に、それぞれに応じた環境整備費と

いうものが国から支給をされるようになっております。そうした場合、こうした市の

持ってる財産を有効的に今後活用するという考えがあった場合、この市営住宅をそう

いった国の予算あるいは財源を活用した中で、まあ長期的に、あるいは活用していく

考え等はお持ちなのか。あるいは、その地域おこし協力隊に限らず、国の財源を活用

して、より多くの皆様に利用していただく、そういった方策はあるのかどうか、お尋

ねをいたします。

以上であります。

○委員長（伊藤宗就君） 佐藤産業建設部長

○産業建設部長（佐藤透君） 私からは、要望事項の部分と市営住宅の部分についてお

答えさせていただきます。

委員おっしゃった数年前に要望したのにと、対応してないということですが、まあ

意図的にやったわけではないかと思うんですけれども、要望されたときの現状と現在

の現状、どのぐらいに変わってるのかというところもありますので、もし委員さん要

望だとすれば、できればこう進捗状況等をお尋ねに来ていただければ大変うちの方と

しても助かりますので、よろしくお願いしたいと思います。

それで、データベース化の話ですけれども、各年度の３００件、４００件あった

データについては、パソコン上で年度ごとの要望ということで処理しております。そ

の部分については、過去数十年分ということで残っております。その中で残ってる、

対応できていないという要望に関しては、当然その現状、しばらく様子を見てくださ

いという答弁している、回答しているところもございますし、関係者の了解が得られ

ないというとこでの対応もあります。そういう場合では、その地区の会長さんを通じ

て、その辺の現状変わった場合また改めてというお声がけもしておりますので、決し

て投げたままというわけではありません。ただ、今委員からおっしゃられたように、
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そのデータベース化というのがもしできるのであれば、これから少し他市町村の状況

も調査しながらということで考えてみたいと思っております。

それと市営住宅の関係ですけれども、地域おこし協力隊の部分については、公営住

宅そのものが低所得者向けのという大前提がございますので、地域おこし協力隊の皆

さんはある程度の所得収入が約束されているところですので、できれば民間のところ

で入っていただければというぐあいに考えておりますし、市営住宅そのものは国の補

助を使って整備されたものですので、また改めて別な省庁の補助をもらってと、整備

するということであれば、二重の補助を受けるという心配もございますので、現状で

は難しいのではないかなというぐあいに考えております。

以上です。

○委員長（伊藤宗就君） 原田文化スポーツ課長

○文化スポーツ課長（原田徹君） すみません、私からは、スポーツ合宿の件について

お答えさせていただきたいと思います。

すいません、ちょっと県の方の補助に関して、ちょっと私の方でちょっと若干把握

してない部分があるんですが、県の方の補助に関しては、何か団体に対して１回とい

う補助だという形で伺っております。当市のスポーツ合宿の補助に関しましては、市

内に宿泊を伴う市外の団体という形で、５名以上の団体という形で要綱を定めており

まして、基本的には、まあ申し込み先が市であることから当市の方で補助をしている

ものでございますので、申し込みの窓口のちょっと一本化に関しましては、ちょっと

現状のところは無理ではないかなと感じております。

以上でございます。

○委員長（伊藤宗就君） 三浦観光課長

○観光課長（三浦一孝君） 私の方からは、スポーツツーリズム関連の受け入れ体制の

件についてお答えさせていただきます。

スポーツツーリズムを推進する一環として、ＤＭＯでもサイクリング関連の事業を

進めているところでございます。特にサイクリングの受け入れ環境の整備ということ

で、例えばコースマップの整備ですとか、バイクラックの設置、あるいは空気入れで

すとか修理、まあ簡単な修理ができるようなキットを拠点に配置をしていくというよ

うなことを進める予定にしております。ただ、ちょっとご指摘のありました路面、道
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路の状況につきましては、関係機関とですね調整をしながら、サイクリストの方の負

担にならないような形で調整をしていきたいというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。

○委員長（伊藤宗就君） さらに質疑ありませんか。

○１７番（古仲清尚君） 終わります。

○委員長（伊藤宗就君） １７番古仲清尚君の質疑を終結いたします。

ほかに質疑ありませんか。９番小松穂積君の発言を許します。

○９番（小松穂積君） 私から、３０年度の成果が出ていますから、この中で委託料、

特に委託料の中の今全体でシルバー人材センターにどれだけお金が流れてるかという、

３０年度の決算上からの質問になります。

で、今、質疑の中で出てきました市道の草刈り４９０万何がし、これはまあわかり

ました。それから、指定管理料としてシルバー人材には、男鹿市の斎場へ２，０８４

万２，０００円、サンワークに８８０万円、それから当然観光地ということで、私が

思ってるとこでは、例えば鵜ノ崎とか、それから門前のトイレだとか戸賀のトイレだ

とか、入道崎だとか、そういうのはほぼほぼ確かシルバー人材センターにお願いし

担っているのかなというふうに思ってます。それで、会計課長あたりは、このシル

バー人材センターへ行ってるお金このぐらいだというのは、多分計算されているのか

な。本当は通告すればよかったわけですけれども、ただ今急であります、通告しない

で大変申しわけないです。ところが、各間の担当の部長・課長さんが今、まあ課長で

すよね、それぞれ私の方はシルバー全体これと、この決算書の中で、１款ではまあ議

会費ですが、多分ないと思うんですけれども、２款総務費ではここ、あるいは３款で

はここと、まあ福祉の方はないのかもしれませんが、観光等、道路等についてはかな

り私は出てくるのかなと思っていますので、その委託料について、それぞれのポジ

ションのとこで結構ですから、何ページにここです、何ページにここですというふう

なことでも結構でございますので、お答え願いたいと思います。

それからですね、３０年度の決算の審査でございますから、３０年の４月に機構改

革がなされまして４部制になりました。私自身個人的には、この男鹿市の規模で３部

制から４部制というのはどうかなっていうような思いもあったんですが、市長も男鹿

の観光なり活性化なり、そういうこと、それから職員の能力発揮、こんなところから
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それを踏み切ったというふうなことでありましょう。で、私やっぱりその成果を検証

するのが、この今次の決算なのかなというふうに思っています。したがいまして、こ

れらには会計上の成果はあらわしているわけでありますけれども、特にお聞きしたい

のはですね、これによって労働配分がうまくいったのかどうかっていう話。で、副市

長にも今聞きますけれども、副市長は３０年度の実はそこの現場の３部の一人であり

ました。で、これが、ああそうですね、３０年度のときです。今は副市長の立場です

けれども。で、それがまあ３部から４部なって、こういうとこやっぱりうまくいって

るし、割と観光的な話でいけば、男鹿まるごと売込課、大変仕事も忙しいようですけ

れども、機動力も出て、あるいは対外的に人の誘致にもこれは成果を出してるという

ふうなお答えが来るのかなと思いますけれども、ある意味、あるとこが忙しくて、あ

るところが忙しくなくなるっていうことはないと思うんですけれども、それ以上充実

した新たな研究が起きるということは期待してるわけであります。特に、この機構改

革のとき、畠山議員だったと思うんですけれども、教育委員会の所属が一部その売込

課、そっちの方の課に移ったりして、それうまく調整できるかなという懸念の質問を

してあったような気がいたします。で、まあそれが今、それはまあ問題なくいってる

よってな話なのかどうか、その点とですね、時間的な関係もあります。横軸、つまり

自分たちのポジションは一生懸命やっていかなければいけないわけですけれども、さ

らに今言ったように三つのが四つになったんですから、かなり横の連絡というのもき

ちっとしていかないと、まあ市民がどっちどうなんだかなってなこととかですね、そ

ういうことが懸念されます。したがいまして、その辺うまく、実はうまくいかないこ

ういうとこがありますよということを実は発表してもらえれば、あとそれはそれで改

善してもらえればいいわけで、まあそんなことが出なければ私の方から指摘せざるを

得ないと、こういうふうなことになりますので、よろしくお願いいたします。

○委員長（伊藤宗就君） 佐藤財政課長

○財政課長（佐藤静代君） 私の方からは、シルバー人材センターに関する決算額のこ

とについて報告させていただきたいと思います。

平成３０年度、シルバー人材センターに対して支出された金額の総額ですけれども、

こちら１億５８４万４，６０３円となっております。この中にはシルバー人材セン

ターの事業費補助金の１，２００万円も含まれているほか、大きなものでは、斎場の
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指定管理料が２，０８４万２，０００円、それから観光拠点の草刈り業務が７６５万

８０２円、それから市道の草刈り業務が、春は２５５万５，４８４円、秋に２３９万

９，６４９円、そのほか除雪費の凍結防止剤散布業務の委託料が３４２万２，３０４

円、都市公園等管理業務が１８４万９，７２０円、マリンパークの草刈り業務が１４

９万２，９２０円、公民館管理費が１，８０３万３，２７２円、そのほかにも市民ふ

れあいプラザの施設管理業務等で１８０万円ほど、それから市有バスの運転業務、こ

ちら派遣の方していただいておりますが、こちらの方が、そうですね、３００万円ほ

どですね、というふうになっております。詳細については、後でこの一覧表の方、議

員の方に提出したいと思います。

ちなみに平成２９年度の支出額ですけれども、こちらは総額で１億６２４万３，５

２８円となっておりまして、２９年度はシルバー人材センターに補助金として１，３

００万円支出しております。

以上です。

○委員長（伊藤宗就君） 船木副市長

○副市長（船木道晴君） それでは私の方から、機構改革に伴ういろんなご質問につい

てお答えをさせていただきます。

まず、文化とスポーツ、教育委員会の所掌を市長部局、市長の権限にしまして、観

光文化スポーツ部を新設してございますけれども、これは文化、スポーツ等につきま

して、やはり観光振興につなげていくと、そういうような大きな狙いから観光文化ス

ポーツ部に所掌を移したわけでございますが、その点は今のところは順調にいってる

のではないかなというふうに思っております。また、その面では、教育委員会と観光

文化スポーツ部との連携も、ここは十分うまくいってるのかなというふうに思ってご

ざいます。

それから、業務量、例えば観光文化スポーツ部の中での各課の業務量の問題でござ

いますが、確かに特定の時期に特定の課に多くの業務があるというようなことは事実

でございますけれども、それを打開するために、一つはまずは通常業務は課内で対応

します。で、それでやはり業務量がふえて職員が過重になってきたというような場合

は、まず部内で対応します。で、それでもやはり難しいと、大きな、まあ男鹿日本海

花火等々のイベントにつきましては、各部にそれぞれの役割をあてて、その部で責任
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をもってやっていただくというような、全庁で対応する体制をとってございます。中

にはまだ不十分な点もあろうかと思いますけれども、そういうようなことで市役所全

体で取り組むという姿勢が少しずつ確立しつつあるのではないかというふうに思って

おります。そういう意味では、まあ横の連携と、各部の連携等々ございますけれども、

確かに一部不十分な点もあろうかと思いますけれども、これにつきましても、先ほど

申し上げましたように、一つのことについて、毎週部長以上の、部長等で集まりがあ

りますので、情報を、いろんな情報を共有しております。これはいい情報も悪い情報

も共有しておりますので、そういうのを含めてですね、各部等々が情報を共有しなが

ら一体となって連携を十分密にして市政に取り組んでいけるというような体制を、今

後とも引き続き力を入れていきたいというふうに考えております。

○委員長（伊藤宗就君） ９番

○９番（小松穂積君） ありがとうございました。まず、今質問の要旨については、ほ

ぼほぼお答え願えたものと思います。やっぱり口で言うのと実際にというのは少し違

いがあるのかもしれませんけれども、いずれ内部的といいましょうか、そういう仕事

の配分等々については、市長はこれはまっていられる部分ではないと思いますから、

まあ今３０年度の審議でありますけれども、現実は現状からどうやってかねばねえが

というとこが主語になっていきますから、そこは副市長うまく調整をしながらですね、

やはりせっかく重点しようとするとこですから、非常に大変だなというふうには見え

るわけですけれども、それが先ほど中田委員が言ってたのかもしれませんけれども、

職員がそれぞれやっぱり自分たちの持ち場、立ち場ってなところで、市民からの理解

を得ながら説明責任というふうなお話が出ておりました。で、片っ方忙しいとこはな

かなか、あとおらこれで精いっぱいやというのと、片や非常にゆとりといえば変です

が、仕事が充実してきて、これはできるよというふうな部分が、これは本当に大事な

ことなんだけれども、市民サイドに見た場合に少しバランスを欠く、アンバランスか

なというふうなニュアンス、あるいはそういう印象を与えるとですね、やっぱり庁舎

というのは少しどうなのかなという、悪い意味での市民の感情が起きるかもしれま

せん。ですから、そこは前段申し上げましたとおり、副市長よくね、やっぱりその調

整と、それから、市長は非常に今、この観光とかそういうのに、またイベントばっ

ばっばっとこう来ます。で、まるごと課はまたかなり忙しいと思うんですが、やっぱ
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り適度な休息なり代休なり等々のやっぱり必要性も出てくるかと思いますし、その労

働配分って私最初申し上げましたけれども、これは時期的な問題もありますし、その

部署によってはやっぱり、それはまあある意味仕方のないということなのかもしれま

せん。やっぱり需要がいつもバランスがよく来る、市民ニーズが来るわけでもなく、

やっぱり男鹿市として行政を進めていく上で、規律的要素みたいなものも当然起きて

くるわけですから、そのバランスをよくとっていただいてですね事務執行をしていく

べきだというふうに思うところでございます。

あともう一つだけちょっと、先ほど質問ちょっと漏らしたんですが、ページ１２０

ページに津波避難ビルの解錠業務、これ９０万円ほどですけれども、さきに県の防災

訓練がございまして、あそこの旧ＮＴＴのところに避難訓練もいたしました。当然に

そこで施錠、解錠、鍵開ける、その業務がついてると。多分これがそのお金だという

ふうに認識してるわけですけれども、具体的にいつ起きてくる災害だかわかりません。

で、今お聞きするのは、訓練のときはどういうふうな対応をしたか。それから、いつ

来るかわからないんですけれども、どこが保管し、どなたがどういうふうな対応をさ

れていくのか。前に一回聞いたようなことがあるんですけれども、一応再確認の意味

で、決算も出ていましたのでよろしくお願いします。

○委員長（伊藤宗就君） 三浦総務課危機管理室長

○総務課危機管理室長（三浦幸樹君） ＮＴＴビルの施錠につきましては、業者の方に

委託しております。このたび県の総合防災訓練で実際に避難誘導ということで行って

おりますが、日中に関しましては、今回オガーレの方に鍵の方お渡しして、日中はオ

ガーレの方から施錠来ていただく体制をとっております。またあと、まあそのほかに

危機管理室の方にも鍵は持っておりますので、日中に関しましては危機管理室の方で

施錠することになります。ただし、夜間、それから祝祭日に関しましては、業者の方

に委託しております。それにつきましては、庁舎の方に警備員がいますので、２人体

制となっております。１人の方がＮＴＴ、それからオガルベの方に行きまして開ける

ことになっております。一応その業務委託といたしまして、この予算決算額となって

いるものであります。よろしくお願いします。

○９番（小松穂積君） もう一回ある。

○委員長（伊藤宗就君） もう一回あります。
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○９番（小松穂積君） あと、要望すればだめなんですけれども、市長、今、私、副市

長から内部統制のとこについては、まず頑張っていただきたいということと、市民負

託との絡み申し上げました。

で、市長はなかなか今言ったように職員の管理体制までできないわけですけれども、

とにかくあの、猪ではないんだけども、かなり前に走っていってる部分はありまして、

そのときに、猪だからあんまり後ろ振り向かないんです。やっぱり前へ前へというふ

うな考え方が猪のことわざになっているわけであります。で、まあ成果を出せばいい

わけですけれども、結果ですね成果を余り求める余り、私が今言ったように市民の方

から反対のことがね起きると、また大変なことなのかなというふうに思います。つま

り市長が発信しました４部制、これは市長はどう思ってきて、この後どう効果的に市

民と、そして男鹿の観光なり、一番最初教育だすな、教育、観光、環境、これをどう

前向きに実現しようとしているのか、お考えの一端をお示しください。

○委員長（伊藤宗就君） 菅原市長

○市長（菅原広二君） 前にもお話しましたけども、私やっぱり４部制にしていがった

のは、今あれですよな、文化庁あたりでもお祭りを観光に結びつけていくと。その一

つがなまはげだと思うす。それからやっぱり生鼻城とかね、そういうのがよかったな

と。それから、今のジオパークも、やっぱり環境省、所管はあそこははっきりしてな

いですけども、観光庁とかあたりもね、やっぱり何ぼでもゾーニングをして観光客を

入れていきたいというそういうスタンスだすな。国全体で観光客を迎え入れると。

インバウンドの方針かわからないですけども、そういう意味では非常にこう時代に

合ったなと、そういうことで私はよかったと思ってます。それとまた、いろんなその

議員が心配してくれてるその横の連携というのは、私非常にこうそのことを気にして

ますから、どっちかっていうと役所っていうのはやっぱり縦割りで、意外と隣の人何

やってるかわからない。そうじゃなくて、さっきも言ったように、みんなでねオール

市役所でいろんなことやっていくと、取り組んでいくんだと、そういうことでやって

いければいい行政できるのかなと思ってますので、この後もひとつよろしくご指導く

ださい。

○委員長（伊藤宗就君） ９番小松穂積君の質疑を終結いたします。

○委員長（伊藤宗就君） ほかに質疑ありませんか。



- 91 -

（「なし」と言う者あり）

○委員長（伊藤宗就君） 質疑なしと認めます。よって、一般会計に係る質疑を終結い

たします。

次に、特別会計に係る質疑に入ります。

質疑の通告がありますので、発言を許します。

８番佐藤巳次郎君の発言を許します。

○８番（佐藤巳次郎君） それでは、私から１点、国民健康保険税の引き下げにかかわ

る問題でお伺いしたいと思います。

この国民健康保険税は、加入者の方々が非常に高くて大変だという声が挙がってい

ることはご存じかと思います。これはまあ男鹿市ばかりでなくて、全国的に健康保険

税が高いということで、全国知事会とか市長会とか地方６団体で国に対しても、国保

に対する支援をしてほしいと、１兆円を出してほしいということでやっております。

そういうことで非常にまず、この国民健康保険税の負担を軽減していくということは、

それぞれの自治体にとっても大事な課題じゃないのかと思っております。その中で、

男鹿市の国保の財政状況からいきますと、この決算を見てもおわかりかと思いますが、

この３０年度においては、実質の収支が２億３，３００万円ほどと、これで基金へ１

億１，７００万円、残る１億１，６００万円ほどが翌年度に繰り越しをするという決

算状況になっております。そういうことで、国保の基金の状況からいくと、現在それ

を１億１，７００万円をやって２億３，３００万円ぐらいということになっておりま

すが、それに今回そのさっき言いました基金に半分、会計に半分ということで、その

半分の分を合わせますと国保の財政は、まあ予算、まあ収入、歳出、支出の中でのほ

かに、まあ私からいけば３億５，０００万円ほどが財源としてあるんじゃないかと

思っております。そういう意味では、国保の加入者の世帯が約５，０００世帯なので、

１世帯当たり７万円ほどの軽減ができるという勘定になります。そしてまた、仮に全

部基金使うのも大変だということであればだすな、１億円にして３億５，４００万円

でなくて２億４，５００万円にすれば、これでもまあ５万円ほどの軽減ができるとい

う私の試算がしてるんですけれども、そういう意味で、非常にこの国保税を軽減する

ということは、ぜひとも来年度、今途中ですので、来年度にやってほしいということ

ですが、そこら辺の考え方についてお聞かせ願いたいと。特に国保加入者の世帯とい
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うのは、言ってみれば所得が少ない世帯がかなり多いと。ですから、市の資料でも所

得が２００万円以下というのが国保加入者の８５パーセントぐらいということで、非

常に世帯、低所得者が多いということですので、そういう意味からすれば、しても、

かなり軽減をぜひともやるべきだという思いだわけです。仮に所得が２００万円ある

と。そうすればどのぐらいの保険税かかるかっていえば、数十万円かかるんだすよ。

かなりの高いものになるんです。そういうわけですから、ぜひとも来年度、この問題

の解決のために、軽減のために頑張っていただきたいと思っておりますが、そこら辺

についてお聞かせください。

○委員長（伊藤宗就君） 伊藤生活環境課長

○生活環境課長（伊藤文興君） 国保税の関係でございます。

さきの６月定例会の際にもお答えしております。現在、基金が約２億３，０００万

円ほどで、決算による剰余金が繰越金の財源として１億１，５００万円ほどというよ

うな決算になっております。で、これを財源として活用というお話でございましたが、

現在新しい制度となりまして、まだ今２年目でございます。現在の状況でいきますと、

国保の事業費納付金の推移と国保税の必要額、あるいは収入見込み額というのを予想

しておりますが、試算の状況では令和２年度、来年度には既に保険税の収入額が必要

額を下回る、いわゆる赤字になるということで、現行のままでも税率の改正、逆に上

げなければいけないというようなことが想定されているものでございますので、現在

の基金を補てんすることにより、税率の上昇を何とかしないで踏ん張れるんではない

かというような説明をさせていただいております。まだ２年間しかたっておりません

ので、見込みの手法も手探りでございます。まず来年度の状況を見きわめた上で、様

子を見ながら適切に対応したいと考えておりますので、どうかよろしくお願いいたし

ます。

○委員長（伊藤宗就君） さらに。

○８番（佐藤巳次郎君） 今のお答えですと、来年度も赤字が出そうだと。そうすれば、

今年度の国保会計の予算が間違ってあったと、もっと高くとらねばいけねがったと、

こういう理解でいいあんだすか。

○委員長（伊藤宗就君） 伊藤生活環境課長

○生活環境課長（伊藤文興君） 今年度の決算につきまして赤字が出るという予測では



- 93 -

なくて、来年度予算編成をする際に、税に求めなければいけない額が現行税率で試算、

現行税率を適用した場合でも税の必要額、予算編成のルールとして、歳出、必要な歳

出を算出した上で見込まれる歳入を控除して、不足分を税に求めるというルールに

なっております。ですので、税に求めなければいけない額が、現行税率で計算すると、

その税の必要額に届かなくなる可能性があるということでございますので、その部分

を税率を上げる以外に財源を補てんするとすれば、財政調整基金から補てんをすると

いうようなことが考えられます。で、令和２年度には、それはわずかな額なんですが、

令和３年度、４年度とだんだんだんだんその額は大きくなる予想、試算をしておりま

すので、まあ基金の額についても令和４年度にはもう枯渇してしまう。そうすると、

税の税率改正は必至というようなことでございます。で、まあ今基金があるからとい

うことで当面税率を下げるということになりますと、令和２年度に税率を下げて、令

和３年度、次の年には財源不足を生じ、さらに高い税率で改正をしなければ、現在国

保財政につきましては、これまで制度改正前と違いまして、制度改正前は不足した部

分については一般会計から法定外の繰り入れをして財源を補てんしていただいて、税

率を上げないで何とか耐え忍んできたところでございますけれども、現在制度が改正

されまして、法定外の繰り入れはまかりならぬと、ペナルティーの対象になりますの

で、それはすべて税に求めるというような仕組みになります。そうしますと、下げた

分以上の現行以上の税率改正をして、さらに負担を強いるというようなことになりか

ねないということですので、まず来年度の状況を見きわめた上で適切に対応させてい

ただきたいということでございますので、ご理解お願いいたします。

○委員長（伊藤宗就君） さらに質疑ありますか。

○８番（佐藤巳次郎君） 今のお答えだと、それこそ毎年毎年赤字が出ると。こういう

のというのは、ちょっとわからないんだすやな。せば予算って何だかと。毎年毎年赤

字が出る予算を組んでいいのかということにもなるんだすな。せば毎年保険税が上が

ると、そういう今の制度だとすればだすよ、それこそ根本的に直さなければよ、何ぼ

でも加入者の負担になってくるということでは、全く私はそういう特別会計としての

役割というか、世帯の軽減措置とかそういう手法がまた変えなければいけない、そう

いうものにもなってくるんじゃないかということを感じるわけで、実際そういう状態

になっていくんだすか。今、この決算でよ３億５，０００万円も、私から言わせれば
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余裕の財源が新たにある、基金をプラスすればそうなると。それでもなおかつ来年度

は赤字になるというのも、これも理解できねえんだすよな。私はぜひ軽減できるとい

うことで考えていますので、こういう国保世帯の低所得者の方々にもっともっと厚く、

厚くというか安くしていくということが必要だと。そうしないと、国保の払えない未

納の方々がますますふえてくるということになるわけで、これではやはり国保の崩壊

と言わざるを得ない状況がつくられていくということですので、やはりこの問題解決

のためにも、やはり国に対しても当然話をしていかねばならないですけども、自治体

として今の現状の国保の会計からすれば、私は軽減できると思っておりますので、ぜ

ひ来年度取り組みをしてほしいと思いますが、再度お答えできるものであればお願い

します。

○委員長（伊藤宗就君） 伊藤生活環境課長

○生活環境課長（伊藤文興君） 財政的に赤字が見込まれるという試算のお話でござい

ますけれども、これは国保事業に関しまして、年々被保険者が少なくなる。そのほか

に、それにかかわらず年々１人当たりの医療費がどんどんふえていく。要は、必要な

経費というのがどんどんどんどん膨らんでっているという状況でございますので、そ

れに関して充当するための税額も必要な国保税がどんどんどんどんふえていくと。し

かしながら、人口減少、被保者の減、あるいは高齢化等で保険税の賦課額、賦課可能

額が現行税率ではどんどんどんどん下がっていく。そうなると財政的にマイナスにな

るので赤字、予算が組めないので、国民健康保険税はどんどんどんどん改正して上げ

ざるを得なくなるというような財政構造上のお話の予測として試算を申し上げている

ところでございます。国保のシステムとして、その被保険者が負担をするという現行

制度上ではそういう計算をしなければならないというので、まあ制度上の課題ではあ

るとは存じますけれども、現在男鹿市が直面する課題としては今そういうことが考え

られますので、まあ制度上の問題として取り組まなければいけない問題と、あとは男

鹿市独自で考えなければいけない部分も出てくることでございますけれども、まずは

医療費の負担を少しでも少なくすれば、男鹿市にとって国保財政にとっては負担が少

なくなるというそういうこともありますので、再三市長も申し上げております健康寿

命の延伸、健康で長生きすることが医療費少なくなるということにも通ずるものがご

ざいますので、その辺のところを努力しながら、できるだけ税の負担が少なくなるよ
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うなことについて意を用いていきたいと考えておりますので、どうかお願いいたしま

す。

○８番（佐藤巳次郎君） もう一回いいあんだっけか。

○委員長（伊藤宗就君） ３回。

○８番（佐藤巳次郎君） ん。

○委員長（伊藤宗就君） ３回終わりました。

○８番（佐藤巳次郎君） あ、んだ。

○委員長（伊藤宗就君） はい。

○８番（佐藤巳次郎君） まあ要望だけだどもよ。今年度が２億３，３００万円の剰余

金出てるわけだね。今の課長の答弁からすると、剰余金なんか出るはずもないという

ような答弁に聞こえるわけだすな。だから、そうでなくて、自分の、まあ課長の言う

とおりなっていくとすれば、加入者の負担というのはだれが、全部全部、医療費が上

がったりなんだりすれば皆それ値上げになってくるとすればだすよ、とてもじゃない

けれども国保のために家計がつぶれてしまうという状況になってくるわけですね。ぜ

ひそういうことのないようにやってほしいなと思っております。

○委員長（伊藤宗就君） ８番佐藤巳次郎君の質疑を終結いたします。

以上で、通告により質疑は終了いたしました。

ほかに質疑ありませんか。

○１８番（吉田清孝君） はい、委員長、ねば今日で終わり。何とだ。

○委員長（伊藤宗就君） ええ、今日。

○１８番（吉田清孝君） 悪いす。暫時休憩お願いします。

○委員長（伊藤宗就君） 暫時休憩いたします。

午後 ４時４３分 休 憩

午後 ４時４３分 再 開

○委員長（伊藤宗就君） では、会議を再開いたします。

１８番吉田清孝君の発言を許します。

○１８番（吉田清孝君） 介護保険についてお尋ねいたします。

５１億という全体の介護保険決算規模でありますけれども、この中で事業の成果と
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して、１号被保険者は１万２，３６９人、４７ページであります、この主要報告書の

中で、要支援１・２が６３１人、要介護が２，１１９人、在宅サービスが３万６，２

３７件で２０億幾ら、施設介護サービス６，１５０件でこうこうだと。大変なまあ事

務量というか、そういう部分をこなしている中で、今どういう体制でね介護保険、ま

あ職員体制といいますか、行革絡みでいくと、これ課になってもいいのではないか、

課なのかな、課としてこうだという部分と、それから、非常に今回の下水道の賦課漏

れとかそういう、それから税金の問題、それからもう一つ、消防の泡の部分だとか、

まあ職員の方々のミスというものが非常にこう重要な影響を及ぼす部分でね、これま

あ１人の担当者のみでなくて、例えば税金の問題でも組織的に欠陥があってこうだと。

私言いたいのは、これだけの部分をね、どういうこの職員体制ということで、非常に

その公正、公正に厳格にというかね、やる部分というのは大変難しいのではないかな

というふうに考えるわけですけども、職員体制で十分頑張っておられるのかね。そこ

のあたりをお聞かせ願えればなと。

そこで、決算の中身に入りますと、介護認定審査会費３，４００万。ここにね、介

護認定審査会委員６４０万、介護認定調査員５７２万、そして要介護調査、認定調査

こうだと。この決算を見ると、端的に言うと、私、介護認定審査会というのはいらな

いのではないかなと。いや、これ法律的に決められてますと。だけども、じゃあ介護

審査会っていうのはね、さっきの何千件をどういうふうに処理して、まあその１日当

たりで言えば２万円だとかね、極論ですけども、事務当局できちっとしたいわゆる審

査、今のその流れでですよこうやられると、介護審査会の入る余地がないのではない

かなといった部分だとか、そういう部分でね、まあ先ほども申し上げました監査委員

のむすびっていうのは非常にこのね、市長からもうここね、むすびの７６ページ、７

７ページについては、もう熟読してもらってね、もうここに尽きるような大きな部分

が盛り込まれてるというかね。固定観念から、前例踏襲から脱却しってね。新たな発

想でこうだという大変ねすばらしいっていうかね、こういう部分で、えてして事件な

るものが前例踏襲部分でこう来てるっていうような感じをしてね、職員の皆さん非常

にね、この今回の部分を含めて組織的に反省していただかないと、まあそこはあれで

すけども、その認定審査会の部分で、何かこの新たな発想でこうこうだという部分は

ないもの、できないものでしょうか、お聞かせ願いたいと思います。
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関連質問でね、介護保険料、秋田県一だとかってね、非常に何かね１円でも安くし

てもらいたいという市民要望にこたえてないような気がしてならないんです。介護審

査会のね１日出れば２万円という部分でね、何人いて、まあその医者、医師に対する

報酬と同じようにこうだという考え方。県内他市の例では１万５，０００円だとか１

万円だとか。だったら、さっき言ったように、この介護審査会いらないのじゃないか

なとかという部分の中で、それに対してどういう考え方、お答えをいただけるでしょ

うか。

それから、介護審査、認定審査会のほかに、何か、何だっけ・・・ちょっと今、後

で質問させて、まず今の部分。

○委員長（伊藤宗就君） 平塚介護サービス課長

○介護サービス課長（平塚敦子君） 私からは、介護認定審査会のことにつきまして答

弁いたします。

まず介護認定審査会ですけれども、この審査会は、介護保険法に基づく要介護認定

申請や要介護認定更新申請などに対する審査及び判定を行うことを目的として、介護

保険法第１４条により設置しているものであります。男鹿市の場合は、委員の人数は

２５名で、五つの合議体に分かれて審査をしていただいております。昨年度の審査会

の実績ですけれども、審査会の開催の回数は７４回、審査の件数としては２，５４４

件を審査していただいております。

で、委員からは、審査会そのものが必要ないのではないかというようなお話も今さ

れましたけれども、比較されるというか、医療保険の方では医師によって病気やけが

の診断がありますけれども、介護保険、その状態がどういうものなのかというものを

審査いただいて、その状態に合ったサービスの提供を行うというところがありますの

で、この審査会の役割としましては、その医療保険で言う診断の意味合いも強く、専

門性が非常に高いものであります。というところから、委員についても医師、それか

ら歯科医師、薬剤師、保健師、介護保険施設の主に業務に携わってる施設長さんなど

にお願いしているものでありまして、この審査会そのものをなくすというところにな

りますと、その状態に合ったサービスの提供がそもそもできなくなるというところで、

その審査会そのものをなくすのは非常にちょっと困難なものであります。

私からは以上です。
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すみません、答弁漏れがありまして。

業務体制についてなんですけれども、この介護保険の認定、それから給付、それか

ら介護の事業所のいろんな各種届け出の受理などと、あと包括支援センターの業務を

一緒にしたもので、介護サービス課として平成２６年度から一つに、その介護保険部

門を一つの課として集約して業務に当たっております。そのうち、一部保険料の賦課

と徴収の業務につきましては、税務課、それから債権管理室の方でやっておりますけ

れども、それ以外の部分につきましては介護サービス課の方で対応しているものであ

ります。

以上です。

○委員長（伊藤宗就君） １８番

○１８番（吉田清孝君） 私のあれで、介護サービス課ということで、課の体制という

ことの中でこう処理されておるという部分で、そうだろう、まあそうでないと大変な

仕事をしているんだなという感じをね、こう思いました。これだけのサービスといっ

た部分で、要するに利用料とかいろんな部分のかかわりが出てくる、いわゆる介護認

定というものの行くまでですよ、その介護認定するまでにさまざまなこう、さっきの

委託料で認定調査で３４０万円だとかね、調査員に対しても５７２万円とかね、その

ほかにも市の職員の人がこういろいろね、その対象者、これでいくと２，７５０人に

対しての、そして何万件のね、このいろいろやる基本となるもののためにいろいろこ

うやられているというふうに感じる中で、まあその、くどいようですけども、介護認

定審査会というのは法律で設置しなければならないと、設置規定、義務規定ですか、

そこを確認させてください。そこのあたり。

それからね、まあ今回は７，１００万円を財政調整基金に、さきのね保険税と同じ

で、これで２億何ぼなのかね、まあ財政調整基金というのがなると思います。私のあ

れで、この数字的なもので間違いなければ、まあ２億２，０００万円なのかね、

ちょっとこの５８ページでいく前年度末現在高で１億１，０００万円、これプラスな

のか。決算年度末現在額で１億５，２００万円という数字に７，１００万円が足され

るのか。そうすると２億２，０００万円だと。まあその１３段階のいわゆる介護保険

料の額が、やっぱりね、この結果的に市民サイドから言うと幾らでも安くお願いした

いという、私だと思いますよ。だけども、先ほどの保険税と同じでね、結果的に、
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我々はやっぱり結果的に数字見た場合に、こういうふうに基金に積み立てしている額

がねって部分で、さきの保険税の課長の答弁でだばちょっと理解ができない状況。そ

してまた、この介護保険についてはどういうご説明をいたしますか。

それから、それぞれの部分で、介護認定にかかわる部分で厳正っていうかね、その

部分についてこうどういう姿勢っていいますかね、こういうことに意を用いてやられ

ておるといった部分で、取り組む姿勢について、介護認定にかかる、最後は介護認定

審査会の責任というか、まあその事務としてどういうふうに厳正にしておられるか、

そこのあたりを考え方をちょっとお聞かせ願いたい。

○委員長（伊藤宗就君） 平塚介護サービス課長

○介護サービス課長（平塚敦子君） まず認定審査会のその設置根拠でありますけれど

も、これは先ほども申しましたとおり、介護保険法第１４条のところに、市町村に介

護認定審査会を置くというふうな規定がございます。設置しなければならないもので

あります。

それから、次に基金の残高についてですけれども、委員おっしゃったとおり、平成

３０年度末の基金残高は１億５，２３２万２，００５円というふうになっております。

これに今回の３０年度の決算剰余金である７，１００万円を積み立てし、現在は２億

２，３３２万２，００５円というふうになっております。このうち１億１，０００万

円につきましては、今回の保険料決定するに当たりまして、上昇を抑制するというこ

とで、既にこの３カ年、３０年度から令和２年の間の３カ年に計画的に取り崩す予定

としている金額であります。ですので、そのうち１億１，０００万円のうち、今年度

予算編成をするに当たって既に基金の繰入金ということで２，５００万円ほど予算と

してもう既に計上している部分であります。ということで、今年度、３０年度につき

ましては、その３カ年の計画の１年目ということで、ほぼ被保険者数はほぼほぼ横ば

いの見込みでこの３カ年おりますので、収入的なところは均等的に入ってくる。ただ

給付の方は、やはり３カ年こう徐々に、徐々にっていうか、介護報酬の改定等もあっ

たりっていうところもありますので、今年度よりは来年という形で、やはり給付の上

昇は見込まれるところでありますので、収入は均等だけれども支出は徐々に伸びてい

くというような形になりますので、今年度につきましては、ある程度こう剰余金とい

うのは初年度ですので発生して、それを積み立てておいて、今年度も多少取り崩しは
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していますけれども、今後、来年度の編成に当たって今回積み立てたものがそのまま

使わずに残せれば、次のときの算定のときに総合的に判断してその活用の方法につい

ては検討するというところになります。今のところ、昨年、２９年度の剰余金４，０

００万円と、今年、剰余金１億４，０００万円というふうになっていますが、そのう

ち８，０００万円ほどは、国・県の負担金の精算として今年度返還する金額となって

おります。この金額については、基金積み立て後の繰越金だけではちょっと対応でき

ないというところで、またちょっと財源の組み替えなども今後必要となってくるんで

すけれども、単純にいくと８，０００万円返還があるので、今年度の剰余としては６，

０００万円で、昨年度が４，０００万円ほどというところで、来期に向けたその余力

といいますか、というところは１億円ほどというふうに見込んでおります。それ以外

に今年度計画的に取り崩すものが１億１，０００万円で、そのうち既に今年度の予算

編成の中で２，５００万円ほど取り崩しを行っているというところになります。です

ので、給付が計画どおり順調に伸びないというのが理想だと思いますので、給付がい

かにこう抑えられるかというのは、事業をこの３カ年で進めていく中で成果を出して

いって、少しでも県内一保険料が高いという部分についてはそうならないような形で

結果が出せればいいなというふうに、まあそういうところで職員一同業務の方に取り

組んでいるところであります。

あと、審査会のその審査の部分ですけれども、介護のサービスを受けるに当たって

は、必ずその方の状況というのを客観的にといいますか、判断が必要となります。で、

訪問調査員、嘱託の職員も現在は３名、専門に調査に行っていただく職員が課の方に

おりますし、そこで賄い切れない部分については市内の介護の事業所の方に委託して

おりますが、はじめは必ず全国どこでも一律で調査項目というのは決まっておりまし

て、例えば手がどのくらい上がるとか調査項目決まっていますので、それをマーク

シートで、できるできないなど一律に判定をして、これはコンピュータで読み込んで

１次判定というものを出します。で、あとそれと並行して、主治医の方に意見書とい

うことで、病気の状況とかその方のふだんの診察の状況などを記載していただいた意

見書というものを提出してもらいます。ですので、二つのものから総合的に審査会で

判定していただくということになります。で、１次判定から変更があるケースという

のは、調査に行った職員が一律の調査ではカバーしきれない、まあ日常的な状況など
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も聞き取りして、審査に必要な情報としてそれは手書きで調書を作成しておりますの

で、そういったものも専門性から医師とか歯科医師、薬剤師の方々から総合的ない

ろんなその他職種の見地から判定していただくというところで、そういった意味では

厳正な審査を常にされるように、私たちスタッフも鋭意努めているところですので、

今後もそういう体制を続けていきたいと考えております。

以上です。

○１８番（吉田清孝君） 終わります。

○委員長（伊藤宗就君） １８番吉田清孝君の質疑を終結いたします。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（伊藤宗就君） 質疑なしと認めます。よって、特別会計に係る質疑を終結い

たします。

これより討論に入ります。討論は通告がありませんので終結いたします。

これより採決を行います。

議案第６５号及び議案第６６号を一括して採決いたします。本２件を原案のとおり

認定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（伊藤宗就君） ご異議なしと認めます。よって、本２件は原案のとおり認定

すべきものと決しました。

お諮りいたします。委員長報告については、当席にご一任願いたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（伊藤宗就君） ご異議なしと認めます。よって、委員長報告は当席に一任さ

れました。

次に、お諮りいたします。冒頭皆様にお諮りいたしましたように、本委員会の日程

についてであります。すべての日程を終了いたしましたので、本日をもって終了する

ことにご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（伊藤宗就君） ご異議なしと認めます。よって、これにて決算特別委員会を
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散会いたします。

御苦労さまでした。

午後 ５時０８分 閉 会


